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序章 

 

 山形県立保健医療大学は、「幅広い教養と豊かな知識と技術を持ち、専門職としての理念に

基づき行動できる人材を育成するとともに、地域に開かれた大学として保健医療に関する教育、

研究の成果を地域に還元し、もって県民の健康及び福祉の向上に寄与することを目的としてい

る」を基本理念として、2000年 4 月に、山形県立保健医療短期大学を改組して、看護学科、理

学療法学科、作業療法学科からなる４年制の大学として開学した。その背景には、人口の高齢

化、疾病構造の変化、医療内容の高度化・専門化に対応した高度の専門的技術、知識を有する

質の高い保健医療技術者の養成が求められたことがある。さらに、保健医療職を希望する県内

の高校生も４年制大学への進学志向が高まってきており、優秀な人材を確保するため、早期に

４年制大学に改組転換することが必要とされていた。その後、保健医療職の人材育成について、

より高度な知識と技能を持った高度専門職業人の養成や、次代を担う人材の継続的な育成を行

う教育者の養成、及び保健医療を取り巻く諸々の課題の対策等について開発研究を行う研究者

の養成を図るためには、大学院修士レベルの教育がぜひとも必要となっているとの認識に立ち、

高度保健医療技術者の養成をめざし、2004年 4 月に大学院研究科を開設した。 

 ４年制大学が開学されて以来、今年で９年目、大学院研究科の開設以来５年目を迎え、すで

に500余名の卒業生が、看護師、理学療法士、作業療法士として県内外の医療の現場で活躍し

ていることから、本学がその使命を果たしつつある。しかしながら、開学以来、社会の医療に

対する期待と要求はますます高まり、かつ多様化して、止むことはない。このような社会状況

下で、本県が掲げている保健医療計画の一つである「尐子高齢化社会に対応した医療サービス

を守る担い手の育成」にも応えられる魅力的な大学であるためには、これまでの実績にかかわ

らず不断の改善努力を続けないと、将来は危ういと考えられる。このような意味で本学は不断

の改革・改善を図ることを目的として自己点検・評価に関する諸規定を整備するととも自己評

価委員会を設置し、2006年3月に第1回の自己点検・評価報告書がまとめられた。さらにこの度、

加えて国の認証評価機関である「大学基準協会」が定めた主要点検・評価項目の15項目、すな

わち、大学の理念・目的、教育研究組織、教育内容・方法等、学生の受け入れ、学生生活、研

究環境、社会貢献、教員組織、事務組織、施設・設備、図書・電子媒体等、管理運営、財務、

自己点検・評価、情報公開・説明責任、についてふたたび点検・評価を行った。 

 本学は、地方独立行政法人法に基づき、2009年度から公立大学法人山形県立保健医療大学と

して再出発することになっており、今回の自己点検・評価は、大学がこれまで歩んできたこと

を、自ら点検・評価するとともに、社会に公開してその評価を受け、法人化後も自己点検・評

価を通じて、本学のあるべき姿を追求し続け、社会の期待に応えていく所存である。 

 

 

 

 

 

 



3 

 

第 1 章 理念・目的 

１． 大学の理念・目的および学部の使命・目的・教育目標 

 

第 1 現状の説明 

１．理念・目的 

    山形県立保健医療大学保健医療学部は、幅広い教養と豊かな知識と技術を持ち、専門職と

しての理念に基づき行動できる人材を育成するとともに、地域に開かれた大学として保健医

療に関する教育、研究の成果を地域に還元し、もって県民の健康及び福祉の向上に寄与する

ことを目的としている（山形県立保健医療大学学則第 1 章第 1 条）。 

 

２．教育目標 

   山形県立保健医療大学保健医療学部は、学則に謳った目的を達成するために、以下の教

育目標のもとに大学教育を実施している。 

・社会や人間の尊厳を理解し、人々と共感し適切に対応できる人間性豊かな人材の育成 

・科学的知識に裏付けられた高度な専門的技術と倫理的判断力を有する人材の育成 

・多様な保健医療専門職の役割を理解し、チーム医療に必要な諸能力を備え、実践でき

る人材の育成 

・絶えざる向上意欲と自ら研究する姿勢を身につけ、課題の究明に創造的に取り組む人

材の育成 

・国際的視野を持ち活躍できる人材の育成 

・地域の保健医療の水準の向上に貢献できる人材の育成 

 

 ３．理念・目的、教育目標を実現するための教育内容の基本と理念等の周知方法 

これらの基本理念は、入学時配布される学修案内の巻頭に述べて、本大学の姿勢を学生

個々人に理解させるべく努めており、教員はこれらの目標に沿って教育および研究に研鑽

を続けている。特に医療専門職としてのもっとも重要と考えられる生命の尊厳と人間性を

尊重し、倫理的配慮を身につけた医療人の育成に重点を置き、そのために必要なカリキュ

ラム構成を行っている。 

     このような、大学の建学の理念・目的および教育目標は、大学紹介パンフレットおよ

び本学ホームページに明記され、またオープンキャンパスなどを通しても周知が図られ

ている。 

 

第２ 点検・評価 

１．理念・目的、教育目標の妥当性について 

本学の理念・目的と教育目標は、本学と設置者である山形県の協議によって定められて

いること、本学と県との定期的な打ち合わせにおいて検討課題として取り上げられたこと

がないこと、さらに、入学者の確保や学生の就職率も開学以来順調に推移していることか

ら、地域のニーズにうまく適合しているものと考えている。 
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２．理念・目的等と教育内容の関係の妥当性について 

     山形県立保健医療大学保健医療学部は、看護学科、理学療法学科、作業療法学科の 3 学

科からなり、それぞれの専門職を目指す学生がひとつのキャンパスの中で学んでいる。そ

のため異なる職種とはいえ同じ医療職としてお互いの理解と問題意識を共有できるよう

な教育が必要と考えられる。 

前項に掲げた教育目標のためにカリキュラム上考慮した点は、総合基礎教育科目に４つ

の柱を立て、１ 人間の理解 ２ 生命科学・健康の理解 ３ 社会・環境の理解 ４ 文

化・コミュニケーションの理解 とし、それぞれに必修科目と選択科目を配したことであ

り、幅広い教養と豊かな人間性を涵養するのに効果を認めている。国際的視野を備えるた

めに、英語はもちろん、近年のアジア圏の人的交流の増加に対応すべく、中国語、ハング

ル語の科目を設けているのが特徴で、学生の学習意欲を喚起している。 

専門基礎科目では、基本的に必要な科目のほかに、多様な保健医療専門職との相互理解

のため、チーム医療論および同演習を独立させて学習し、異なる職種との連携がスムーズ

に行えるような基礎的学習を行っている。1 学年および 2 学年前期まではほとんどが 3 学

科共通のカリキュラムを設定しており、3 学科の学生がともに学ぶことができるため理解

が容易となっている。多様な保健医療専門職の役割を理解しチーム医療に必要な諸能力を

備えた人材を育てるため、さらに効果的な教育内容の検討が必要である。 

 

第３ 改善方策 

2009 年度の大学法人化を目指して、大学の教育、研究、地域貢献および運営が、社会に

受け入れられるためには、如何にあるべきかの検討に入っているが、初めに掲げた基本理念

を堅持しその実現にさらに一層努力することとしている。学生の教育については、学生が意

欲と目的を持って学習に取り組めるよう、良好な学習環境を整備し学生の理解度に応じたき

め細かな学習支援を行う。地域との関わりについては、現在行っている公開講座や模擬授業

などをさらに積極的に取り入れ、地域の理解を得て充実させていく。 

 

 

２．  大学院の理念・目的および教育目標 

 

第 1 現状の説明 

１．理念・目的 

山形県立保健医療大学大学院は、保健医療に関する専門性の高い教育研究を通じ、高度

な知識と技術、卓越した実践能力と問題解決能力を有する質の高い人材養成を行い、病院、

保健福祉施設等に専門職として送り出すことにより、本県における保健医療福祉の一層の

発展を図り、もって県民の健康及び福祉の向上に寄与することを目的としている（山形県

立保健医療大学大学院学則第 1 章第 1 条）。 
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２．教育目標 

山形保健医療大学大学院は、保健医療学研究科保健医療学専攻として設置され、学則に

掲げた目的達成のために、地域の保健医療に対する要請に応えることを使命とし、より高

度な知識と技能を持った高度専門職業人の養成、次代を担う人材の継続的な育成を行う教

育者の養成、および諸課題の対策等について研究開発を行う研究者の養成を図り、地域に

おける保健・医療・福祉の向上に貢献することを目的とする。保健医療学部の教育の基礎

の上に、さらに以下の項目を教育目標として 2 年間の修士課程を設けた大学院教育を行っ

ている。 

・科学的思考に基づく高度な専門的知識と技術を有する人材の育成 

・国際性のある視野の広い実践者、教育者および研究者の育成 

・創造性豊かな発想や、専門職の発展に向けて自律的に行動できる能力を持った職業人

の育成 

・地域の保健医療においてチーム医療の指導的役割を担える人材の育成 

 

 ３．理念・目的、教育目標を実現するための教育内容の基本と理念等の周知方法 

この目標を達成するために、保健医療の最新の知見や、先進国の優れた教育や研究の成

果を積極的に導入し、また、地域の保健医療状況に即した授業科目の構成・内容について

考慮している。また、医療の現場で実務を重ねている医療技術者の、より高度な知識や技

術を学びたいとの意欲に応えるために、社会人入学を受け入れている。 

このような、大学院の理念・目的および教育目標は、保健医療学研究科学生便覧・授業

概要の中で、設置目的、教育課程の考え方、として明記している。また大学院紹介パンフ

レットに記載している。ホームページでも閲覧出来る。さらにオープンキャンパスなどを

通しても周知が図られている。 

 

第２ 点検・評価 

山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科は、保健医療学専攻科として、看護学分野、

理学療法学分野、作業療法学分野の 3 つの分野からなり、2004年開設以来、積極的に社会人

の入学を受け入れている。保健医療研究科として入学定員 24 名のところ、2008年度は、在

籍学生は 33 名で、このうち社会人が 20 名（60.6%）を占める。社会人の入学は減尐傾向に

あり、在学期間は、学部卒業の一般入学者と比べ長期化している。 

目標達成状況として、修士課程修了者は、2005年度 13 名、2006年度 11 名、2007年度 10

名となっており、修了後、医療の場において活躍する者の他に、教育者として本学の教員と

して活躍している者もいる。 

 

第３ 改善方策 

大学院開設以来 4 年が経過し、学部卒業生の一般入学者が次第に増加する傾向がみられる。

在学中から啓蒙と周知をはかり、一般入学者がさらに増加するように努める。 



6 

 

また、社会人の入学受け入れの促進方策については、社会人の就業形態や入学前のキャリ

ア等の多様性に配慮して、長期履修制度の導入など弾力的な教育課程を編成することとする。

これらの見直し及びその効果の検証は、法人化後の第１期中期計画期間中に完了することと

する。 
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第２章 教育研究組織 

 

第１ 現状説明 

１．教育研究組織 

本学は県立の医療系卖科大学である。保健医療学部に、看護学科、理学療法学科、作業

療法学科の 3 学科がある。研究科に保健医療学研究科( 修士課程) があり、看護学分野、理

学療法学分野、作業療法学分野に分かれている。 

 

表 2－1 全学の設置学部・学科・大学院研究科等（2008年５月１日現在） 
 

名   称 開設年月日 定員 所 在 地 備  考 

保健医療学部看護学科 2000年 4 月 1 日 220 山形県山形市上柳 260番地   

保健医療学部理学療法学科 同上 90 同上   

保健医療学部作業療法学科 同上 90 同上   

保健医療学研究科 2004年 4 月 1 日 24 同上   

 

第２ 点検・評価 

   本学の教育研究組織は、理念・目的にある県民の健康の福祉の向上に寄与するために、

そして、多様な保健医療専門職の役割やチーム医療に必要な諸能力を育成するために構成さ

れており、適切な組織といえる。加えて、設置者である県や県議会から、本学の教育研究組

織の面で問題を提起されたこともない。 

   一方、学内からは、学部を開設して 8 年、大学院を開設して 4 年を経過し、臨床現場の

専門性の高度化や教員の養成需要の高まりを背景とし、高度な研究能力や確かな教育能力と

研究能力を兼ね備えた人材の養成の必要性が強く意識されるようになってきている。 

  

第３ 改善方策 

  社会の変化等に的確に対応した優れた教育研究を実現するため、博士課程の設置が望まれ

るが、その実現に当たっては、修士課程教育の充実と研究能力の強化が基本となることから、

修士課程での組織的な教育の確保と研究機能の強化を当面の目標とし、博士課程の設置につ

いては、将来的な課題として、法人化後にその方策について検討を進めることとする。 
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第３章 教育内容・方法 

１．学士課程の教育内容・方法 

（１）教育課程等 

 

第１ 到達目標 

  本学の目的及び教育目標を達成するために、教育課程等の目標を次のように置く。 

・大学の目的および教育目標を実現するために必要な授業科目を設定する。 

・ 幅広い教養豊かな人間性の涵養を図り、保健医療の土台となる基礎的な知識、技術

を探求するための総合基礎科目及び専門基礎科目を設定する。 

・専門的な学識と技術の体得に必要な専門科目を系統的に配置する。 

・異なる分野の専門職が互いに連携・協働して患者に対処するチーム医療に関する態度

と能力を養うための科目を設定する。 

・社会・臨床現場における多様な問題に対して解決が十分にできるように、情報リテラ

シー、論理的思考力、科学的問題解決力を身につけるための科目を設定する。 

 

第２ 現状の説明 

１．学部・学科等の教育課程 

（１）開設授業科目 

本学保健医療学部は、看護学科、理学療法学科および作業療法学科の 3 学科から構成

されている。本学の理念・目的・教育目標を実現するために、教育課程の体系性を踏ま

えながら総合基礎教育科目および専門教育科目（専門基礎科目および専門科目）を配置

している。 

総合基礎教育科目には、「人間の理解」「生命科学・健康の理解」「社会・環境の理

解」「文化・コミュニケーションの理解」の 4 区分があり、それぞれ人文科学系、自然

科学系、社会科学系および語学に関する科目に対応している。総合基礎教育科目は、看

護学科、理学療法学科および作業療法学科の区別なく、学生が上記 4 区分から指定され

た卖位数以上を選択して履修する（一部は必修科目になっている）。 

    専門基礎科目には、3 学科共通のもの、看護学科のみの科目、理学療法学科および作

業療法学科のみの科目がある。 

    専門科目は、学科ごとに配置している。これを年次別にみると次のようになる。1 年

次には、看護師、保健師、助産師、理学療法士および作業療法士の専門職種を目指す学

生が、多くの科目を合同で学び、各領域が連携、強調した総合的対応ができる学際的能

力を培うための学習機会を提供している。2 年次には、3 学科全員必修の「チーム医療

論」の講義があり、他学科の学生と交流しながら幅広い識見を身につけられるようにし

ている。 

    情報教育については、学生の学習環境として情報処理室（コンピュータ室）を 365 日、

24 時間（講義および保守点検のときを除く）使えるようにしている。1 年次に 3 学科合

同の「情報科学」の講義でコンピュータ・リテラシーの基本を学ぶ。学生は、個人個人
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に与えられたアカウントでコンピュータにログオンし、メールで教員に質問したり、レ

ポートを提出したりする。また、インターネットを介した文献検索、情報検索も活用し

ている。 

 

 （２）卖位の配分 

教育課程の開設授業科目における各学科の卒業に必要な卖位数を表３－1 に、卒業所

要総卖位に占める授業科目種別の卖位数と量的配分を表３－２に、カリキュラム編成に

おける必修・選択の配分と卖位数を表３－３に示した。 

 

 表３－1 各学科の卒業に必要な卖位数（2008 年度入学生用） 

区分  看護学科 理学療法学科 作業療法学科 

総合

基礎

教育

科目 

人間の理解 
  ６卖位  

（うち必修 4 卖位） 

  ４卖位    ４卖位  

生命科学･健康の理解 
  ８卖位  

（うち必修 6 卖位） 

  ７卖位 

（うち必修 4 卖位） 

  ７卖位  

（うち必修 4 卖位） 

社会･環境の理解 
  ４卖位  

（うち必修 2 卖位） 

  ４卖位    ４卖位  

文化･コミュニケーショ

ンの理解 

  ７卖位 

（うち必修 4 卖位）  

  ※７卖位   ※７卖位  

専門

教育

科目 

専門基礎科目 
 ３０卖位  

（うち必修 27 卖位） 

 ３１卖位  

（うち必修 31 卖位） 

 ３２卖位 

（うち必修 32 卖位）  

専門科目 
 ７２卖位  

（うち必修 68 卖位） 

 ６８卖位 

（うち必修 68 卖位）  

 ７２卖位  

（うち必修 72 卖位） 

上記に参入するもののほかすべ

ての選択科目から 

 
  ３卖位  

 

合計 １２７卖位  １２４卖位  １２６卖位  

※外国語科目から 5 卖位を選択しなければならない。 

 

表３－２ 卒業所要総卖位に占める授業科目種別の卖位数と量的配分    （ ）は、%。                                   

 専門教育的授業科目 一般教養的授業科目 外国語科目等 卒業所要総卖位 

看護学科 102 卖位（80） 18 卖位（14） 7 卖位（6） 127 卖位（100） 

理学療法学科 102 卖位（82） 15 卖位（12） 7 卖位（6） 124 卖位（100） 

作業療法学科 104 卖位（82） 15 卖位（12） 7 卖位（6） 126 卖位（100） 

※一般教養的授業科目；総合基礎科目のうち「人間の理解」、「生命科学・健康の理解」、「社会・環境の理解」 

※外国語科目等；外国語、総合基礎科目のうち「文化・コミュニケーションの理解」 

 

表３－３ カリキュラム編成における必修・選択の配分と卖位数 

 
専門教育的授業科目 一般教養的授業科目 外国語科目等 

計 
必修 選択 必修 選択 必修 選択 

看護学科 95 卖位 28 卖位 12 卖位 26 卖位 4 卖位 10 卖位 175 卖位 
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理学療法学科 99 卖位 16 卖位 4 卖位 34 卖位 0 卖位 11 卖位 164 卖位 

作業療法学科 104 卖位 24 卖位 4 卖位 34 卖位 0 卖位 11 卖位 177 卖位 

 

 

 （３）教育課程の学科別説明 

    これらの教育課程は、基礎教育科目と各学科の専門科目とで構成されており、教育課

程における基礎教育、倫理性を培う教育及び「専攻に係る専門の学芸」を教授するため

の専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的、学問の体系性について示す。 

 

① 基礎教育科目 

人間を対象にする医療従事者として、人間を全人的に理解し、人間を取り巻く社会

への理解を深めるために、総合基礎教育の「人間の理解」、「生命科学・健康の理解」、

「社会・環境の理解」、「文化・コミュニケーション」の 4 つの枞組みを基本として

構成された科目を配置している。特に「人間の理解」の中に「生命倫理学」を配し、

医療職業人をめざす学生にとって極めて重要な生命に対する倫理性の涵養を図って

いる。 

     また、幅広く深い教養を身につけ、総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養す

るために、総合基礎教育科目の「人間の理解」で 8 科目、「生命科学・健康の理解」

で 10 科目、「社会・環境の理解」、「文化・コミュニケーションの理解」で 13 科目

を配置している。 

     国際化社会の進展の中で、卒業生が国際的視野を持って活躍するためには、国際社

会や異文化への理解、コミュニケーションの手段となる言語の習得が必要である。こ

のため、外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国

際化等の進展に適切に対応するための外国語能力の育成」をねらい、総合基礎教育科

目の「文化・コミュニケーションの理解」で英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、英語表現法Ⅰ、Ⅱ、医

療英会話、実践英語、と国際語としての英語に特に重点を置き、その他中国語、ハン

グル語を配置している。 

     本学は看護学科、理学療法学科、作業療法学科の 3 学科体制であるが、その他に専

ら総合基礎教育科目と専門基礎科目を担当する教員によって構成される基礎教育担

当教員会議が設置され、基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制を確立し

ている。 

 

② 看護学科 

    ア．教育目標 

大学の理念・目的・教育目標を基に、看護学科の教育理念を、人間尊重に基づき、

高度化・多様化する社会の変化に対し、看護の役割と責務を自覚し、人間、健康、

環境の視点から、生活している人間に対する看護を系統的、包括的に探求し、主体
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的に学ぶ人材を育成することとし、この理念の達成に向けて以下の 6 つの目標を掲

げている。 

1)  自然および社会環境と人間の健康との相互作用の理解に基づいた看護を展 

開できる。 

2)  個人・集団の変化する健康レベルを判断できる能力を開発し、科学的論理的

思考過程を活用して創造的に看護を実践できる。 

3)  人間は多様な側面を持つ唯一無二な尊厳ある存在であることを理解して、看

護者として適切で倫理的な判断を基に、人権を擁護し対象者の意志決定を支え

る基礎能力を身につける。 

4)  保健・福祉・医療職者と協働し、チームの一員として看護の専門職としての

役割を果たす基礎的能力を身につける。 

5)  国際社会の中で看護の役割を展望し発展させ、国際的な視野で人々の健康に

看護をもって貢献できる能力を習得する。 

6)  豊かな人間性をはぐくむことを基盤に、主体的・継続的に学習し、看護の教

育・研究・実践の発展に寄与できる能力を習得する。 

これらを目標とする看護学科の教育課程は、人間、健康、環境、看護、学習を主

要概念ととらえて教育科目を構成している。 

総合基礎科目および専門基礎科目では、人間、健康、環境の概念と、各概念間の

相互作用を理解するための科目を配置している。 

専門科目では、看護の原理を理解し、多様な健康レベル、多様な環境におかれた

人間を対象として、看護が展開できる知識・技術・態度を習得できるよう科目を配

置している。学生があらゆる資源を活用しながら主体的に学習し、自己を発達させ

ながら、看護の教育・研究・実践の発展に寄与できる能力を習得できるよう教授し

ている。 

 

    イ．国際性 

先に挙げた看護学科の教育目標の 5 に、国際的な視野で人々の健康に看護をもっ

て貢献できる能力の習得を掲げている。外国語の科目は、必修科目として英語 3 卖

位、選択科目として英語の他、県内の在日外国人の割合は中国人、韓国人が多いこ

とから、中国語、ハングル語を配置している。 

専門科目に、国際的視点で健康や看護学を捉える国際看護論、最新の英文文献の

読解力を身につける欧文原著講読を配置している。 

全学年を対象に、米国コロラド大学との国際交流を実施し、毎年 3 年生の 20 人

弱が約 1 週間のコロラド大学を中心とした研修に参加している。 
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    ウ．卒業要件 

看護学科卒業要件 127 卖位の内訳は、総合基礎科目 25 卖位、専門基礎科目 30 卖

位、専門科目 72 卖位である。外国語は、総合基礎科目で外国語を含む文化コミュ

ニケーションの理解の 7 卖位である。 

その他、専門科目で、国際的看護の役割の理解を目指す国際看護論 1 卖位と欧文

原著講読 1 卖位を配置している。 

 

③ 理学療法学科 

    ア．教育目標 

理学療法士が必要とされている分野が医療の現場のみならず、保健・福祉や健康

増進の領域まで拡大している現状から、大学の理念・目的・教育目標を基に、理学

療法学科の教育理念を、慈愛の心をもって幅広い対象者や多様な社会のニーズに適

切に対応できる高度な知識や技術に精通した専門職を育成するとともに、豊かな人

間性と科学的思考力、論理的判断力や専門技術力を育成することとしている。この

理念の達成に向けて、以下の 6 つの目標を掲げている。 

      1)  社会や人間の尊厳を理解し、人々と共感し適切に対応できる豊かな人間性を

身につける。 

      2)  個人・集団の健康を判断する能力を高めるため、科学的根拠に裏付けられた

高度な専門技術と倫理的判断力を身につける。 

      3)  保健・福祉・その他の医療従事者の専門職種の役割を理解し、チーム医療に

必要な能力を備え、如何なる場面においても理学療法を創造的に実践できる。 

      4)  保健・医療に対するたゆまぬ努力と自己研鑽の姿勢を身につけ、社会貢献で

きる能力を身につける。 

      5)  国際社会で理学療法の役割を発展させ、国際的視野を持ってあらゆる世界の

人々の健康に貢献できる能力を身につける。 

      6)  地域の保健医療における理学療法の役割を発展させ、医療水準の向上に寄与

できる能力を身につける。 

理学療法学科の教育課程は、国家試験受験資格を取得する関係上、理学療法士・

作業療法士養成施設指定規則との整合性を考慮したカリキュラムとなっている。加

えて、専攻に関わる専門の学芸及び幅広く知識・教養の教授に配慮したものとなっ

ている。2000 年大学設置時から上記の点を十分に配慮しつつ、１学年から総合基

礎教育科目、専門基礎科目、理学療法学の専門科目を配置してきた。 

さらに、2004 年度カリキュラム改定において、総合基礎教育科目、専門基礎科目、

専門科目の配置を変更し、１学年の教育課程から理学療法の専門科目を組み込み、

学生の学習意欲を高めるように考慮している。 

このほかに、下記のような配慮をしている。 

理学療法学に重要な専門科目（解剖学、生理学、運動学など）の授業時間や科目

を追加している。 
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職種を異にする学生がお互いの職種を理解し、保健・医療・福祉の場で協働して

いけるように、「チーム医療論」や「保健医療論」など 3 学科共通の科目を多く設

けている。 

人間を構造・機能、病態の面から系統的に学習ができるように、「生体形態学」、

「生体組織学」、「生体機能学Ⅰ、Ⅱ」やそれらの演習・実習科目を配置している。 

臨床での対応能力を高める科目として、「臨床心理学」や「カウセリング論」を

配置している。 

専門科目では、運動障がい、神経障がい、発達障がい、老年期障がい、内部障が

いなどにカテゴリ分類し、各障がいの基礎論、理学療法学各論および演習を配置し、

基礎的知識の習得の上に、理学療法学を主体的に学ぶことができるように科目を配

置している。 

習得した知識・技術を統合整理し、臨床応用できる実践力を高めるように各障が

い領域に特別講義を配置している。 

前述より、学生があらゆる資源を活用しながら自己研鑽し、理学療法の教育・研

究・実践の発展に寄与できる能力を習得できるように教授している。 

 

    イ．国際性 

理学療法学科の教育目標の一つに、「国際社会で理学療法の役割を発展させ、国

際的視野を持ってあらゆる世界の人々の健康に貢献できる」ことを理念として掲げ

ており、外国語科目は、英語Ⅰ、Ⅱ、英語表現法Ⅰ、Ⅱ、医療英会話、実践英語の

6 卖位のうち、5 卖位を選択することにしている。 

また、専門科目「運動療法学」や「神経障がい理学療法学Ⅰ」の授業でも英語の

教科書や教材を積極的に取り入れ、英文献の読解力を高めるように配慮している。 

一方、全学年を対象に米国コロラド大学との国際交流を実施しており、毎年 9

月に 10 名以上の 3 学年生がコロラド大学の授業参加や、ホームスティを体験する

研修プログラムへ積極的に参加している。 

 

    ウ．卒業要件 

理学療法学科の卒業要件 124 卖位の内訳は、必修・選択を含んで、それぞれ総合

基礎科目 22 卖位、専門基礎科目 31 卖位、専門科目 68 卖位であり、それ以外のす

べての選択科目から 3 卖位加えるものである。外国語の科目は英語 5 卖位を含む文

化コミュニケーションの理解 7 卖位である。その他、専門科目で理学療法の基礎と

なる「運動療法学」1 卖位、中枢神経系障がいの理学療法の応用となる「神経障が

い理学療法学Ⅰ」2 卖位、理学療法研究法演習 1 卖位で英文教科書の授業を行い、

英語論文の理解力を高めるように科目を配置している。 

また、理学療法研究法演習 1 卖位と理学療法卒業研究 4 卖位で、積極的に英文献

を読解するように指導している。 
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④ 作業療法学科 

    ア．教育目標 

      大学の理念・目的・教育目標を基に、作業療法学科の教育理念を、病院や施設や

地域の中で多様なニーズに対応できる専門職種として活躍し、その使命を果たすた

めに必要な高度な専門知識・技術を持ち、さらに豊かな人間性と科学的批判力、論

理的思考力、合理的判断力を持つ作業療法士を育成することができるように専門教

育を行うこととしている。 

作業療法学科では、上の教育理念のために 2005 年度にカリキュラムの再編を行

っている。作業療法学科の教育課程は、看護学科や理学療法学科の学生とお互いの

職種を理解し、保健・医療・福祉の現場で協働していけるように、他学科と同様に

3 学科共通の科目を多く設けている。 

このほかに、人間を構造・機能、病態の面から系統的に学習できるように、「生

体形態学」、「生体組織学」、「生体機能学Ⅰ、Ⅱ」、ならびにそれらの演習・実

習科目を配置し、臨床への対応能力を高める科目として「臨床心理学」や「カウセ

リング論」を配置している。さらに、専門科目では、運動障がい、神経障がい、発

達障がい、老年期障がい、精神障がいなどのカテゴリ毎に、基礎論、作業療法学各

論講義および介入学、実習を配置し、十分な基礎的知識の習得の上に、作業療法学

の専門的知識･技術を学ぶ仕組みとなっている。 

 

    イ．国際性 

大学の教育目標の一つに、「国際的な視野を持ち活躍できる人材の育成」を掲げ

ていることに基づき、外国語科目は、理学療法学科と同じく英語 6 卖位のうち、5

卖位を選択することにしている。さらに、米国コロラド州立大学との国際交流の一

環として毎年 3 月にコロラド州立大学の教員を招聘し、3 年次後期の科目「作業療

法国際比較論」を開講して、国際的な視点から作業療法を学習できるように配慮を

している。 

 

    ウ．卒業要件 

作業療法学科の卒業要件 126 卖位の内訳は、必修・選択を含んで、それぞれ総合

基礎科目 22 卖位、専門基礎科目 32 卖位、専門科目 72 卖位である。外国語の科目

は英語 5 卖位を含む文化コミュニケーションの理解 7 卖位である。その他、3 年次

後期の「原著講読」において英文原著論文の和訳を行い、英語論文の理解力を高め

るように科目を配置している。また、「作業療法研究」では積極的に英文献を読解

するように指導している。 

 

２．カリキュラムにおける高・大の接続 

看護学、理学療法学、作業療法学の専門科目を学ぶ上で、物理学、化学、生物学の基礎

知識が必要になるが、高校でこの 3 教科すべてを学んできている学生はほとんどいない。
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そこで本学では１年生前期の専門基礎科目の中に「自然科学」という科目を置いて、その

中で物理学、化学、生物学の基礎を講義するカリキュラムを実施している。この科目は看

護学科、理学療法学科、作業療法学科の学生全員が必修である。１年生後期にはさらに必

修の「自然科学演習」を置き、物理学、化学、生物学の基本的実験を行うことにより前期

の「自然科学」で学んだことの理解を深めるようにしている。「自然科学」および「自然

科学演習」は、3 年次編入生でこれらの科目が卖位認定されなかった学生も履修している。 

高校までにコンピュータに慣れている学生もいるが、学生のコンピュータ習熟度はまち

まちである。そこで１年生前期の専門基礎科目の中に「情報科学」という科目を置いて、

情報リテラシーを教育している。「情報科学」は看護学科が必修、理学・作業療法学科が

選択である。しかし、理学・作業療法学科の学生もほぼ全員が履修している。 

 

３．カリキュラムと国家試験 

3 学科ともに、卒業予定者全員が、それぞれに該当する国家試験を受験している。合格

率を表３－４に示す。2007 年度は看護師、保健師、助産師および理学療法士の国家試験

合格率が 100％、作業療法士の合格率が 94.4％であったが、2008 年度は、助産師国家試

験以外では合格率が若干下降している。 

 

           表３－４  2008 年度国家試験合格率 

学 科 国家試験の名称 受験者数

(A) 

合格者数

(B) 

合格率(％) 

B/A*100 

  看護学科 看護師国家試験 50 49 98.0 

  看護学科 保健師国家試験 60 54 90.0 

  看護学科 助産師国家試験 10 10 100.0 

理学療法学科 理学療法士国家試験 21 20 95.2 

作業療法学科 作業療法士国家試験 21 17 81.0 

  ※助産師試験は、選択制である。 

 

学科内に担当者を決め、入学時から学生に対し、一貫した指導を系統的に実施している。

尐人数規模の大学の特徴を生かし、学生の個々の到達度にあわせたきめ細やかな指導を実

施している。また、学生にも国家試験担当者を 3 年後期から決めさせ、国家試験模擬試験

および補講の企画、卒業時の引き継ぎなど、主体的に活動できるよう支援している。 

 

４．医学系のカリキュラムにおける臨床実習 

（１）看護学科 

    看護学科では表３－５に示した実習科目を開設している。全ての実習に共通する目的、

すなわち、「看護の対象である人間を尊重し、既習の知識・技術・態度を統合して看護

を展開するとともに、その結果を科学的に考察できる能力を養う」を設定し、実習科目

の体系化を図っている。 
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表３－５  2006 年度以降入学生の実習科目と開講時期、実習の目的（開講時期順） 

実習科目 開講時期 実習の目的 

基礎看護学実習Ⅰ １年次後期 

（１週間） 

病院の実習を通し、さまざまな健康障がい

をもつ人々とその入院生活を理解し、看護の

役割および機能を学び、看護学学習の視点を

より明確にする。 

基礎看護学実習Ⅱ ２年次通年 

（２週間） 

看護学で学習した知識・技術を基盤とし

て、看護学の基本である人間関係を理解し、

対象のニーズに応えるための看護の過程を

学ぶ。 

老年看護学実習Ⅰ ２年次後期 

（２週間） 

施設に入所する高齢者を通して、加齢によ

る身体・精神・社会的特徴を理解し、個別的

健康ニーズに対応する基本的援助のあり方

を習得する。 

小児看護学実習Ⅰ ３年次後期 

（１週間） 

幼児期にある健康な小児の日常生活行動

を理解するとともに、小児期の成長発達段階

を個別的にとらえ、個々の成長発達段階に応

じた看護実践に必要な知識・技術・態度を習

得する。 

地域看護学実習Ⅰ ３年次後期 

（１週間） 

地域住民の生活や地域の特徴から地域看

護診断・地域看護活動計画立案を行い、看護

として、地域全体の健康課題を解決できる基

礎的能力を養う。 

老年看護学実習Ⅱ ３年次後期～４年

次前期（２週間） 

医療施設や在宅で生活する高齢者とその

家族を総合的に理解する。様々な状況を生き

る高齢者の QOLが維持・向上できるための看

護援助について実践を通して学ぶ。 

成人看護学実習Ⅰ ３年次後期～４年

次前期（３週間） 

急性期にある成人の看護に必要な既習の

知識・ 

技術を活用し、看護の役割をふまえ、適切な

看護が実践できる基礎的能力と態度を養う。 

成人看護学実習Ⅱ ３年次後期～４年

次前期（３週間） 

多様なライフスタイル・生活習慣などをも

つ成人・老年者を全人的に把握・理解し、リ

ハビリテーション過程、及び慢性期の健康問

題を持つ対象者の日常生活の維持・拡大、自

己管理と社会生活適応に必要な援助を実践

し、看護の継続性や役割についての理解を深
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める。 

精神看護学実習 ３年次後期～４年

次前期（２週間） 

精神に障がいを持つ対象を総合的に理解

し、健康上の問題解決と社会復帰を目指した

看護を実践できる基礎的能力を養う。 

地域看護学実習Ⅱ ３年次後期～４年

次前期（２週間） 

地域社会で生活する住民や家族の個別的

保健ニーズと地域の健康課題を包括的にと

らえ、問題を解決するための地域看護活動の

基本的実践方法を習得する。 

母性看護学実習 ３年次後期～４年

次前期（２週間） 

母性看護の対象とその特徴を理解し、健康

増進を目指した看護を実践できる基礎的能

力を養う。さらに、生涯を通じた母性看護の

意義と、看護者の役割を考察する。 

小児看護学実習Ⅱ ３年次後期～４年

次前期（１週間） 

健康上の問題を持つ小児とその家族に対

し、既習の知識・技術を活用して、対象のよ

りよい成長・発達をめざした看護を実践でき

る基礎的能力を養う。また、小児とその家族

や看護師との関わりから自己を見つめ、看護

に必要な態度を学習するとともに、小児看護

の機能と役割を考察する。 

総合看護学実習 ４年次前期 

（２週間） 

学生が選択した領域を通して、チーム医療

における看護の専門職としての役割と責任

を学ぶ。 

助産学実習 ４年次前期 

（６週間） 

妊婦、産婦、褥婦、新生児およびその家族

に対し、助産を実践できる基礎的能力を修得

する。 

 

    実習施設については、隣接する山形県立中央病院を中心施設とし、さらに山形県内の

保健医療福祉施設、および行政機関の計 82 施設の協力が得られるという、恵まれた環

境にある。実習にあたっては、専任教員及び助手と実習施設指導者との間で、臨地実習

の教育計画、具体的到達目標、到達度の評価方法などについて、事前に十分協議を行な

ったうえで実習を開始している。実習中は、原則として専任教員又は助手が同行し、実

習施設指導者と密接に連携を取りながら指導を行なっている。実習終了後は実習のまと

めを行ない、次年度の実習指導に活用している。 

 

（２）理学療法学科 

    理学療法学科では表３－６に示した実習科目を開設している。全ての実習に以下の目

的・目標を設定し、実習科目の体系化を図っている。 
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  表３－６  理学療法学科の 2008 年度の実習科目と開講時期、実習の目的（開講時期順） 

実習科目 開講時期 実習の目的 

臨床実習Ⅰ 

（見学実習） 

１年後期 

（１週間） 

 多様化する理学療法を考慮し、各実習施設

の目 

的や役割、組織等はもとより、そこで活躍す

る理 

学療法士の役割や業務内容を学習する。 

臨床実習Ⅱ 

（評価実習） 

３年後期 

（５週間） 

 症例に必要な情報を収集し、検査・測定を

適切 

に実施し、それらの内容を統合解釈する。さ

らに、 

問題点の抽出やゴール設定ができる。 

臨床実習Ⅲ 

（総合臨床実習） 

４年前期 

（８週間） 

 評価結果に基づきゴールや治療プログラ

ムを立 

案し、体系的なプログラムのもとで臨床的な

経過 

観察ができる。また、適切な指導・監督のも

と基 

本的な理学療法が独立で行える。 

臨床実習Ⅳ 

（総合臨床実習） 

４年前期 

（８週間） 

 

 

     実習施設については、県内 35 施設、県外 9 施設の協力が得られ、恵まれた環境で

実習を行っている。臨床実習の開始にあたって、専任教員は教育計画を策定し、実習

指導者と連携を図るため臨床実習指導者会議を開催している。また、実習期間中は、

教員が実習施設を巡回し実習の進行状況を把握するとともに、個々の学生の必要に応

じて、実習指導者と連携しながら学生が実習目標を達成できるよう個別指導をしてい

る。 

 

（３）作業療法学科 

    作業療法学科では表３－７に示した実習科目を開設している。全ての実習に以下の目

的・目標を設定し、実習科目の体系化を図っている。 

 

  表３－７  作業療法学科の 2008 年度の実習科目と開講時期、実習の目的（開講時期順） 

実習科目 開講時期 実習の目的 

臨床実習Ⅰa 

（見学実習） 

1 年後期 

（５日間） 

多様化する作業療法実践領域を考慮し、各

実習施設の目的や役割、組織等はもとより、

そこで活躍する作業療法士の役割や業務内



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    実習施設は、県内 26 施設、県外 10 施設の協力が得られるという恵まれた環境にある。 

    臨床実習の開始にあたって、客観的臨床能力試験等を行い、臨床実習への事前準備を

行っている。専任教員は教育計画を策定し、実習指導者と連携を図るため臨床実習指導

者会議を開催している。 また、実習期間中は、教員が実習施設を巡回し実習の進行状

況を把握するとともに、個々の学生の必要に応じて、実習指導者と連携しながら学生が

実習目標を達成できるよう個別指導をしている。 

 

容を学習する。 

 

臨床実習Ⅰb 

（見学実習） 

２年通年 多様化する作業療法実践領域を考慮し、作

業療法関連分野や新たに作業療法の役割が

期待されると思われる、または協業が必要と

考えられる医療・福祉施設や教育機関、行政

機関の目的や役割、組織、そこで期待される

作業療法士の役割を学習する。 

見学・実習地の例： 

ƍ 訪問看護ステーション ƍ 家族会・患者会 

ƍ 各種ディサービス    ƍ 小規模作業所 

ƍ 特殊学級・養護学校  ƍ グループホーム 

ƍ 福祉事務所      ƍ 社会福祉協議会 

ƍ その他 

臨床実習Ⅱ 

（評価実習） 

３年前期 

（４週間） 

学内で習得した各障がい領域の評価学及

び作業療法学などの知識・技術を臨床場面で

応用し、対象者の的確な評価法について学ぶ

ことを目的とする。 

臨床実習Ⅲ 

（総合実習） 

３年後期 

（７週間） 

総合的な臨床体系を学ぶ臨床教育課程で

あり、臨床実習指導者の下で、作業療法に関

する専門的知識・技術の習得および応用を学

ぶものである。また、将来、作業療法士とし

て臨床を実践できるように、対象者へのサー

ビス提供の過程を実習すると共に、業務遂行

に伴う部門管理、そして他職種とチームアプ

ローチを行なうための組織全体の理解や、医

療人としての倫理観を養うことも目的とし

ている。 

臨床実習Ⅳ 

（総合実習） 

４年次前期 

（７週間） 

作業療法士と地域との連携を重要視した

体験が望まれる。 
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５．授業形態と卖位の関係 

   講義中心の科目については 90 分授業 15 回（時間数 30）を１卖位、実習中心の科目に

ついては 90 分授業 15 回（時間数 30）を 2 卖位とすることを基本としている。ただし、

総合基礎教育科目については 90 分授業 15 回（時間数 30）を 2 卖位としている。各学科

の科目群別にみた卖位配分は、表３ʄ８に示した。 

 

表３ʄ８ 各学科の科目群別にみた卖位配分(2007 年度以降入学生用)  (  )は選択科目必要卖位数 

 看護学科 理学療法学科 作業療法学科 

必修 選択 必要卖位数 必修 選択 必要卖位数 必修 選択 必要卖位数 

総合基礎科目卖位 16 36(9) 25 4 45(18) 22 4 45(18) 22 

専門基礎科目卖位 27 10(3) 30 31 9(0) 31 32 9(0) 32 

専門科目卖位 68 7(4) 72 68 7(0) 68 68 15(4) 72 

すべての選択科目から     3 3    

合計卖位 111 53(16) 127 103 61(21) 124 104 69(22) 126 

卒業卖位数 127 124 126 

 

 

６．卖位互換、卖位認定等 

卖位互換に関しては、卖独で他大学と行ってはいないが、山形県内の高等教育機関で構

成する「大学コンソーシアムやまがた」に加盟し、2006 年度に山形県内 9 大学等と卖位

互換協定を結び、卖位互換を行える本学の科目として、20 科目（心理学、英語Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ、臨床心理学、カウンセリング学、人間発達学、保健医療論、生体機能学、栄養代謝学、

生体防御学、薬理学、臨床薬理学、疾病科学、成人老年疾病論Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、心身障がい論）

が配置されている。また他大学で現在開講されている科目が、本学のいわゆる総合基礎、

専門基礎科目の領域のために本学学生が利用しているものはない。   

卖位認定に関して、編入学生の入学者のいる看護学科では、編入学生の入学決定後、本

人から認定の申請を受け、学科教員が既習の授業内容やシラバスを参考にしながら卖位を

認定している。卒業要件の 127 卖位のうち 86 卖位を認定の上限とし、入学後のゆとりあ

る学習を考え、80 卖位前後の卖位を認定している。ただし、本学の特徴である以下の科

目については、履修させるようにしている。看護学科では、チーム医療論、基礎看護学、

看護学ゼミナール、看護特論、卒業研究、実習。理学療法学科では、理学療法の研究。作

業療法学科では、作業療法の研究である。 

 

７．開設授業科目における専任教員と兼任教員が担当する授業科目の割合等 

   本学の専任教員は、看護学科、理学療法学科および作業療法学科の専門科目を教育する

それぞれの専門資格を持った教員および 3 学科に渡る総合基礎教育科目および専門基礎科

目を担当する教員から成っている。大学基礎データ表 3 のように専門科目における専任講

師の比率は、ほぼ 80 %を超えているが、総合基礎教育科目では 20％未満である。 
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８．社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

   本学では、看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士の国家試験受験資格を得

るための指定規則を考慮した上で教育課程を編成していることから、社会人が職業を持ち

ながら講義、演習、臨地・臨床実習を規定年数内で履修することは、現実的には困難であ

る。しかし、社会人でありながら本学の一般選抜試験を受験し、合格後に職を辞して本学

に入学してくる人も尐なからず存在する。これらの学生の科目履修は、高校新卒でまたは

卒後数年を経て入学した学生とまったく同じであるが、すでにいずれかの大学に在籍して

いた経歴をもつ者については、申請があれば既修得卖位を認定している。しかしながら、

社会人を経験してきた学生の中には、若い学生集団の中で新たなアイデンティティを形成

することに困難を示し精神的に孤立する者も出現することから、これらの過年入学生に対

しては学科の教員が面談や声かけをするなどして、学科環境への適応や科目のスムーズな

履修を促進するよう心がけている。 

   編入学生については、看護学科 3 年次に毎年約 10 名が入学している。これらの編入生

の履修上 の便宜を図るため、本人からの申請と既習の授業内容・シラバスに基き、学科

教員・教務学生委員会が卖位認定の実務を行っている。また、編入生の臨地実習の時期と

総合基礎科目や専門基礎科目の授業時期が一部重なることのないように時間割を組んで

いる。 

   外国人留学生、帰国生徒は現在どちらも在籍しておらず、教育課程編成上、教育指導上

の配慮は検討されていない。 

 

第３ 点検・評価 

１．目標の達成度 

（１） 大学の目的および教育目標を実現するために必要な授業科目を設定することについ    

て 

    看護学科の教育課程は、専門の学芸および幅広く深い教養の教授に配慮した大学教育

であるとともに、国家試験受験資格を取得する関係上、保健師助産師看護師学校養成所

指定規則との整合性を考慮したものとなっている。１年次から体系的に総合基礎教育科

目（人間の理解、生命科学・健康の理解、社会・環境の理解、文化・コミュニケーショ

ンの理解）、専門基礎科目（基礎医学系の科目、福祉系の科目等）、看護学の専門科目

を配置しており、その教育効果は本学の卒業生を採用した県内医療機関等から高く評価

されている。 

    理学療法学科、作業療法学科の教育課程は、国家試験受験資格を取得する関係上、理

学療法士作業療法士養成施設指定規則との整合性を考慮したカリキュラムとなってお

り、専攻に関わる専門の学芸および幅広く知識・教養の教授に配慮したものとなってい

る。カリキュラム再編において、総合基礎教育科目、専門基礎科目、専門科目の配置を

変更し、1 学年の教育課程から理学療法、作業療法の専門科目を組み込んでいる。特に

1 年次、2 年次から早期に臨床現場を体験することが、再編前に比べ学生の専門科目へ
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の学習意欲を高める効果をもたらしている。また、高度で専門的な知識･技術の習得の

ために、分野ごとに講義、演習、実習の学習体系を整えて最新の知識技術を教授してい

る。これらのことは、基礎的知識の不足を実感する機会をあたえることにもなり、基礎

的科目の学習意欲を高めることにも効果をあげている。 

    以上のことより、大学の目的および教育目標を実現するために必要な授業科目を設定

するという到達目標にほぼ到達している。 

    ただし、授業科目の構成については、看護学科、理学療法学科において教育課程の一

部を改定しており、この結果の点検・評価を行う必要がある。 

 

（２）幅広い教養豊かな人間性の涵養を図り、保健医療の土台となる基礎的な知識、技術を探

求するための総合基礎科目及び専門基礎科目が設定されていることについて 

専門科目に対して、総合基礎教育科目（一般教養的授業科目、外国語科目）をさらに多

く配置したいという意見がある一方、指定規則との兼ね合いから、これ以上の数の科目の

配置は学生のゆとりを奪うことにつながる可能性もあり、総合基礎科目の量的配分はほぼ

バランスの取れた状態であり適切と考えられる。国家試験の比較的高い合格率から、専門

基礎科目の配分の適切性も認められると考えられる。外国語科目については、卒業研究で

英語文献を読みこむ力をつける学生もおり、一定の成果が現れている。基礎教育担当教員

会議が月 1 回のペースで定期的に開催され、基礎教育の目的と現状、ならびに 1 年生、2

年生の学習参加状況と達成度について活発に意見交換がなされ、基礎教育の改善を促進す

る工夫がなされている。 

   以上のことより、幅広い教養豊かな人間性の涵養を図り、保健医療の土台となる基礎的

な知識、技術を探求するための総合基礎科目及び専門基礎科目が設定されていることとい

う到達目標はほぼ達成されている。 

 

 （３） 専門的な学識と技術の体得に必要な専門科目が系統的に配置されていることについ

て 

    本学の教育理念・目的、各学科の理念・目的ならびに指定規則に従っており、専門的

な学識と技術の体得に必要な専門科目が系統的に配置されていることという到達目標

は達成されている。 

 

（４） 異なる分野の専門職が互いに連携・協働して患者に対処するチーム医療に関する態

度と能力を養うための科目が設定されていることについて 

     2 年次に 3 学科全員必修の「チーム医療論」の講義を設け、基礎教育担当教員、看護

学科教員、理学療法学科教員、作業療法学科教員各 1 名、計 4 名のティーチング・チー

ムを組織して教育内容を企画し、学外講師による講義や課題演習をも多く取り入れなが

ら授業を行っている。 

    異なる分野の専門職が互いに連携・協働して患者に対処するチーム医療に関する態度

と能力を養うための科目が設定されていることという到達目標は、概ね達成されている。 
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（５） 社会・臨床現場における多様な問題に対して解決が十分にできるように、情報リテ

ラシー、論理的思考力、科学的問題解決力を身につけるための科目を設定することにつ

いて 

     情報科学を配置することにより、パーソナルコンピュータに関連した情報リテラシー

を育成することができており、各種実習のレポート作成、卒業論文作成、パワーポイン

トを活用した発表技術の洗練の中にその成果の一端を確認している。統計学は基礎理論

から教授しており、論理的思考力の形成に役立っていることが卒業研究に表れたデータ

の統計処理や論理の進め方の中に認められる。また、看護研究・理学療法研究法・作業

療法研究法、ならびに卒業研究によって科学的問題解決力を身につけることができてお

り、卒業研究のいくつかが学会や学術雑誌に発表されてきているという事実によってそ

れが裏付けられる。 

    以上のことより、社会・臨床現場における多様な問題に対して解決が十分にできるよ

うに、情報リテラシー、論理的思考力、科学的問題解決力を身につけるための科目を設

定するという到達目標は達成されていると判断される。 

 

２．効果があがっている事項 

 （１）総合基礎教育 

総合基礎教育の教育課程では、「人間の理解」、「生命科学・健康の理解」、「社会・

環境の理解」、「文化・コミュニケーション」の 4 つの枞組みを基本として構成された

科目は予定通り教授している。特に、人の生命に関する倫理性を培うために重要な「生

命倫理学」については、環境ホルモンの影響、遺伝子治療、代理出産、臓器移植、尊厳

死などの内容を加え時代のニーズに柔軟に対応している。 

    国際コミュニケーションの手段となる英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、英語表現法Ⅰ、英語表現法Ⅱ、

医療英会話、および実践英語の成果は、学生が国際交流事業に参加したときにその一部

が検証されている。 

 

 （２）専門基礎科目 

    専門基礎科目では、従来山形大学医学部に非常勤講師として依頼していた生体形態学、

ならびに生体形態学実習について、2007 年度から常勤教員を確保して内容を強化、充

実している。 

   

 （３）臨床実習 

    医学系のカリキュラムにおける臨床実習に関して、看護学科では、2003 年度および

2004 年度に全教員参加の実習に関するワークショップを開催し、実習内容の共通理解

を図るとともに、全実習に共通する実習目的・目標の到達度の確認を行った。 

また、2006 年度の教育課程変更の際、実習についても学生の看護実践能力の向上と

ゆとりを持ったカリキュラムを目指し、 
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ア．成人看護学実習と老年看護学実習の分離。 

イ．卒業研究と切り離した総合看護学実習の創設。 

ウ．４年前期に集中していた実習を 3 年後期から開講し主体的に学習できる期間を

延長する。 

エ．老年看護学実習（旧・成人老年看護学実習）および助産学実習の開講時期を前

倒しする。などの改正を行い、より円滑な実習を実施できるようになった。この

改正に伴い、全実習に共通する目的・目標についても見直しを行なった。 

    理学療法学科の臨床実習は、臨床実習指導者会議等で慎重に連絡・調整され、概ね円

滑に実施されていると評価できる。 

作業療法学科の臨床実習についても、臨床実習指導者会議等で慎重に連絡・調整され、

概ね円滑に実施されていると評価できる。 

 

 （４）授業形態と卖位の関係 

    授業形態と卖位の関係に関しては、いずれも指定規則との関係上専門基礎科目と専門

科目の必修卖位数を多くせざるを得ない状況ではあるが、現在の設置されている科目と

履修形態から、卖位計算方法は妥当であり適切なものと評価できる。 

 

３．改善が必要な事項 

（１）授業科目の構成 

看護学科の教育課程については 2006 年度に一部変更を行っているが、その際は全て

の教員が参加し、2005 年以前の教育課程を見直し、教育理念と卒業時の到達目標と科

目の構成を検討した。この新教育課程が完成年度を迎えていないため、卒業時の到達目

標に対する評価を行う必要がある。 

理学療法学科の教育課程については、2004 年度改定の際、2000 年度大学開設時の教

育課程を見直し、教育理念と科目構成の合致を検討した。教育課程改定後の教育課程評

価はまだ実施していない。 

臨床実習においても、実践能力確保の観点から、教育課程と合わせ、その効果を検証

するほか、一層の充実・強化に努めていく必要がある。 

 

 （２）卖位互換、卖位認定 

    卖位互換に関しては、本学には総合基礎科目の数に比較して専門科目の数が多く、さ

らにそのほとんどが必修科目であるという状況の一方で、他大学の設定した卖位互換対

象科目には総合基礎科目が多いために、受講希望科目の選択が限られてしまい、現実的

には卖位互換希望者の希望通りには実施しにくい状態である。 

 

 （３）カリキュラムと国家試験 

    カリキュラムと国家試験に関しては、看護学科の 2007 年度の国家試験合格率は 100 %

であり、系統的できめ細かな学生指導と、学生の学年間を超えた主体的な活動が功を奏
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していると思われたが、2008 年度には看護師国家試験合格率 98％、保健師国家試験合

格率 90％、助産師国家試験合格率 100％となり、予断を許さない状況となった。 

    理学療法学科の 2007 年度の国家試験合格率は 100 %であり、3 年次からの計 14 回の

模擬試験を行ったことが積極的な学習の取り組みとなり、また個々の学生に合わせたき

め細かな指導が功を奏して 100 %の合格率につながったと評価されたが、2008 年度に

は 95.2％となり、改善を考慮に入れる必要性が出てきた。 

作業療法学科については、2007 年度の国家試験合格率は 94.4％であり、計 6 回の模

擬試験による学習の動機付けと、個々の学生に合わせた細やかな指導が影響を及ぼして

いたと考えられたが、2008 年度には 81％となり、大幅な改善を考慮する必要性が出て

きた。 

 

（４）社会人等への教育上の配慮 

    社会人学生への教育上の配慮については、国家試験受験資格を得るための指定規則に

関連した教育課程であるため、社会人が職業を持ちながら必要な科目を履修することは

今後とも困難であると考えられる。しかし、社会人が職を辞して入学してくるケースが

今後増加することも考えられることから、既修得卖位の認定や学生集団の中でのアイデ

ンティティ形成の支援などを通して、学科環境への適応を促進する必要がある。 

    外国人留学生、帰国生徒は現在どちらも在籍してはいないが、将来を見通し、日本語

教育プログラムの想定など、支援策を検討しておく必要がある。 

 

第４ 改善方策 

１．長所の伸張方法 

人の生命に関する倫理性を培うために重要な「生命倫理学」については、環境ホルモン

の影響、遺伝子治療、代理出産、臓器移植、尊厳死などの内容に、万能細胞に関する内容

を加えることも検討し時代のニーズに対応していく。「チーム医療」については、近年の

大規模災害対応の意識の高まりにあわせて、災害時医療やトリアージに関する内容を盛り

込むことも検討する。 

   カリキュラムにおける高・大の接続に関連して、「自然科学」および「自然科学演習」

は１年生にとって、その後に続く専門基礎科目、専門科目の理解に大きな効果をみせてい

ることから、今後も継続していく。「情報科学」は１年生の全員が履修することを継続す

る。 

   医学系のカリキュラムにおける臨床実習に関して、看護学科の臨地実習、理学療法学

科・作業療法学科の臨床実習は、臨地実習・臨床実習指導者会議等で慎重に連絡・調整さ

れ概ね円滑に実施されており、これを継続する。 
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２．問題点の改善方法 

（１）授業科目の構成 

  ① 看護学科 

     看護学科では、2009 年 4 月からの保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正に

向けて、現在、全教員で現行教育課程と改正指定規則の整合性を現在確認している。

看護学科では従前から実習施設との綿密な連携の下、今回の指定規則改正のポイント

である学生の看護実践能力の強化に取り組んできたところであり、今後、一層の改善

を目指し、2008 年度中には現行教育課程を必要に応じて見直していく。また、現在

全国的に議論や提言がなされている看護専門職の教育の制度と内容の検討をふまえ、

それらとの整合性を図っていく。 

さらに、2007 年 4 月に出された「看護基礎教育の充実に関する検討会報告書」に

沿って、現在の教育課程の評価を開始していく。 

 

② 理学療法学科 

理学療法学科では、理学療法士・作業療法士養成施設指定規則の改定に即時対応で

きるように、現行教育課程（2005 年度カリキュラム改定済み）と今後の指定規則改

正のポイントとなる地域リハビリテーションやスポーツリハビリテーションの授業

科目との整合性を現在確認している。本学科では、従前から地域リハビリテーション

に対応するため、地域の介護老人保健施設等と密に連携し、2008 年度以降に考えら

れている指定規則改正のポイントになる地域リハビリテーションの実践能力強化に

取り組んできており、この方向性を維持していく。 

 

③ 作業療法学科 

作業療法学科では、新カリキュラム後の完成年度を迎えていないため、カリキュラ

ム改定後の教育課程評価はまだ実施していないが、2008 年度以降理学療法士作業療

法士養成施設指定規則の改定が見込まれており、その際には、学生の主体的な学習を

促進するため、専門基礎科目と専門科目の系統的な教育内容や、障がい領域間の系統

的な教育内容の検討、教育課程の見直しを行うこととしている。 

 

 （２）授業科目の年次配分 

科目配分の点では、1 年次から専門基礎科目、専門科目を取り入れてきているが、さ

らに全体的に年次ごとの負担を平均化し、各年次別に適切に授業時間の量的配分ができ

るのか否かを継続的に見直していく。 

  

 （３）カリキュラムと国家試験 

    国家試験合格率改善については、2008 年度当初における現状分析と対策検討の結果、

模擬試験の充実や学生指導の強化を柱とする改善方策を学科卖位で樹立し実行してい

る。この成果をみて、2009 年度に再度、対応を検討することとしている。 
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 （４）臨床実習 

    医学系のカリキュラムにおける臨床実習について、看護学科では 2006 年度に、1)成

人看護学実習と老年看護学実習の分離、2)卒業研究と切り離した総合看護学実習の創設、

3)４年前期に集中していた実習を 3 年後期から開講し主体的に学習できる期間を延長す

る、4)老年看護学実習（旧・成人老年看護学実習）および助産学実習の開講時期を前倒

しするなどの方針で教育課程を改正し、一定の効果もみられてきているが、2009 年度

に改正カリキュラムで学んだ学生が卒業年度を迎えることから、2010 年度に効果の検

証を行う。理学療法学科では 2004 年度に教育課程を改定したが、改定後の完成年度を

2007 年度に迎えたことから、教育課程改定後の評価を 2008 年度に実施する。 

    看護学科の現行教育課程の実習と改正教育課程の実習が重なり合う 2008 年度に関し

て、実習施設への周知徹底を図り協力を依頼しているが、実習の質を確保するために一

層の連携を行う。なお、上述の指定規則改正に伴い、必要に応じて実習科目の見直しを

2008 年度中に行う。 

    今後も実習施設との密接な協力体制を構築していくために、現行の打合せの充実はも

ちろん、実習施設職員と教員の共同ワークショップ等の活動を推進する必要がある。臨

床教授の導入等の体制について、2009 年度に向け整備していく。 

    理学療法学科・作業療法学科の臨床実習は概ね円滑に進められている状況であるが、

より臨床実習の効果をあげるために、客観的臨床能力試験（Objective Structured 

Clinical Examination、OSCE）等の導入を 2008 年度中に検討する。また、より実習

の質を確保するために実習施設との一層の連携が重要であり、隣接する県立中央病院の

理学療法部門・作業療法部門との連携を強化する。 

 

 （５）卖位互換 

    卖位互換は、今後も「大学コンソーシアムやまがた」をとおして実施していくことと

するが、本学の専門科目に相当する科目が、他大学で選択対象科目として設定されれば

積極的に活用することができると思われので、その働きかけを続行していく。 

 

 （６）社会人等への教育上の配慮 

    社会人が職を辞して入学してくるケースについて、既修得卖位の認定や学生集団の中

でのアイデンティティ形成などの支援のために、入学時ならびに随時個別面接を実施す

る。編入学生の臨地実習の時期と総合基礎科目や専門基礎科目の授業時期が重ならない

ように、次年度の授業計画を作成する際にスケジュールの調整を行う。外国人留学生、

帰国生徒の入学を見通し、日本語教育プログラムの想定などの支援策を 2010 年までに

検討する。 
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（２）教育方法等 

 

第１ 到達目標 

  教育方法に関する到達目標を次のように置く。 

・学生の主体的な学習を支援するために、授業科目の目的や内容をあらかじめ把握する

ことができるようにするとともに、履修説明会や上級生による履修アドバイスを実施

する。 

・成績不良による留年者、退学者を限りなくゼロに近づけるよう、全教員で情報を共有

し、個別面談・三者面談・個別指導等のきめ細やかな指導を実施する。 

・教員の教育能力の向上のため、全授業について授業改善調査を用いて学生による授業

評価を行い、結果を教員にフィードバックし、学生に公表するとともに、教員が公開

授業と授業検討会を実施するなどの主体的な教員研修を実施する。 

 

第２ 現状の説明 

１．教育効果の測定 

   教育内容の周知を図るために、学修案内を作成し、年度当初に全学生に配布している。

この内容は、科目名、対象学科、学年、必修・選択の別、開講時期、卖位数、および担当

教員と、開講日時とその内容が記載されている。さらに、履修上の注意、教科書、参考図

書、成績評価の方針、学生へのメッセージなどの記載欄があり、担当教員からの必要事項

が記載されている。これにより、学生は予めその授業内容を把握することができる。教員

にも配布され、担当科目以外の科目内容とその進捗状況を理解することに有益となってい

る。教育上の効果を測定するための方法としては、各科目で設定した成績評価方法を用い

ており、出席状況と受講態度、試験の結果、記録報告書、実習態度等について確認する形

で行われている。 

   卒業生の進路状況および進路指導については、３学科の学科長、各学科の教員代表およ

び教務学生課の事務職員の構成で「就職（進学）連絡対策会議」を行っている。学外講師

による「マナーアップセミナー」、本学学長による「就職試験面接研修会」および県内保

健・医療・福祉施設人事担当者による「就職ガイダンス」を教務学生委員会とこの会議が

中心になり企画運営している。2006、2007 年度、2008 年度は、入学直後の 4 月のオリエ

ンテーション時期に「マナー教室」を 1～3 年生を対象に実施、4 年生には「就職マナー

アップセミナー」を開催した。本学は、教職員約 70 名、学生約 400 名の小さな大学であ

るため、全員の名前と顔がわかる程度の規模である。それだけにフェイス・ツー・フェイ

スの教育ができ、教員は教育に熱心で、職員は学生の学習や生活について親身に考えてい

る。 

 

２．成績評価法 

   厳格な成績評価を行うために、学生の学修の評価にあたっては、定期試験、平素のレポ

ート成績、授業態度、授業出席状況等を総合して以下の規準により行うことが山形県立保
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健医療大学履修規程で定められている。成績評価基準は、A：80 点以上 100 点まで、B：

70 点以上 80 点未満、C：60 点以上 70 点未満、D：60 点未満となっている。定期試験又

は追試験において不合格になった者に対して、学長は、教育上必要があると認める場合は、

1 回を限度として再試験を受験させることができる。追試験は、病気その他やむを得ない

理由により、定期試験又は追試験を受けることができなかった者に対して行うことができ

るとされている。 

   履修科目登録に際し、その上限は設定していない。理由として、指定規則で科目配置が

決められ、必修科目も多いために、現実的、物理的に多数の選択科目を履修することが困

難な状況にあるためである。 

各年次の学生の質を検証・確保するための方途として、各年次毎に個々の学生の成績を

一覧しながら厳格な進級判定会議を実施している。進級は必修科目のすべてに合格してい

ることが条件であるが、不合格の必修科目が１科目である場合は、各学科で協議して仮進

級させることができる。仮進級した学生は進級学年の科目を履修しながら不合格となった

前学年の科目を履修する。 

   卒業時の学生の質を検証・確保するための方途として、本学では卒業判定にあたって卒

業認定試験を実施してはいないが、卒業を認めることは看護師、保健師、助産師、理学療

法士、作業療法士の国家試験の受験資格を与えることであるので、国家試験合格が実質的

に卒業時の学生の質を検証・確保する手段であると考えている。それゆえ、教員は日ごろ

の講義、演習、実習および模擬試験などを通して学生の質を確立するために全力で指導に

当たっている。 

 

３．履修指導 

   本学では、新入生および各学年に対しては、主体的に学習に取り組ませるために、入学

直後のオリエンテーション時に学生便覧および学修案内を配布し、それに基づき授業科目

の内容や登録方法などについて詳細で丁寧な説明を行いながら履修指導を実施している。 

   各学科でも、毎年度、新学期に教務学生委員会委員を中心に学生全員を対象とした教育

課程のオリエンテーションを行っている。進級制度をとり、毎年度末に進級判定を行って

いるため、指導の必要な学生には適宜個別指導を実施している。全教員がかかわる学生支

援体制を設け、学生が相談しやすい体制を整えているが、さらに各学科の各学年に学年担

任教員 2～4 名を設け、年間を通して個別に履修登録に関する相談・指導を行っている。

また、新入生オリエンテーション宿泊研修においても、自治会役員を中心とした上級生に

ゲストとして参加してもらい、新入生に対する具体的な履修アドバイスを長時間にわたっ

て実施してもらっている。 

   なお、オフィスアワー設定は、教員個人のレベルで取り入れている者もいるが、全学と

して制度化するまでには至っていない。 

   留年者に対する教育上の措置について、看護学科では留年者は 2004 年度から 2008 年

度までの間に 17 名（1.5％）である。留年者および仮進級者が適切に履修できるよう、必

要に応じて頻回な個別指導を行なっている。個別指導にあたっては、留年および仮進級の
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理由（成績、健康上の課題、進路の悩み等）に対応するように配慮している。個別指導に

は必ず複数の教員で対応し、指導の徹底を図るとともに、留年者および仮進級者の欠席等

の情報が教務学生委員会委員に集約できるよう、全教員と教務学生課の協力を得ている。

現在、複数の教育課程が同時進行しているため、学生の不利益にならないようカリキュラ

ム対応に万全を期している。理学療法学科では留年者は 2004 年度から 2008 年度までの

間に 4 名（0.9％）である。作業療法学科では留年者は 2004 年度から 2008 年度までの間

に 8 名（1.9％）である。留年者や仮進級者に対しては、未認定科目の再履修とともに、

担任および学科長が定期的に面接・指導を行っている。専門科目については、合格してい

る科目であっても、勉強のため担任と相談しながら再履修し、試験も受けさせることで、

学力不足に陥ったり学習意欲が低下したりしないよう配慮している。 

 

４．教育改善への組織的な取り組み 

   学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み

（FD）として、毎年 FD 研修会やワークショップを開催している。第 1 回は 2005 年 7 月

に、河合塾講師安藤紀典氏による講演「小論文を語る」。同年 11 月に FD ワークショッ

プを開催し、岩手医科大学黒沢教授の基調講演「医系大学における一般教育の役割～「文

学」「日本語表現論」の授業を通して」と、本学教員および非常勤講師による討論「医療

系大学において一般教育がめざすもの～なにをめざして、どのような科目（素材）を、ど

のように教えるか」を行った。以後毎年 1～2 回の研修会および講演会を継続開催してい

る。 

文部科学省の 2004 年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）」に、国

立大学法人山形大学を中心とする山形県内の 3 大学・3 短期大学（山形大学、東北公益文

科大学、本学、山形県立米沢女子短期大学、山形短期大学、羽陽学園短期大学）が共同し

て FD を通じて各大学の教育力向上を図る試み「地域ネットワーク FDò樹氷ó」が採択さ

れた。この事業の中で学生と教員による授業改善アンケート、公開授業および公開検討会、

FD ワークショップ、大学生 FD 会議モニター、遠隔授業（e-ラ－ニング）、先進大学等

実地調査、合同 FD 研修会、ò樹氷óシンポジウム、FD 研究年報の発行などを行ってきた。 

   授業科目のシラバスは、年度当初に配布する「学修案内」として学生全員に配布し、内

容について周知を図り学生の学習に供している。これは、学生が当該科目の内容を予め把

握して授業に臨み学習効果を揚げるための指針として有用となり、すべての学生により活

用されている。 

学生の授業評価は、「地域ネットワーク FD ò樹氷ó」が組織化される前までは、教員が

個人的に行っていた例もあるが、「樹氷」の事業として組織的にアンケートによる評価が

なされるようになった。当初は、非常勤講師を除く総合基礎科目、専門基礎科目を対象に

行っていたが、2006 年度からは非常勤講師の科目および専門科目も対象として行われて

いる。アンケートの実施方法は、最終講義時に教員がアンケート用紙を学生に配布し、学

生は、無記名で後日事務室前のアンケート回収箱に投かんすることとしている。集計の結
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果は全学生および教員に学内掲示、学内ネット配信されている。客観的数字による総合評

価の他に、用紙裏面の自由記載は担当教員にフィードバックされている。 

   学習支援アドバイザー制度はないが、教務学生委員会委員や学年担当教員が個々に指導

を行っている。 

   科目履修生制度、聴講生制度はいずれも体制としては学内規程の中に定められてはいる

が、これまでに利用者はない。 

 

５．授業形態と授業方法の関係 

   講義主体の授業のためには、講堂および第 1～3 講義室に PC、VTR、DVD、OHC 等多

様なメディアを活用した講義のためにプロジェクタ、スクリーンが設置され、それ以外の

講義室でも移動型プロジェクタを利用できるようにスクリーンが設置されている。また、

尐人数の授業では、その内容の特性に応じ、グループ研究や発表に小講義室が有効に使用

されている。演習が主な授業は、内容に応じて各学科が独自の演習室において実施してい

る。これらの尐人数の授業のためにも移動式プロジェクタと移動式スクリーンが必要に応

じて活用されている。 

   看護学科では、最大でも 60 人強の学生対して教育を実施している。演習時は、学生 2

人に 1 台のベッドを使用することも可能な授業環境である。実践の科学である看護学の特

性から、看護専門科目の授業形態は原則として講義－演習－実習で体系化している。また、

学生が領域を選択する看護学ゼミナールを開設し、主体的に学ぶ態度の涵養を図っている。

理学療法学科、作業療法学科では、それぞれ 1 学年 20 人の尐人数制教育を実施している。

理学療法技術、作業療法技術を習得し，実践することができるようになるために，看護学

科同様，授業形態は原則として講義－演習－実習で体系化している。 

   授業方法としては、通常の講義であっても尐人数のグループ学習や AV 機器を自由に用

いることで、自発性や理解を深める方法を探っている。演習においては、看護学科、理学

療法学科、作業療法学科ともに十分な数の演習室と設備が確保されており、必要に応じて

複数の教員による細かい実技指導を実施している。また、模擬的な対象者を設定し現実的

な演習を行いその結果を発表するなどの学生主体の演習形式も採用し、学生同士でフィー

ドバックを行ったり教員がスーパービジョンを行ったりしている。看護学科臨地実習では、

県立中央病院において実習グループごとに実習指導者から詳細な指導を受けている。理学

療法学科・作業療法学科臨床実習でも、原則として各施設に 1 名の学生を配置し、臨床の

場で実習指導者から直接的な指導を受けている。 

   遠隔授業については、大学コンソーシアムやまがたの事業の中で、各大学からの発信に

よる e-ラーニングの試みがなされている。 
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第３ 点検・評価 

１．目標の達成度 

 （１）学生の主体的な学習を支援するために、授業科目の目的や内容をあらかじめ把握する

ことができるようにするとともに、履修説明会や上級生による履修アドバイスを実施す

ることについて 

    授業科目の内容を詳細に記載した学修案内を年度当初に学生全員に配布し、授業内容

について周知を図っている。また、教務学生課においても授業内容や登録方法などにつ

いて詳細で丁寧な説明会を開くとともに、各学科においても毎年度、新学期に教務学生

委員会委員を中心に学生全員を対象とした教育課程のオリエンテーションを行ってい

る。さらに、新入生オリエンテーション宿泊研修においても、自治会役員を中心とした

上級生をゲストとして参加させ、新入生に対する具体的な履修アドバイスを実施してい

る。 

    以上のことより、学生の主体的な学習を支援するために、授業科目の目的や内容をあ

らかじめ把握することができるようにするとともに、履修説明会や上級生による履修ア

ドバイスを実施するという到達目標は達成されている。 

 

 （２）成績不良による留年者、退学者を限りなくゼロに近づけるよう、全教員で情報を共有

し、個別面談・三者面談・個別指導等のきめ細やかな指導を実施することについて 

    看護学科、理学療法学科、作業療法学科ともに学科あたりの留年者は年平均 1～2 名

（2～10％）となっている。これらの約半数は、健康上の理由、他の半数は成績不良且

つ進路上の悩みによるものであった。さらに、成績不良や進路上の悩みには、医療専門

職になるという個人的動機そのものの不安定さが関連していることもある。留年者およ

び仮進級者に対しては、学科長、学年担任教員が個別面談を頻回に行い、必要に応じて

三者面談をも行い、レポート課題などを通してその理由を学科全教員で情報を共有し、

学年担任教員などによる個別指導を行っている。 

    以上のことから、成績不良による留年者、退学者を限りなくゼロに近づけるよう、全

教員で情報を共有し、個別面談・三者面談・個別指導等のきめ細やかな指導を実施する

という到達目標は概ね達成されていると考えられる。 

 

 （３）教員の教育能力の向上のため、全授業について授業改善調査を用いて学生による授業

評価を行い、結果を教員にフィードバックし、学生に公表するとともに、教員が公開授

業と授業検討会を実施するなどの主体的な教員研修が実施されていることについて 

    学生の授業評価については、現在「地域ネットワークFD ò樹氷ó」の事業として県内

6 大学が組織的に実施している授業評価アンケートのフォーマットを用いて、常勤講師、

非常勤講師を問わず、総合基礎科目、専門基礎科目、および専門科目を対象に行ってい

る。集計の結果は全学生および教員に向け学内掲示と学内ネット配信がなされている。

数字による総合評価の他に用紙裏面の自由記載も担当教員にフィードバックされる。 
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    研究授業と授業検討会は、「地域ネットワーク FDò樹氷ó」の一環として、ネットワ

ークのメンバーにのみ公開される形で実施されたが、今後は多くの教員が公開研究授業

と授業検討会を実施するよう計画する必要がある。 

    以上のことから、教員の教育能力の向上のため、全授業について県内 6 大学統一フォ

ーマットの授業改善調査を用いて学生による授業評価を行い、結果を教員にフィードバ

ックし、学生に公表するという到達目標は達成されているが、教員が公開授業と授業検

討会を実施するなどの主体的な教員研修が実施されていることという到達目標は達成

されていない。 

 

２．効果があがっている事項 

（１）教育効果の測定 

    教育効果の測定については、３学科が各々の学生支援体制の中で学生の状況を常に把

握して、対応を協議している。教育課程に基づく教育に加えて、学長による就職試験・

就職面接に関する講話、教員による就職先病院等の紹介、事務職員による模擬面接、学

外講師によるセミナー、県内の病院・施設の人事担当者を招いての就職相談会、国家試

験模擬試験費用の援助などをも実施している。これらの効果は過去の就職および大学院

進学状況、特に極めて高い就職者数・就職率にも表れている（表 3－9）。 

 

 （２）成績評価 

    成績評価は山形県立保健医療大学履修規程で定めた方法で行われ、適切に実施されて

いる。学年次、卒業時の学生の質の検証も、各学科会議で全科目担当者（非常勤講師を

除く）により進級判定、卒業判定が厳格に行われており、そのシステムは有効に機能し

ている。 

 

 （３）授業形態と授業方法 

    授業形態と授業方法の関係に関して、看護学科では 2006 年度の教育課程の変更に伴

い、看護の実践能力の向上を目指して演習科目を強化した。理学療法学科では、2004

年に施行した理学療法士教員による講義形式の授業を対象にしたアンケート調査では、

すべての教員が全授業または一部の授業で AV 機器を使用しており、また、多くの教員

がグループ学習や小テストを導入することで、学生の理解度の向上に取り組んでいる。

演習に関しては、学生との接触の機会を増やしたり、学生主体型の授業などを取り入れ

たりする工夫がなされている。作業療法学科では、2005 年度のカリキュラム変更に伴

い、学生と臨床場面での対象者の接する機会をできる限り多くできるように各領域の演

習時間で「学外実習の導入」を積極的に行ってきてその学習効果を上げてきている。 

 

    表３－９ 就職および大学院進学状況 

学   

部 
進   路 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 
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保健医療

学部 

  

  

  

就職 

民間企業 35 72 60 64 

官公庁 47 25 35 34 

教員 0 0 0 0 

上記以外 0 0 0 1 

進学 
自大学院 0 2 6 2 

他大学院 2 4 2 0 

  そ  の  他 1 5 0 1 

  合    計 85 108 103 102 

うち就職希望者数 83 97 95 99 

就職希望者の就職率 98％ 100％ 100％ 100％ 

 

 

３．改善が必要な事項 

（１）履修指導 

    留年者に対しては、学科長、学年担任教員が個別面談を頻回に行い、必要に応じて三

者面談も行い、学科全教員で情報を共有し、学年担任教員などによる個別指導を行うな

どの最大限の努力はなされているものの、留年者を減らすための更なる改善策を考慮す

る必要がある。 

 

 （２）教育改善への組織的な取組 

    教育改善への組織的な取り組みに関して、「地域ネットワーク FD“樹氷”」による

授業評価アンケートを活用してきたが、これは基本的に一般教養科目を対象として作成

されたものであるため、専門教育と臨床実習の評価のために利用するには不十分である

ことが指摘されている。 

    また、教員の教育能力向上のための研修については、公開授業と授業検討会等への参

加が一部の教員に限られており、教員の主体的取組に不十分なところがある。 

 

第４ 改善方策 

１．長所の伸張方法 

   教育効果の測定に関しては、就職率・進学率を活用しているが、今後大学全体として、

その他の教育効果測定システムを検討し、その有効性を検証する。卒業生の進路について

は、その指導について現在の方法を継続維持しながら、社会の要請に応えるべくさらに充

実させて行く。 

   授業形態と授業方法の関係に関して、看護学科は、今後も一層、講義－演習－実習の体

系化が進むように、毎年の教育内容の点検評価を行う。理学療法学科、作業療法学科では、

卒業後の医療関係への就職ならびに臨床実習への対応を考え、問題解決型の授業や学生主

体型の授業をさらに増やす。また、学内授業と臨床実習における指導の一貫性を確保する

ため、2007 年度に「臨床実習指導の手引き」を更新したが、今後、学生による授業評価
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を学内だけではなく実習指導者に対しても実施し、実習施設にフィードバックしていく必

要性がある。 

e-ラーニングについては、山形大学からの発信による本学での受信テストおよび本学か

らの発信テストが行われ、いずれも問題なく実施できる状態であることが確認されている。

今後このシステムを利用しての遠隔授業についても本格実施に向けて、授業科目の多様化

を山形大学に働きかけていく。 

 

２．問題点の改善方法 

（１）履修指導 

    尐人数の大学であるため、学生が問題を抱えた場合でも教員に容易に相談できる現状

ではあるが、学生が更に教員を身近に感じ相談する頻度を高めるために、オフィスアワ

ー制度を 2009 年度から設けるための準備を進める。進路上の悩み、健康上の理由、成

績不良等による留年者および仮進級者については、極力退学することなく学業をまっと

うできるように、学科全教員で情報を共有するとともに、学科長、学年担任教員が個別

面談・個別指導を頻回に行うなど、きめ細やかな指導を継続していく。 

  

 （２）教育改善への組織的な取組 

    学生の学習の活性化と教員に教育指導方法の改善を促す組織的な取り組みとして、学

生による授業評価アンケートの項目を、専門教育と臨床実習の評価にも活用できるよう

改善するほか、教員の公開授業・授業検討会や講習会への積極的参加を促すことを始め

とする改善方策について、教員の組織的な研修、学生に対する成績評価管理、教員に対

する教育指導評価等多方面から、2008 年度と 2009 年度に体系的に検討し直し、継続的

な検証を加えながら 2008 年度から順次強化していく。 

 

 

（３）国内外との教育研究交流 

 

第１ 到達目標 

  国内外との教育研究交流の到達目標を、つぎのように置く。 

・海外の大学と国際交流協定を結び、学生を派遣して専門科目の教育を受け、医療施設

等を視察し、先進的な研究に接する機会を設ける。 

・ 海外の大学の研究者を本学に招聘し、その講義等を通して多くの学生が世界最高水

準の専門情報を習得する。 

・ 海外の大学から学生を招き、本学の講義や演習を受講させるとともに本学学生宅に

ホームステイをさせて交流を図ることで、本学学生の国際コミュニケーション能力を

高める。 
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第２ 現状の説明 

国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針は、学生が海外の大学で専門科目の教

育を受け、医療施設等を視察し、世界最高水準の研究・専門情報に接する機会を設けるとと

もに、国際コミュニケーション能力を高めることである。 

それを実現するために、看護学科および理学療法学科は米国コロラド大学、作業療法学科

はコロラド州立大学とそれぞれ姉妹校締結を結び、毎年各学科の 3 年生が 9 月に約１週間現

地を訪問し、学生および教員と交流している。この訪問に各学科の教員数名も同行し、学生

を補佐・指導すると共に現地の教員と研究交流を行っている。また、両大学から教員が来学

し、本学学生に講義を行っている。理学療法学科ではコロラド大学の教員の講義を県内の理

学療法学士に公開している。作業療法学科では、交流協定を締結しているコロラド州立大学

作業療法学科の教員を招聘して 3 年次後期必修科目「作業療法国際比較論」の講義を行って

いる。そして、これらの講義の一部を県内外の関連専門職種に公開講座として広く提供して

いる。コロラド州立大学からは 3 月に教員と共に学生も来学し交流を深めている。 

このほか、上記以外の大学を含めた外国の大学の教員を毎年招聘し、学生、教員に講義し

ている。（表 3－10） 

 

表３－１０ 招聘教授による講義 

所属・職名 氏名 講義内容 講義の時期 

コロラド大学 

看護学部副部長 
Kathy Magily 

コロラド大学健康科学センターにおける看

護教育 
2002 年 6 月 

コロラド州立大学 

作業療法学科副学科長 
Cathy Schelly 米国における作業療法の現状 2003 年 3 月 

コロラド大学 

理学療法学科助教授 

Chery 

Riegger-Krugh 

変形性膝関節症の理学療法及び動物に対す

るリハビリテーション 
2003 年 5 月 

コロラド州立大学 

作業療法学科教授 
Patricia Davies 作業療法と EBM 2004 年 3 月 

ロンドン王立大学 

名誉上級講師 
John E Nixon 

英国における理学療法士の教育とその役割

について 
2004 年 5 月 

コロラド州立大学 

作業療法学科教授 
Karen C.Spencer 

米国における学校教育での作業療法につい

て 
2005 年 3 月 

英国リーズ大学教授 
Robert 

A.Dickson 
脊椎外傷の分類とその治療について 2005 年 4 月 

コロラド大学 

理学療法学科講師 

Jennifer Weis  

Rodoriguez 

標準化された患者と我々の新しい社会のボ

ランティアプログラム利用について 
2005 年 4 月 

フィンランド 

セイナヨキポリテクニッ

ク 

Helli Kitinoja 
フィンランドにおける高齢者のヘルスマネ

ージメントと包括サービスについて 

2005 年 10

月 

コロラド大学 

看護学部副学部長 
Kathy Magily 

質的研究：エスノグラフィーの理論と研究

の実際 

2005 年 10

月 

コロラド大学 

看護学部学部長 

Patoriciza 

Moritz 

証拠に基づいた研究、技術と実践：シナジ

ー 

2005 年 10

月 

コロラド州立大学 

作業療法学科准教授 
Karen Atler 作業と作業療法 2006 年 3 月 
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コロラド大学 

理学療法学科学科長 

Magaret 

Schenkman 
パーキンソン病の理学療法 2006 年 4 月 

コロラド州立大学 

作業療法学科准教授 
David Green 作業療法における運動学 2007 年 3 月 

コロラド州立大学 

作業療法学科臨床教授 
Nancy E krusen 精神疾患を持つ者への作業療法 2008 年 3 月 

 

 

第３ 点検・評価 

１．目標の達成度 

 （１）海外の大学と国際交流協定を結び、学生を派遣して専門科目の教育を受け、医療施設

等を視察し、先進的な研究に接する機会を設けることについて 

    各学科では、2000 年度４年制大学開学前の山形県立保健医療短期大学当時から米国

コロラド大学、コロラド州立大学との国際交流が続いており、さらに４年制大学開学直

後にそれらの大学と正式に国際交流協定を結び、学生が実際に渡米し、語学研修プログ

ラムへの参加、専門科目の講義聴講や保健医療施設の視察などを通して、学生が先進的

な研究に触れるとともに国際的視野を広げるきっかけとなっている。参加学生のアンケ

ートでは参加した学生全員から良好な回答を得ており、国際的視野をもった医療人とし

ての自覚の形成に大きく寄与している。以上のことから、海外の大学と国際交流協定を

結び、学生を派遣して専門科目の教育を受け、医療施設等を視察し、先進的な研究に接

する機会を設けるという到達目標は達成されている。 

 

 （２）海外の大学の研究者を本学に招聘し、その講義等を通して多くの学生が世界最高水準

の専門情報を習得することについて 

    交流先の海外の大学の研究者を毎年、国際交流委員が中心となって各学科全教員で受

け入れ事業を行い、本学学生がその優れた講義を聴講することができている。海外の研

究者による公開講座も開催し、学生のみならず、県内外関連団体（山形県作業療法士会、

日本作業療法士協会、山形県理学療法士会、山形県看護協会）の事務局と連携して、卒

業生や地域の専門職の人々も広く聴講できるような体制を整えている。以上のことから、

海外の大学の研究者を本学に招聘し、その講義等を通して多くの学生が世界最高水準の

専門情報を習得するという到達目標は達成できている。 

 

 （３）海外の大学から学生を招き、本学の講義や演習を受講させるとともに本学学生宅にホ

ームステイをさせて交流を図ることで、本学学生の国際コミュニケーション能力を高め

ることについて 

    これまでに海外の大学から学生を招いた事例は、作業療法学科において 2 ヵ年にわた

ってみられる。その際は、本学の講義を受講させ本学学生宅にホームステイをさせるこ

とができた。このように、到達目標に近い事例を経験してはいるが、まだ全学的ではな

く期間も短く、継続していないことから、到達目標を達成されていない。 
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２．効果があがっている項目 

   米国コロラド大学、コロラド州立大学との間に国際交流協定を結び、学生が渡米し、語

学研修プログラム、専門科目の講義、保健医療施設の視察などに参加していること、また、

交流先の海外の大学の研究者を毎年短期で受け入れ、本学学生が優れた講義を聴講してい

ること、さらに、海外の大学から学生を招き、本学の講義を受講させ本学学生宅にホーム

ステイをさせることが実現している。 

 

３．改善が必要な項目 

   米国コロラド大学、コロラド州立大学での研修に参加する学生数は年度によって異なる

が、まだ対象学年の 20～30％程度の参加率であるため、参加する学生の数を増加させる

ことが必要である。交流先の海外の大学の研究者を 10 日間程度の短期で受け入れている

が、半年や 1 年といった比較的長期間にわたる受け入れを行い、共同研究が実施できるよ

うにする必要がある。 

 

第４ 改善方策 

１．長所の伸張方法 

2005 年度にコロラド大学（看護学科、理学療法学科）、2006 年度にコロラド州立大学

（作業療法学科）との国際交流協定更新を終えさらに 5 年間の交流が継続されている。長

所を伸張するには、今後もその国際交流協定を維持し、より多くの学生が渡米し、語学研

修プログラム、専門科目の講義、保健医療施設の視察などに参加すること、また、より多

くの海外の研究者を受け入れ、本学学生がさらに優れた講義を聴講できるようにする。 

 

２．問題点の改善方法 

   米国コロラド大学、コロラド州立大学での研修に参加する学生数の増加を目指す。その

ために、入学前後からの国際交流に関する情報提供、学生の動機付け、保護者への働きか

けを促進する。 

   海外大学の研究者の長期受け入れについては、法人化後に、大学独自で教員の雇用条件

を柔軟に設定することが可能になるので、半年卖位の雇用を計画する。 

 

 

（４）通信制大学等 

本学は通信制の大学・学部を設けていない。 
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２．大学院における修士課程の教育内容・方法 

（１）教育課程等 

 

第１ 到達目標 

   教育課程に関しては、高齢社会・尐子社会・国際化のニーズに応えうる看護学、理学療法

学、作業療法学に関する的確な研究能力の涵養と最新の知見を教授することを目標とし、以

下の方針で編成する。 

   ・ 国際性のある視野の広い実践者、教育者および研究者を養成するために、先進国の

優れた教育、研究の成果を積極的に導入する。 

   ・ 既成概念にとらわれない創造性豊かな発想や、専門性の発展にむけて自律的に行動

できる能力をもった職業人を育成できるような教育研究を行う。 

   ・さまざまな教育の背景をもつ学生に資するため、また、地域の保健医療においてチー

ム医療の指導的役割を担える幅広い視野に立てる人材を育成するために、授業科目の

構成、内容について配慮のある教育課程を編成する。 

 

 【各分野における教育理念・教育課程の到達目標】 

   各分野とも学校教育法第６５条第１項、大学院設置基準第３条第１項の目的に合致する

ように考慮して教育課程を編成する。 

  （１） 看護学分野 

      看護学分野は、基礎看護学、母性看護学、地域・高齢者看護学の３領域を編成し、

批判的思考、倫理的自覚、臨床実践力、看護学理論と幅広い見識を獲得することを

教育目標として教育課程を編成する。 

また、看護学の実証的研究を行い、看護実践の知識を深化させ、質の高い看護支援

技術の開発能力を高めることによって、高度の看護専門職を育成することを目標と

して教育課程を編成する。 

 

  （２） 理学療法学分野 

理学療法学分野では発展し深化する理学療法に対応した実践能力の養成と、自ら

理学療法学の課題を解決していくための研究能力を獲得することを教育の理念とし

て、以下の到達目標を達成するよう研究領域を設置し教育課程を編成する。 

      ・  理学療法学発展の基礎となる身体運動の科学的解明を目標とする基礎理学療

法領域を設置し、必要な教育課程を編成する。 

      ・ 理学療法の主要な対象である神経疾患、運動器疾患、さらに呼吸器疾患など

を含んだ幅広い病態や障がいに対応する理学療法治療を研究する臨床理学療

法領域を設置し、必要な教育課程を編成する。 

・  問題解決能力や研究能力を涵養し、さらに理学療法学に新しい知見をもたら

すための研究を展開する教育課程を編成する。 
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（３）作業療法学分野 

作業療法学分野では、発展し拡大する作業療法領域に対応した実践能力と研究能力

を養成するために、以下の到達目標を達成するような領域を配置し、教育課程を編成

する。 

      ・  作業療法学の発展につながる基礎と臨床を融合させた臨床作業療法学領域に

神経障がいリハビリテーション学と作業活動解析学を配置し、基礎・臨床医学

から作業療法までの幅広い視野と方法論を深化させ、高度の作業療法専門職を

育成するめに必要な教育課程を編成する。 

      ・  作業療法学の理論的・実証的研究を行うために、発達作業療法学領域に、発

達過程作業療法学と作業療育学を配置し、乳児期から高齢期に至るまでの幅広

い視野と方法論を深化させ、高度の作業療法専門職を育成するめに必要な教育

課程を編成する。 

 

第２ 現状の説明 

１．大学院研究科の教育課程 

（１）大学院研究科の理念・目的 

山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科（以下「本学大学院」と略す）は、「高

度な知識と技能を持った高度専門職業人の育成や、次代を担う人材の継続的な育成を行

う教育者の養成および諸問題の対策等について研究開発を行う研究者の養成を図り、地

域における保健・医療・福祉の向上に貢献することを目指す」ことを理念・目的として

おり、学校教育法第 65 条「大学院は、学術の理論および応用を教授研究し、その深奥

をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能

力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする」を踏まえている。また、大学院設

置基準第 3 条第 1 項の「修士課程は、広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野に

おける研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越し

た能力を培うことを目的とする」とも合致している。なお、本学大学院は現在、博士課

程を設けていないので、大学院設置基準第 4 条第 1 項は該当しない。 

    本研究科は、看護学分野、理学療法学分野および作業療法学分野の 3 分野で構成され、

それぞれ本学の学士課程の看護学科、理学療法学科および作業療法学科に対応している。

教員も学士課程と兼務している。 

 

 （２）授業科目の構成 

    本大学院の目的を達成するための授業科目は、保健・医療・福祉のそれぞれの現場で

職種を異にする大学院生が共通の医療リサーチ的教養を身につけることができるよう

に、表 3－11 のように共通科目と専門支持科目を充実させた上で専門科目の充実を図っ

ている。 
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表 3－11 大学院授業科目 

授業科目の名称 
配当 

年次 

共

通

科

目 

保健医療学研究法 

保健医療倫理学特論 

医療科学特論 

保健医療システム特論 

医療組織経済学特論 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 

専

門

支

持

科

目 

看護学研究法特論 

看護学理論特論 

健康政策・関係法特論 

原著購読特論 

生体機能看護学特論 

臨床動作解析学特論 

発達障がい理学療法学特論 

理学療法臨床推論特論 

精神障がい作業療法学特論 

身体障がい作業療法学特論 

老年期障がい作業療法学特論 

生活援助工学特論 

地域リハビリテーション学特論 

1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

専 

 

 

 

 

 

看

護

学

分

野 

基礎看護

学領域 

基礎看護学特論 

基礎看護学特論演習 

看護管理現任教育特論 

看護管理現任教育特論演習 

 1 

1～2 

 1 

1～2 

母性看護

学領域 

母性看護学特論 

母性看護学特論演習 

周産期看護学特論 

周産期看護学特論演習 

 1 

1～2 

 1 

1～2 

地域・高

齢者看護

学領域 

地域保健行政看護学特論 

地域保健行政看護学特論演習 

家族・在宅看護学特論 

家族・在宅看護学特論演習 

高齢者看護学特論 

高齢者看護学特論演習 

 1 

1～2 

 1 

1～2 

 1 

1～2 
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門 

 

科 

 

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護学特別研究 1～2 

  

 

理

学

療

法

学

分

野 

基礎理学

療法学領

域 

運動解析学特論 

運動解析学特論演習 

運動生理学特論 

運動生理学特論演習 

 1 

1～2 

 1 

1～2 

臨床理学

療法学領

域 

運動機能理学療法学特論 

運動機能理学療法学特論演習 

神経機能理学療法学特論 

神経機能理学療法学特論演習 

運動障がいリハビリテーション学特論 

運動障がいリハビリテーション学特論

演習 

 1 

1～2 

 1 

1～2 

 1 

1～2 

理学療法学特別研究 1～2 

 

作

業

療

法

学

分

野 

臨床作業

療法学領

域 

神経障がいリハビリテーション学特論 

神経障がいリハビリテーション学特論

演習 

作業活動解析学特論 

作業活動解析学特論演習 

 1 

1～2 

 1 

1～2 

発達作業

療法学領

域 

発達過程作業療法学特論 

発達過程作業療法学特論演習 

作業療育学特論 

作業療育学特論演習 

 1 

1～2 

 1 

1～2 

作業療法学特別研究 1～2 

 

 

 （３）教育課程の分野別説明 

   ① 看護学分野 

     山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科（以下「本学大学院」とする。）の

看護学分野の教育理念は、医療の進歩と人々の生活環境や健康問題の変化に伴い、ま

すます高度化・多様化している国民の看護ニーズに対応できる高度な知識と研究的な

視点を持った実践者を養成することにある。 

     医療現場や地域保健の中にある看護問題を研究課題として取り上げ、研究論文をま

とめる能力を身につけること、そして、実証したその研究成果を現場の実践に還元す

る方策を見出す基礎的な能力を身につける教育を掲げ、批判的思考、倫理的自覚、臨

床実践力、看護学理論と幅広い見識を獲得し、看護学の実証的研究を行い、看護実践

の知識を深化させ、質の高い看護支援技術の開発能力を高めることによって、高度の

看護専門職を育成することを目指してきた。 
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     教育課程においては、保健医療学専攻科の 3 分野に共通する共通科目として「保健

医療学研究法」、「保健医療倫理学特論」、「医療科学特論」、「保健医療システム

得論」、「医療組織経済学得論」、看護学分野の専門を支持する専門支持科目として

「看護学研究法特論」、「看護学理論特論」、「健康政策・関係法特論」、「原著講

読特論」、「生体機能看護学特論」、「地域リハビリテーション学特論」を配置した。 

     看護学の専門に関する看護専門科目としては、基礎看護学領域、母性看護学領域お

よび地域・高齢者看護学領域の 3 領域のそれぞれに関わる科目「基礎看護学」、「看

護管理現任教育」、「母性看護学」、「周産期看護学」、「地域保健行政看護学」、

「家族・在宅看護学」、「高齢者看護学」について特論と演習を組み合わせ科目を配

置した。そして、看護学分野として統合された実践力と実証力を養う科目「看護学特

別研究」を配している。 

 

② 理学療法学分野 

本学大学院の理学療法学分野の教育理念は、保健・医療・福祉に関する専門性の高

い教育研究を授け、高度な知識と技術、卓越した臨床研究の実践能力と問題解決能力

に精通した高い人材の養成することを理念に掲げ、科学的思考力、倫理的判断力、お

よび確かな専門的技術力を持って、医療機関、医学研究機関、保健・福祉施設等へ専

門職として適当な人材を育成することにある。 

職種を異にする大学院生が保健・医療・福祉の現場に関するそれぞれの分野で研究

指導を受ける素地を獲得できるように、「保健医療学研究法」や「保健医療倫理学特

論」、「医療科学特論」など保健・医療に関する 3 分野共通の科目を設けている。ま

た本学大学院は大学の専門基礎科目に相当する専門支持科目を設けている。理学療法

学分野を主とする「臨床動作解析学特論」、「発達障がい理学療法学特論」と「理学

療法臨床推論特論」があり、広く医療・保健・福祉の領域で習得した知識・技術が生

かせるように科目を配置している。同様に、大学の専門科目に相当する基礎理学療法

学領域と臨床理学療法学領域のそれぞれの授業科目で特論と演習を組み合わせてお

り、さらに臨床応用の実践力が高まるように理学療法学分野の専門科目を配置してい

る。 

 

③  作業療法学分野 

     本学大学院の作業療法学分野の教育理念は、保健・医療・教育・福祉に関する専門

性の高い教育及び研究に心がけ、質の高い知識と技術、基礎及び臨床研究の実践能力

と問題解決能力に精通した指導者としての人材を育成することにある。科学的な判断

と思考力、倫理観をもち、確かな専門技術能力を持って、保健・医療・福祉・教育機

関及び施設等において、スペシャリストとして活躍できる人材を育成することにある。 

     職種を異にする大学院生が、学際的な学びを持ち、研究指導を受ける事ができるよ

う共通科目の「保健医療学研究」「保健医療倫理学特論」「医療学特論」などや、専

門支持科目の「身体障害作業療法学特論」「原著購読特論」「生活援助工学特論]など
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の科目を設けている。作業療法学分野においては「臨床作業療法学領域」と「発達作

業療法学領域」において、「神経障害リハビリテーション学特論」「神経障害リハビ

リテーション学特論演習」、「作業活動解析学特論」「作業活動解析学特論演習」、

「発達過程作業療法学特論」「発達過程作業療法学特論演習」、「作業療育学特論」

「作業療育学特論演習」を設け、習得した知識や技術が生かしスペシャリストとして

磨かれるよう配慮している。 

 

２．授業形態と卖位の関係 

   講義は 2 卖位、演習は 4 卖位、特別研究は 10 卖位とされ、修了に必要とされる卖位数

は、共通科目 4 卖位以上、専門支持科目 4 卖位以上、専門科目 10 卖位以上、特別研究 10

卖位の基準を満たした上で、合計 30 卖位以上となっている。 

   開設している共通科目は 4 科目 8 卖位、専門支持科目は 13 科目 26 卖位、看護学分野専

門科目は講義 7 科目 14 卖位、演習 7 科目 28 卖位、理学療法学分野専門科目は 5 科目 10

卖位、演習 7 科目 20 卖位、作業療法学分野専門科目は 4 科目 8 卖位、演習 4 科目 16 卖

位となっている。 

   授業は昼間または夜間に毎週 1 回行われるものと、短期集中的に行われるものとがある。

そのような授業スケジュールは、大学院生の状況に合わせて話し合いの下に調整されてい

る場合も多い。 

 

３．卖位互換、卖位認定等 

   国内外の大学院等での学修の卖位認定や入学前の既修得卖位認定については、まだ事例

が生じていない。今後、必要が生じた場合に備えて規程等を整備していく必要がある。 

 

４．社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

   各授業科目の内容を「学生便覧・授業概要」にシラバスとして記載し、毎年大学院生に

配布して、年度当初に丁寧な履修登録説明を実施している。 

   本学大学院は臨床等で活躍している社会人が働きながら、より高度な教育・研究が得ら

れるように必要に応じ、夜間や土曜における授業および夏季・冬季休業中の集中講義を設

定するなど受け入れ体制を整備している。本学大学院には常勤の仕事を持たず大学院専門

の学生もいるが、多くは看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士などの仕事を

持つ社会人である。そのため、講義を 18 時 30 分～20 時に設定して実施している。また

実験的研究では、教員も土日祝日などに出勤して指導するなどの配慮をしている。図書館

の開館時間は、平日は 9 時～21 時、土曜日は 9 時 30 分～16 時 30 分とし利用の便を図っ

ている。外国人留学生は、これまでに入学および在学していない。なお、社会人大学院生

の中に視覚障がい者が 1 名在学し、修了したが、パソコンに音声補助ソフトおよび文字拡

大ソフトをインストールして効果的に支援した。 

   外国人留学生に対する特別の配慮はないが、本学は姉妹校であるコロラド大学およびコ

ロラド州立大学に学生が訪問したり、外国人非常勤講師による語学教育も行っており、外
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国人留学生を受容する土壌はできている。社会人に対する支援と同様に外国人留学生に対

する支援も可能である。 

 

 ５．連合大学院、連携大学院の教育課程等 

   本学には連合大学院、連携大学院はない。 

 

第３ 点検・評価 

１．目標の達成度 

 （１）国際性のある視野の広い実践者、教育者および研究者を養成するために、海外の優れ

た教育、研究の成果を積極的に導入することについて 

    大学院の原書講読の授業や修士論文作成において、海外の優れた研究の成果である論

文を多く読み、自らの研究に積極的に引用し、実験・調査のために活用して優れた修士

論文を作成してきた。このことから、国際性のある視野の広い実践者、教育者および研

究者を養成するために、先進国の優れた教育、研究の成果を積極的に導入するという到

達目標は達成されている。 

 

 （２）既成概念にとらわれない創造性豊かな発想や、専門性の発展にむけて自律的に行動で

きる能力をもった職業人を育成できるような教育研究を行うことについて 

    本学大学院は 2008 年 3 月に 3 回生が修了したところであり、まだその教育課程の適

切性について明確な検証ができる段階とはいえない。しかし、大学院博士課程に進学し

た修了生や修士課程での研究を発展させて学術雑誌に複数の論文を掲載された修了生

も存在する。以上のことから、既成概念にとらわれない創造性豊かな発想や、専門性の

発展にむけて自律的に行動できる能力をもった職業人を育成できるような教育研究を

行うという到達目標は達成されている。 

 

 （３）さまざまな教育の背景をもつ学生に資するため、また、地域の保健医療においてチー

ム医療の指導的役割を担える幅広い視野に立てる人材を育成するために、授業科目の構

成、内容について配慮のある教育課程を編成することについて 

    特に、社会人の学生については、多様な教育経験を持っており、卖位の履修経過も様々

であることから、柔軟な教育課程が求められる。 

    一方、大学院 1 回生および 2 回生はすべて社会人であり、修了後にそれぞれの勤務先

において主導的な立場で活躍しており、チーム医療の指導的役割を担える幅広い視野に

立てる人材を育成することについては、到達目標は達成されている。 

 

２．効果があがっている事項 

   看護学分野は、開設以来、基礎看護学領域、母性看護学領域、および地域・高齢者看護

学領域の 3 領域を編成しそれぞれの専門科目を配置し、修士の学位を得て終了する大学院

生を輩出し、それぞれ一定の成果を挙げてきた。 
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理学療法学分野は、基礎理学療法学領域および臨床理学療法学領域の 2 領域を編成し、

それぞれの専門科目を配置し、修士の学位を得て終了する大学院生を輩出し、それぞれ一

定の成果を挙げてきた。 

作業療法学分野は、臨床作業療法学領域および発達作業療法学領域の 2 領域を編成し、

それぞれの専門科目を配置し、修士の学位を得て終了する大学院生を輩出し、それぞれ一

定の成果を挙げてきた。 

   大学院は、社会人である大学院生が仕事を終えてから、あるいは休日に多くの授業を受

講できるように、夜間や土曜における授業および夏季・冬季休業中の集中講義を設定して

いる。実験的研究では、教員も土日祝日などに時間を惜しまずに出勤して指導するなどの

誠意ある配慮を行っている。図書館の開館時間も平日は 21 時まで、土曜は 16 時 30 分ま

でに広げ、文献研究の配慮を行っている。 

   修了に必要とされる卖位数は、共通科目 4 卖位以上、専門支持科目 4 卖位以上、専門科

目 10 卖位以上、特別研究 10 卖位の基準を満たした上で、合計 30 卖位あるが、修了必要

卖位数に比して開設されている科目は、共通科目 8 卖位、専門支持科目 26 卖位、看護学

分野専門科目 42 卖位、理学療法学分野専門科目 30 卖位、作業療法学分野 24 卖位と多数

であり、大学院生の学習と研究の必要に応じて選択の幅が保障されている。 

 

３．改善が必要な事項 

   本学では社会人として仕事をしながら学ぶ大学院生のために授業を午後 6 時 30 分から

に設定しているが、仕事と大学院の両立は容易ではなく、これまでも 2 年間で修了できな

かった大学院生がいる。この場合、大学院生には過年度の授業料が負担として押しかかっ

たりもしている。これに対応するため、教育課程について柔軟な制度を導入する必要があ

る。 

   このほか、各分野別の課題は、次の通りである。 

 

 （１）看護学分野 

    看護学分野においては、2008 年度に領域区分及び主要科目の見直しを行った。今後、

これらの変更に伴う結果について検討していく必要がある。 

 

（２）理学療法学分野 

理学療法学分野では、2004 年度大学院開設以降、教育課程や履修方法の見直し、教

育理念や修士課程の目標と科目構成の合致を検討するに至っていない。 

 

（３）作業療法学分野 

    作業療法学分野では、大学院開設後大学院の担当教員で話し合いを持ち点検・評価を

行ってきた。修了生の論文を学術雑誌に投稿するための終了後の指導なども行い掲載に

至っている。社会人の大学院生は、臨床現場や教育機関で、より良い指導力を発揮して
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いる。大学院生のアンケート調査結果を受け止めて、大学院教育科目、研究方法などの

検討も必要である。 

 

第４ 改善方策 

１．長所の伸張方法 

   大学院の定員は満たされており、他大学大学院博士課程に進学した修了生や修士課程で

の研究を発展させて学術雑誌に複数の論文を掲載した修了生も複数存在する。この状況を

維持し、学術的にさらに発展するために、今後も教育研究の充実と広報に力を入れていく

こととする。 

   本学の学士課程を卒業してすぐに本学大学院に進学した学生が、１回生では看護学分野

に１名、3 回生では作業療法学分野に 2 名、4 回生では看護学分野に１名、理学療法学分

野に 5 名、5 回生では理学療法学分野に 2 名であった。これまでも本学の前身の山形県立

保健医療短期大学の卒業生が社会人として本研究科に入学したことはあったが、今後この

ように学士課程卒業後にすぐ進学する学生が増えることが期待されるため、学部生に大学

院進学を一層積極的に動機づけていく。 

   講義を 18 時 30 分～20 時に設定して実施したり、実験的研究では教員も土日祝日など

に出勤して指導したり、図書館の開館時間を平日は 9 時～21 時、土曜日は 9 時 30 分～16

時 30 分としたりするなどの、社会人学生にとって不利とならない配慮を今後も継続して

いく。 

 

（１）看護学分野 

    看護学分野の大学院生は大学院で取り組んだ研究成果を、在学中および大学院修了後

に日本看護科学学会、日本看護学会、日本公衆衛生学会などの全国学会をはじめ、諸地

域学会で発表し、研鑽を積んでいる。今後も教育・研究の成果を公表し、実践・実証の

実学を一層推進していくものとする。 

 

（２）理学療法学分野 

理学療法学分野の大学院生は、在学中および大学院修了後に日本理学療法士協会主催

の日本理学療法学術集会等で大学院の研究成果の公表し、好評を得ている。また、本学

とコロラド大学の姉妹校再提携を機に、本学大学院生のコロラド大学で履修や、コロラ

ド大学からの大学院生受け入れのための卖位互換など教育上の環境整備も進め、国際社

会に貢献できる研究並びに研究者を育てていく。 

 

 （３）作業療法学分野 

    作業療法学分野の大学院生は、在学中および大学院終了後、日本作業療法士協会主催

の日本作業療法学術集会等において研究成果を公表し、雑誌には投稿論文が掲載され、

日本作業療法士協会から研究助成も受けている現状にあるため、在学中のみならず大学

院修了後の共同研究も必要である。また毎年、姉妹校提携を結んでいるコロラド州立大
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学から教員を招聘した交流事業を展開しているので、教員の交流を行い日米共同研究を

育んでいく。 

 

２．問題点の改善方法 

   社会人学生等への柔軟な教育課程の編成については、第 1 章で述べたとおり法人化の中

で漸次実現していく。 

   教育課程の点検・評価については、次項で述べる大学院教育の組織的展開に関する見直

しのなかで、総合的に実施する。 

 

 

（２）教育方法 

 

第１ 到達目標 

  教育方法の到達目標を次のように置く。 

・ 国際性・創造性・地域性に根ざした優れた研究を産生するために、社会人大学院生

の就学状況をも鑑みながら、夜間・土日等の時間をも利用して充分な時間的配慮と

学術的指導を行う。 

・ 社会人大学院生が多くを占めることから、研究法に関する基礎知識を確実に習得で

きるように、習得度を確認しながら指導を行う。 

・ 共通科目・専門支持科目・専門科目を通して臨床現場でリーダーシップを担うため

の実践的知識を習得できるようにする。 

・ 大学院生アンケートにより教員の指導に対する意見を収集し、教員の指導を改善す

る。 

 

第２ 現状の説明 

１．教育効果の測定 

   教育効果の測定については、修士課程の修了者率、論文の学会発表件数、学術雑誌への

掲載件数、修了者の就職状況によって測定する。その結果、修士課程 2 年次に在籍する人

数を母数とした修了生の百分率は、2005 年度 87％（13 名／15 名）、2006 年度 69％（11

名／16 名）、2007 年度 67％（10 名／15 名）となっている。また、修士研究を基にした

学会発表の件数は 2007 年度までに 43 件、学術雑誌への掲載件数は 8 件であった。さら

に、すでに職場を持つ社会人大学院生以外の、学部から直接進学した大学院生 2 名の就職

率は 100％であった。 

 

２．成績評価法 

   本学大学院では院生の成績は、授業科目ごとに担当教員が A、B、C および D で評価し

ている。大学院修了の認定は、研究科委員会における記名投票によって行われる。院生は

その最終評価に至るまでに、1) 2 年次 4 月末の研究計画書の提出、2) 2 年次 1 月上旪の修
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士論文の提出、3) 2 年次 2 月末の修士論文発表会が必須になっており、修士論文と共に発

表会での質疑応答も参考にして最終投票が行われる。 

 

３．研究指導等 

   研究指導は、大学院生 1 人ごとにその内容が定められるものとし、その研究指導につい

ては、主研究指導教員のほか、原則として 1 人以上の副研究指導教員が担当している。    

 

４．教育・研究指導の改善への組織的な取り組み 

   FD については、教員対象に講習会を開き、指導方法改善に向けた足がかりとしている。 

大学院生の指導とそのプロセス管理は、主研究指導教員および副研究指導教員に任され

ている。ただし、研究計画発表会、中間発表会、最終発表会を学外にも公開しており、他

分野の教員等の意見をも取り入れることができ、結果的に指導方法の改善を図る機会とな

っている。 

教育・研究指導の改善については、「大学院生アンケート」を実施し、大学院生の意見

を取り入れることにより教育・研究指導方法の改善に役立てている。 

シラバスに関しては、大学院生は、主研究指導教員との相談や先輩院生の意見等を得た

上で、履修選択の参考としている。しかし、学習案内の記載は、科目により講義内容の簡

卖な記述にとどまっているものもあり、大学院生が科目を選択する際の参考となる学習案

内書として一層の内容の充実が求められる。 

 

第３ 点検・評価 

１．目標の達成度 

 （１）国際性・創造性・地域性に根ざした優れた研究を産生するために、社会人大学院生の

就学状況をも鑑みながら、夜間・土日等の時間をも利用して充分な時間的配慮と学術的

な指導がなされていることについて 

    臨床等で活躍している社会人が働きながら、より高度な教育・研究が得られるように

必要に応じ、夜間や土曜における授業および夏季・冬季休業中の集中講義を設定するな

ど受け入れ体制を整備している。平日の講義は 18 時 30 分～20 時に設定して実施して

いる。実験的研究では、教員も土日祝日などに出勤して指導するなどの配慮をしている。

さらに、各教員は個別的な研究指導を実施している。以上のことから、社会人大学院生

の就学状況を考慮し、夜間・土日等の時間をも利用して充分な時間的配慮と学術的な指

導がなされており、到達目標は達成されている。 

 

 （２）社会人大学院生が多くを占めることから、研究法に関する基礎知識を確実に習得でき

るように、習得度を確認しながら指導を行うことについて 

    共通科目の「保健医療学研究」や専門科目の「特別研究」では、研究法に関する基礎

知識を丁寧に教授し研究活動の中で確実に実行できるように、臨機応変な研究指導を実
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施している。これらのことより、研究法に関する基礎知識を確実に習得できるように、

習得度を確認しながら指導を行うという到達目標は達成されている。 

 

 （３）共通科目・専門支持科目・専門科目を通して臨床現場でリーダーシップを担うための

実践的知識を習得できるようにすることについて 

    保健・医療・福祉の現場でリーダーシップを担うための実践的知識として、保健医療

倫理学特論、医療科学特論、保健医療システム特論、医療組織経済学特論等の科目を履

修して、臨床の場で感じた疑問から発した自分自身の研究課題にそって、研究計画を実

行する中で、臨床現場で多くの人を束ね動かすための実践的知識を獲得していると思わ

れる。そのことから、現場でリーダーシップを担うための実践的知識を習得できるよう

にするという到達目標は、一部達成されている。 

 

 （４）大学院生アンケートにより教員の指導に対する意見を収集し、教員の指導を改善する

こと 

    大学院生アンケートを毎年後期の終盤に実施しており、そこで指摘された事項はもれ

なく当該教員に伝えられ、それが指導を改善するためのきっかけとなっている。以上か

ら、大学院生アンケートにより教員の指導に対する意見を収集し、教員の指導を改善す

るという到達目標は達成されている。 

 

２．効果があがっている事項 

   現状の説明の教育効果の測定において述べたように、修士課程の修了者率、論文の学会

発表件数、学術雑誌への掲載件数、修了者の就職状況は適切であり、効果があがっている。 

   研究指導について、本学大学院ではこれまで 2 年間で修士論文を提出できなかった大学

院生、休学した大学院生がそれぞれ数名存在したが、2005 年度に 13 名、2006 年度に 11

名、2007 年度に 10 名の大学院生が修了している。 

   大学院生は主研究指導教員の指導の基に研究を進めるが、分野内の検討会、分野の枞を

超えた研究計画発表会や中間発表会を通して、研究指導を客観的に見直すとともに、「大

学院生アンケート」の集計結果も、大学院担当者にフィードバックすることで、大学院生

の意見を取り入れた教育・研究指導方法が改善されている。 

 

３．改善が必要な事項 

（１）組織的な教育の確保について 

学修のプロセス管理、特に特別研究については、研究指導教員にほとんど委ねられて

いるが、大学院の教育を充実・強化していくには、大学院として組織的にこのプロセス

を管理し、透明性を高める必要がある。 
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（２）FD について 

教員の指導能力を高めるための取り組みについては、講習会を開くほかは教員各人の

個別的努力により委ねられているが、今後は、組織的に教育・研究指導方法改善につい

て対応していく必要がある。 

 

（３）シラバスについて 

大学院のシラバスにはまだ包括的な記載の部分がみられるので、さらに詳細に具体的

に記載する必要がある。 

 

第４ 改善方策 

１．長所の伸張方法 

   社会人大学院生に対する授業の夜間・休日開講については、今後も十分な配慮を継続し

ていくこととする。 

   大学院生が研究を 2 年間で終了することが可能となるように、1 年次の秋に研究計画発

表会を行い、2 年次の前期前半には中間発表会を行う等、大学院全体として修士論文研究

指導計画を時間的に前倒し的に改善することとし、2007 年秋から実施を試行している。

これを継続し、研究法に関する基礎知識・技術を 1 年次前半には確実に習得できるように

指導することとする。 

   リーダーシップを担うための実践的知識の習得については、保健・医療・福祉の現場の

制度的・方法論的変化に合わせて、保健医療倫理学特論、医療科学特論、保健医療システ

ム特論、医療組織経済学特論等の科目の内容をタイムリーに強化したり、新たな科目を設

置したりするなどの検討を続けることとする。 

 

２．問題点の改善方法 

（１）組織的な教育の確保について 

研究指導のプロセス管理の透明性を徹底するため、研究指導に関し、研究指導教員によ

るプロセス管理のための会議を定期的に持ち、各学生の履修状況について情報を共有でき

るようにする。また、修士論文作成指導に当たっては、研究科内の教員によるピアレビュ

ーを徹底する。これらの方策の具体的な展開方法について、2009 年度までに検討を行い、

2009 年度から順次実施することとする。 

 

（２）FD の実施について 

教員の教育・研究指導方法の改善については、その評価も含め、学部における改善と一

体的に 2008 年度・2009 年度に検討し、その結果を 2009 年度から順次実施していく。 

 

（３）シラバスの充実について 

   シラバス（特に、授業内容と進め方、成績評価の方法、履修上の注意）を、より詳細に

具体的に書くように 2009 年度からする。 
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（３）国内外との教育研究交流 

 

第１ 到達目標 

   国外との教育研究交流に関する到達目標は、海外の大学と国際交流協定を結び、海外の研

究者を招聘して講義を受けることにより、世界水準の専門情報を習得し、国際感覚を身につ

けた研究者を養成することである。一方、国内との教育研究交流に関する到達目標は、国内

の研究者や施設との交流を通じて、臨床現場における今日的な問題や最新の治療法を把握す

ることである。 

 

第２ 現状の説明 

    看護学分野では、2005 年 10 月には、コロラド大学から教員を招聘し、質的研究の進め

方と意見交換などを実施した。また、大学院生の国際学会への出席の機会としては、2005

年に東京で開催された ICCHNR2005（第 3 回地域保健看護研究国際会議 ）に、教員の共

同研究者として参加した。院生体験として 1 名が、2008 年 2 月にソーシャルワークハワイ

セミナー（ユニベール財団主催）に参加した。また、2008 年 6 月にはイギリス・グラスゴ

ーで助産師国際同盟にて 2 名の修士修了生が発表している。国内の学会に於いても多数発

表している。 

理学療法学分野では、国外との交流としては、2003 年 4 月、2005 年 4 月および 2006 年

4 月に、国際交流協定を締結しているコロラド大学理学療法学部より教員を招聘し、学部学

生への講義、臨床実習指導者会議での講演、山形県理学療法士協会での講演などを行ってい

る。大学院生については、2005 年および 2006 年の招聘の際にコロラド大学教員とのセミ

ナーを行い各自の修士論文研究の研究計画を英語で発表し意見交換する機会を設けている。

コロラド大学での研修は、毎年学部学生を対象に行っているが、大学院生の参加はこれまで

はない。大学院生の国際学会発表の機会は今のところない。修了生の研究では、2007 年の

世界理学療法連盟国際学会（カナダ、バンクーバー）で発表している。大学院生の国内の教

育・研究施設との交流はこれまでは活発ではない。国内学会での大学院生および修了生の発

表は多くなされている。 

作業療法学分野では、毎年 9 月に教員をコロラド州立大学へ派遣し、教育研究環境を視

察している。また、2004 年の大学院開設年にコロラド州立大学より教員を招へいし、本学

大学院教員とともに「学校教育での作業療法の実践－米国教育における現状報告と日米比較

－」の講演会を行った。この催しには、コロラド州立大学大学院生（2 名）、学部学生およ

び山形県内外の作業療法士など多数の参加を得た。本学教員がコロラド州立大学を訪問した

際には、本学の教育研究の現状についてコロラド州立大学大学院生に講義をしている。この

成果もあって、2007 年 3 月には、教員と 8 名のコロラド州立大学大学院生が本学を訪問し、

本学の教育研究施設の視察および本学大学院生との合同ゼミナール、合同講義に参加し成果

を上げている。 



53 

 

他方、国際学会や国際誌への教員の発表は年々増加しているものの、大学院生および修

了生の発表は稀有である。 

 

第３ 点検・評価 

１．目標の達成度 

   看護学分野では、大学院生の国際学会での演題発表は尐しずつではあるが進められてき

た。国際交流協定がコロラド大学と結ばれている他、フィンランドからの講師、カナダ在

住だった教員からの講義、ネパール在住していた講師の講義を受けてきた。 

理学療法学分野では、大学院生の国外研修や国際学会参加がなされていない。大学院開

設から 3 年間（2004～2006 年度）の大学院生が全て社会人入学であり、職場を離れられ

ない状況にあったことが大きな要因と考えられる。 

作業療法学分野では、コロラド州立大学との大学院生交流が始まったものの、相互交流

の体制が整った状況にはない。また、大学院生や修了生の国際学会や国際誌への発表も尐

ない。この背景には、教員の長期海外留学の体制が十分に整っていないこと、社会人大学

院生が大半を占め、長期に職場を離れることができないことなどが上げられる。 

   以上のことから、海外の大学と国際交流協定を結び、海外の研究者を招聘して講義を受

けることにより、世界水準の専門情報を習得し、国際感覚を身につけた研究者を養成する

という到達目標は、制度として一応整備されているが、これが十分に機能するまでに至っ

ていない。 

 

２．効果のあがっている事項 

   海外の大学と国際交流協定を結び、海外の研究者を招聘して講義を受け、世界水準の専

門情報を習得するという機会は設けられている。 

 

３．改善が必要な事項 

   国際学会への大学院生の出席の機会や英文での論文投稿の機会を増加させるよう努力

する必要がある。また、国内の研究者や施設との交流を通じて、臨床現場における今日的

な問題や最新の治療法を把握するという組織的な取り組みを行う必要がある。 

 

第４ 改善方策 

１．長所の伸張方法 

   海外大学教員の長期受け入れ等を活用して、国際交流協定を結んでいる海外の大学から

研究者を招聘し講義を受け、世界水準の専門情報を習得するという機会を一層増加させて

いく。 
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２．問題点の改善方法 

   看護学分野では、国際学会での演題発表、英語での論文作成にさらに力をつけるために、

国内外から外国人講師を招聘する。在学中に国内外で学会発表を奨励することをさらに推

奨する。 

理学療法学分野では、2007 年度以降、学部から進学する大学院生が増えてきており、

これらの大学院生の海外研修を推進する。また、教員のコロラド大学や他の大学との共同

研究が始まっており、これに大学院生を参画させることを通して国際経験の機会を設ける。   

また、国内開催の国際学会へ積極的に参加することを計画する。 

作業療法学分野では、コロラド州立大学への教員派遣を強化し、すべての教員が国際感

覚を養うよう推進する。また、コロラド州立大学教員の長期招聘やコロラド州立大学との

大学間共同研究について検討する。これらの国際交流の強化を通じて、教員が国際的な視

野で教育研究に携わり、国際学会や国際誌への発表を促進するよう改善していく。この営

みを大学院生に波及することで、大学院生や修了生の国際学会や国際誌への発表を促して

いく。 

これらの交流を実のあるものにするのは、英語能力の強化が前提になるが、この方策に

ついて、現在学内で検討中であり、この結果をまって、強化策を実施していく。 

 

 

（４）学位授与・課程修了の認定 

 

第１ 到達目標 

本研究科入学者が、学術誌への掲載が可能な質の高い修士論文を著し、当該修士論文の研

究内容に精通している主査と副査のもとで厳格に審査を受け、その大半が課程を修了し、修

士の学位を取得することを、到達目標とする。 

 

第２ 現状の説明 

１．学位の授与方針・基準 

学位の授与に関しては、履修規程、学位規程が定められている。具体的に、次の通りで

ある。 

本学大学院に 2 年以上在学し、所定の授業科目を履修し、30 卖位以上を習得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上に、修士論文の審査および試験に合格した者に対して、研究科

委員会の議を経て修了を認定し、修士の学位を授与している。 

在学期間に関しては、とくにすぐれた研究業績を上げたものについては、本学大学院に

1 年以上在学すれば足りるものとしているが、これまで認めた実績はない。 

 

２．学位審査の透明性・客観性の確保 

論文審査に関しては、学位論文審査要綱、修士論文執筆規定が定められており、次の通

りである。 
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修士論文の審査は、1 名の主査と 2 名の副査によって行われている。 

大学院学生の発表会においては、学生のプレゼンテーションに引き続いて質疑が行われ、

修了の認定は、研究科委員会において審議している。 

 

第３ 点検・評価 

１．目標の到達度 

   大学院開設以来、審査機能は円滑に働いており、修士を取得した大学院生の総数は 34

名である。内訳は看護学分野が 17 名、理学療法学分野が 9 名、作業療法学分野が 8 名で

ある。また、修士論文を基にした研究の国内学会での発表、学術雑誌への掲載は、複数の

修了生がすでに実施している。 

   本研究科入学者たちは、学術誌への掲載が可能な修士論文を著すことにより、到達目標

を達成している。 

 

２．効果があがっている事項 

   大半の大学院生は、修士論文を完成させ、研究科での審議に合格して修士の資格を得て

修了している。また、修士論文を基にした研究の国内学会での発表、学術雑誌への掲載も、

複数の修了生が実行している。 

 

第４ 改善方策 

１．長所の伸張方法 

   今後も大学院生が修士論文を完成させ、研究科での審議に合格して修士の資格を得て修

了できるよう、丁寧な指導を続けていく。また、修士論文を基にした研究の国内学会での

発表件数、学術雑誌への掲載件数を増加させるため、これらの目録を本学ホームページ上

に掲載することを 2008 年度中に実行する。 

 

 

（５）通信制大学院 

 

本学に通信制大学院はない。
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第 4 章 学生の受入れ 

１． 学部等における学生の受け入れ 

 

第１ 到達目標 

  本学の目的および教育目標を達成するために、学生の受け入れ目標を次のように置く。 

・本学の目的を達成するために各種入学者選抜方法との整合性を図りつつ学生の受け入

れを実施する。 

・明確な選抜基準による入学試験実施体制を確立し維持する。 

・厳正かつ公正な入学試験を実施する。 

・科目履修等の要件を明確に示し、適格者に門戸を開く。 

・入学定員に対して適切な入学者数を受け入れ、収容定員に見合う在籍学生数を確保す

る。 

 

第２ 現状の説明 

 １.  学生募集方法 

 （１）オープンキャンパス 

    2000年度より毎年７月に実施している。県内のすべての高校、県外の 800校を超える

高校に案内状を送付し、大学のホームページにも掲載している。当日は、学長の大学全

体の紹介から各学科長による学科紹介、入試担当職員による募集要項の説明、高校生及

び高校教員との質疑応答、模擬授業、施設の説明、入試相談、在学生による大学説明を

行っている。出席者には、生徒のみならず、教員、保護者も参加している。県外からは、

宮城県、福島県が多いが、静岡、東京、栃木、新潟、長野、神戸、神奈川、秋田、埼玉、

岩手の各県からも来ている。出席者には調査を実施し、次年度に反映している。2003

年度～2007年度のオープンキャンパスの参加者状況を表 4- １に示した。 

 

    表 4-1 2003年度～2007年度のオープンキャンパスに参加した人数 卖位；人 

 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 

生 徒 325  457 390 379 463 

3年生 204 222 217 208 245 

2年生 96 179 139 139 164 

1年生 25 56 29 27 51 

不明 0 0 5 5 3 

教員・保護者 63 121 87 111 145 

編 入 0 8 6 8 2 

大学院 0 15 19 14 14 

その他 0 12 0 0 0 

不明 15 2 2 0 0 

合計 403 615 504 512 624 
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( 合計の県別内訳)      

山形県 236 429 341 368 431 

宮城県 42 66 86 73 93 

福島県 34 50 46 19 55 

その他・不明 91 70 31 52 45 

                                          

 （２）高校訪問 

    2000年度より、県内の高校を対象に、あらかじめ事前に訪問希望の有無を確認し、希

望のあった学校に毎年 10 月に高校訪問を実施している。県内を 4 地区に（村山地区、

置賜地区、最上地区、庄内地区）に分け、それぞれに入試委員と入試担当職員が、高校

の進路指導教員と面談し、本学の PRと相互の情報交換を行っている。本学への要望や

疑問をはじめ、推薦予定者数、一般入試受験予定者数など貴重な情報を得ている。表 4- 2

に 2003年度から 2007年度までの５年間に訪問した高校の数と高校の所在地域を示した。 

 

       表 4- 2 訪問した高校の数と高校所在地域 

訪問年

度 

高校所在地  

村山地域 置賜地域 最上地域 庄内地域 合計 

2003 12 5 2 10 29 

2004 12 7 2 6 27 

2005 7 5 3 7 22 

2006 10 6 4 12 22 

2007 10 7 4 8 29 

 

 （３）大学見学 

    中学校、高校からの要請に応じて、随時に、大学の概要や教育内容の説明、施設の見

学、授業参観を受け入れている。2006年度、2007年度の結果について表 4- 3 に示した。 

 

   表 4- 3 来校した学校名等の一覧 

来校 
年月日 

来校名 
来校人数 

来校目的 
生徒 教員 

2006. 6. 7  左沢高校 28 2 学校見学、進路意識高揚・選択 

2006. 6. 8  宮城: 富谷高校 17 1 上級学校訪問、進路決定一助 

2006. 6. 8  谷地高校 28 4 進学指導の充実 

2006. 7. 7  天童高校 43 2 大学訪問 

2006. 7.20  秋田: 横手清陵学院高 -  1 受験・入学状況聴取 

2006. 8. 2  上山明新館高校 20 1 進路目標の一助 

2006. 9. 6  大石田町亀井田中 10 1 キャリア研修・上級学校学習 
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2006. 9. 8  栃木: 大田原女子高 -  4 保護者 47 名施設見学 

2006. 9.12  新庄单高校 41 3 総合学習、大学理解、意識意欲 

2006. 9.14  白鷹町立東中 13 1 総合的学習､上級学校･企業訪問 

2006.10.19 单陽高校 28 1 進路選択一助、学習意欲向上 

2006.10.31 真室川中学校 12 1 総合的学習、進路意識高揚 

2006.11. 2  新庄北高最上校 1 -  総合学習、職業意識向上 

2006.12. 4  北村山高校 46 2 総合的学習、上級学校見学 

2007. 5.23  庄内総合高 19 2 ｷｬﾘｱ総合授業､学習意欲進路契機 

2007. 6. 7  私立中高教務主任 -  10 教務主任春季研修会 

2007. 7. 5  宮城: 富谷高校 20 1 校外学習、進路決定一助 

2007. 7. 5  白鷹町立東中  10 1 合的学習､上級学校･企業訪問 

2007. 7. 6  鶴子中 6 5 進路学習、上級学校訪問 

2007. 7.10  理数科サミット 39 2 次代創造高校づくり推進事業 

2007. 8. 9  大船渡高校 -  2 大学現状将来・入試情報生徒指導 

2007. 9. 6  亀井田中 27 3 進路学習、上級学校訪問 

2007. 9.10  尾花沢宮沢中 29 -  進路関心、将来見通した進路 

2007. 9.12  東根大富中 2 1 総合的学習、生き方教室 

2007. 9.12  盛岡单高校 -  1 進路指導の一環 

2007. 9.13  飯豊中 22 1 進路選択の知識・情報、見聞 

2007.10.25 单陽高校 30 -  大学の理解、進学目的の明確化 

2007.11.13 寒河江高校 3 2 総合的学習、生徒自らの研究 

2007.12.12 北村山高校 40  進路学習の一環、大学訪問 

                                          

 （４）大学コンソーシアムにおける入学ガイダンス 

     2006年度から大学コンソーシアムやまがた（山形県内の大学・短期大学・高等専門学

校・放送大学等の教育機関と山形県の連合組織）の教育連携部会と独立行政法人大学入

試センターが主催する「大学等合同説明会」および「ガイダンスセミナー」で、大学案

内と説明会、講演会を行っている。2006 年度、2007 年度大学コンソーシアムやまがた

における入学ガイダンスの一覧を表 4- 4 に示した。 

 

         表 4- 4  大学コンソーシアムにおける入学ガイダンス一覧 

実施年月日時 実施場所 内容 

2006.8. 18 

10:00〜16:00 

 

 

酒田市 東北公益文科

大学キャンパス  

 

 

 

模擬授業 

 各大学の教員による５０分の講義進学相談

コーナー 

・各大学の教職員による進学相談コーナー  

・各大学の在学生による学生生活相談コーナー 
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2006. 8. 19 

10:00〜16:00  

  

山形市 山形大学 

小白川キャンパス  

 

 

模擬授業 

 各大学の教員による５０分の講義 

進学相談コーナー 

・各大学の教職員による進学相談コーナー  

・各大学の在学生による学生生活相談コーナー 

2007.６. ９ 

13：00〜17：00 

せんだいメディアテー

ク 

大学の相談コーナー 

2007.6.17 

11:00〜16:00 

山形大学 

小白川キャンパス 

講演会 

模擬授業 

  各大学の教員による５０分の講義 

進学相談コーナー 

・各大学の教職員による進学相談コーナー  

・各大学の在学生による学生生活相談コーナー 

2007.7.7  

13:00〜16:00 

新庄市民プラザ  サイエンスカフェ 

 講師の話の後、中・高生が講師の先生を囲ん

で語り合う 

模擬授業 

  各大学の教員による 50 分の講義 

進学相談コーナー 

・各大学の教職員による進学相談コーナー  

・各大学の在学生による学生生活相談コーナー 

   

 （５）受験雑誌への広告 

      2007年度に広告を掲載した受験雑誌は、①デジタルパンフレット㈱フロムページ ②

蛍雪時代臨時増刊 全国看護医療系大学短大受験年鑑 旺文社 ③ 蛍雪時代臨時増

刊 全国大学受験年鑑 旺文社 ④進研プレス受験校決定ガイド（北海道・東北版）で

ある。 

 

 ２．入学者選抜方法 

 （１）出願要件等 

    選抜方法は、特別選抜試験、一般選抜入試（前期日程）、一般選抜入試（後期日程は

看護学科のみ 2001年度から 2005年度まで実施された）及び編入学試験により実施され

ている。入学後の条件として他学科へ転科は認めないこと、看護学科においては助産師

国家試験受験資格取得のための授業は選択となり、人数に制限があるため、希望者全員

が選択できるとは限らないことを明示している。2008年度入試出願資格は以下のとおり

である。 
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① 特別選抜 

       特別選抜に出願できる者は、つぎの各号のいずれにも該当し、出身高等学校長が責

任をもって推薦できる者とする。 

ア．山形県内の高等学校を 2008年 3 月卒業見込みの者（学校教育法施行規則第 65 条

第３項の規定により、学年の途中においても、学期の区分に従い、高等学校の卒業

を認められる者を含む） 

     イ．健康で人物及び学力ともに優秀で、本学での勉学を強く希望する者 

     ウ．志願する学科への適性・能力等を有する者 

     エ．合格した場合、必ず入学することを確約できる者また、高校当たり推薦できる人

数は３学科合せて４人まで推薦できる。原則として看護学科にあっては２人、理学

療法学科、作業療法学科にあっては各１人であるが、１学科当たり推薦できる２人

までは推薦できる。 

 

   ② 一般選抜（前期日程） 

       一般選抜に出願できる者は、2008年度大学入試センター試験( 本学で指定した教

科・科目) を受験し、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

ア．高等学校を卒業した者及び 2008年３月卒業見込みの者（学校教育法施行規則第

65 条第 3 項の規定により、学年の途中においても、学期の区分に従い、高等学校の

卒業を認められる者を含む） 

       イ．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2008年３月修了見込みの者 

      ウ．学校教育法施行規則第 69 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認められる者及び 2008年３月 31日までにこれに該当する見込みの者 

 

   ③ 編入学  

       看護学科に出願できる者は、次のいずれかに該当する者である。  

ア．大学及び短期大学の看護系学科を卒業した者又は 2008年３月卒業見込みの者 

イ．専修学校専門課程の看護系学科を修了した者又は 2008年３月修了見込みの者 

        理学療法学科に出願できる者は、次のいずれかに該当する者である。  

ア．大学及び短期大学の理学療法系学科を卒業した者又は 2008年３月卒業見込みの

者 

      イ．専修学校専門課程の理学療法系学科を修了した者又は 2008年 3 月修了見込みの

者 

        作業療法学科に出願できる者は、次のいずれかに該当する者である。  

ア．大学及び短期大学の作業療法系学科を卒業した者又は 2008年３月卒業見込みの

者 

イ．専修学校専門課程の作業療法系学科を修了した者又は 2008 年 3 月修了見込みの

者 
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 （２）選抜方法 

      特別選抜、一般選抜、編入学の選抜方法の概要を表 4- 5 に示した。 

 

        表 4- 5 入学者選抜方法の概要 

選抜区分 

大学入試 

センター

試験 

個別学力検査等 

欠員 

補充 

( 追加 

 合格)  

特別選抜 課さない 小論文 面接 無し 

一般選抜 前期日程 課す 学力検査は課さない 面接 有り 

編入学 

看護学科 課さない 専門科目、英語 面接 有り 

理学療法学科 課さない 
専門科目( 英語による出

題含む)  
面接 有り 

作業療法学科 課さない 専門科目、英語 面接 有り 

  

 

① 特別選抜 

       選抜方法は、看護学科、理学療法学科、作業療法学科とも、大学入試センター試験

を免除し、小論文、面接及び調査書等の提出書類を総合的に判定して行われる。 

 

② 一般選抜  

       入学者の選抜は、大学入試センター試験及び個別学力検査等の成績並びに調査書の

内容を総合して行われる。一般選抜の大学入試センター試験受験要求科目及び面接の

配点等を表 4- 6 に示した。 

 

        表 4- 6 大学入試センター試験の利用教科･科目名配点 

学部・学科名等 
大学入試センター試験の配点等 

個別学力
検査等の
配点等 

配点

合計 
国 語 地 歴 公 民 数 学 理 科 外国語 面  接 

 

看 護 学 科 
前
期 

200 100＊ 100＊ 100 200 250 100  950 

理学療法学科 
前
期 

200 100＊ 100＊ 200 200 250 100 1050 

作業療法学科 
前
期 

200 100＊ 100＊ 100 100 250 100  850 

        ＊印を付してある教科は選択教科を表す。 

    「面接」の得点が３０点未満の場合は、合計得点の如何にかかわらず不合格とする。 
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  ｛看護学科（前期日程）｝ 

     ・「国語」について、近代以降の文章、古典（古文、漢文）を使用する。 

     ・「地歴」「公民」について、２教科を受験した場合は、高得点の教科を合否判定に

使用する。 

     ・「数学」について、２科目を受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用する。 

     ・「理科」について、３科目を受験した場合は、高得点の２科目を合否判定に使用す

る。 

 

  ｛理学療法学科（前期日程）｝ 

 ・「国語」について、近代以降の文章、古典（古文、漢文）を使用する。 

 ・「地歴」「公民」について、２教科を受験した場合は、高得点の教科を合否判定に

使用する。 

  ・「理科」について、３科目を受験した場合は、高得点の２科目を合否判定に使用す

る。 

 

  ｛作業療法学科（前期日程）｝ 

  ・「国語」について、近代以降の文章、古典（古文、漢文）を使用する。 

  ・「地歴」「公民」について、２教科を受験した場合は、高得点の教科を合否判定に

使用する。 

  ・「数学」について、２科目を受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用する。 

 ・「理科」について、２科目以上を受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用

する。 

 

③ 編入学 

       入学者の選抜は、科目試験の成績及び提出書類の内容を総合して判定する。理学療

法学科では試験科目として英語を課さないが、英語による出題を含むとしている。編

入学の入試区分と科目の配点を表４－７に示した。 

 

                 表 4- 7 編入学の入試区分と科目の配点 

学 科 科 目 配 点 

看護学科 

作業療法学科 

専門科目 ３００ 

英  語 １００ 

面 接 １００ 

理学療法学科 
専門科目 ２００ 

面 接 １００ 
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 ３．入学者受入方針 

 （１）入学者受入方針 

     入学者受入方針はまだ策定されていないが、本学の教育目標として ①社会や人間の

尊厳を理解し、人々と共感し適切に対応できる人間性豊かな人材の育成 ②科学的知識

に裏付けられた高度な専門的技術と倫理的判断力を有する人材の育成 ③多様な保健

医療専門職の役割を理解し、チーム医療に必要な諸能力を備え、実践できる人材の育成 

④絶えざる向上意欲と自ら研究する姿勢を身につけ、課題の究明に創造的に取り組む人

材の育成 ⑤国際的視野を持ち活躍できる人材の育成 ⑥地域の保健医療の水準の向

上に貢献できる人材の育成をあげている。これらの教育目標を達成するための能力を備

えた学生を求めている。 

 

 （２）入学者受入方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

   ① 入学者選抜方法との関係 

     本学の教育目標を十分に達成するには、これらの目標を達成するための能力を高く

備えた学生を確保することが重要である。入学者の選抜にあたっては、この考え方に

たって一般選抜、特別選抜、編入学の選抜方法をとっている。 

     具体的には、一般選抜では、大学入試センター試験を活用しているが、豊かな人間

性・コミュニケーション能力、科学的判断力、国際的視野に係る基本能力をみるため、

試験科目に、表 4－6 に示したように幅広い科目を課すとともに、これらの科目のう

ち特に国語、理科、外国語の試験を重視している。特別選抜では、地域の保健医療を

担う人材養成と向上意欲のある学生の確保を目指し、県内の高等学校に本学の教育目

標を十分に説明し、これに適合した学生を出身高等学校の校長から推薦してもらい、

これを重視し、大学入試センター試験を免除している。編入学試験では、高学歴志向・

生涯学習意欲の高まりに応えるため、短期大学、専修学校等卒業生を対象にしている。

これらの対象者には、本学の教育目標を実現する専門能力の素地を確認するため、専

門科目の試験を重視している。 

 

②  カリキュラムとの関係 

本学の教育課程は、以上の教育目標を達成するため、基礎教育科目と各学科の専門

科目で構成されている。これら科目（カリキュラム）と教育目標との関係は、第 3 章

教育内容・方法 第 2 現状の説明 １．学部・学科等と教育課程 （３）教育課程の学

科別説明で、説明したとおりである。 

 

 ４ ．入学者選抜のしくみ 

 （１）入学者選抜試験実施体制 

     学生の受け入れ及び実施に関する企画運営は、基礎教員会議に所属する教員３名、看

護学科に所属する教員４名、理学療法学科に所属する教員３名、作業療法学科に所属す

る教員３名、教務学生課長の計１３名の委員と事務的な補佐を担当する教務学生課事務
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職員で構成される入試委員会が担当している。入試委員会の運営は学長によって指名さ

れた委員長が議長となり、毎月１回の定例委員会及び臨時の委員会が開催される。委員

会には、センター部会、個別学力部会、特別選抜試験部会、編入学試験部会、広報部会、

大学院入試部会からなる各専門部会が置かれ、それぞれの広報の企画立案、作題者の推

薦、実施要項の立案、入試判定資料の作成を行っている。委員会で決定された事項は、

すべて教授会に報告され承認を受けた後に実施されている。 

                                          

 （２）問題作成、面接、採点、結果判定 

    ① 作問者の選出 

       作問者は一つの入学試験問題につき３名以上の作問者が担当できるように学内の

教員から推薦し、学長から委嘱状を発行し、委嘱状受領した後より作問を開始してい

る。作問者名は機密事項としている。 

    ② 作問場所 

       作問に関しては機密性保持の観点から、空いている通常の研究室の一室を入試委員

長と作問委員の代表者のみがカードで入室できるように設定し、他の作問委員は代表

者の指揮下で作問の時のみ入室できるようにしている。部屋には、学内ＬＡＮに接続

していないノートパソコンと、プリンター、シュレダーを設置している。作成した試

験問題は、指定されたＵＳＢメモリーに保存し、ノートパソコンには保存していない。 

ＵＳＢメモリーは作問委員の代表者のみが責任を持って保管している。 

③ 試験問題の印刷 

        試験問題は、山県市内のあらかじめ指定した印刷所で本学の入試委員２名の立ち会

いのもとに、山形県指定の複写防止の用紙に、印刷し製本している。 

④ 面接 

        学科長が定めた教員が面接に当たっている。 

⑤ 採点 

        原則として、作問者が採点しているが、学科長が指名した教員も採点を行っている。 

⑥ 合否判定用の資料作成 

        学科毎に指名された入試委員が事前に定められている判定基準に従い資料を作製

し、その資料にもとづいて各学科で確認を行った後に、入試委員会で、入試の実施経

過、採点、資料の作成が正しく実施されたかを審議している。 

     ⑦ 入学試験結果判定会議 

        あらかじめ定められた合否判定基準に基づいて教授会で決定している。 

                                         

 （３）入試当日の実施体制 

      入学試験の実施に当たっては、事前に入学試験実施要綱を整備して、本部と実施本部

（表 4- 8）、試験会場別等担当者( 表 4- 9)、その他の使用会場及び担当を設置( 表 4- 10)

すると共に、試験監督，面接員の配置、試験場の環境が整備された体制を整えている。

さらに、試験実施前に、試験に関わる教職員全員に説明・質疑応答を行って業務が確実
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に遂行されるように図っている。試験当日は，入学試験実施要綱を基づいて学長を中心

に各部署の作業事項を再点検しながら、入学試験を厳正，確実に実施する体制がとられ

ている。 

 

        表 4- 8 2007年度の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     表 4-9  2007 年度の試験会場別等担当者 

学 科 会   場 面接試験員 
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
( 面接控室)  

進行・誘導 

看 護 学 科 

面接第１試験室 
（第１０講義室） 

教授､１名 
准教授２名 

教授１名 
（第１講義室） 

助手 

面接第２試験室 
（第１１講義室） 

教授２名 
准教授１名 

助教 

面接第３試験室 
（第１２講義室） 

教授２名  
講師１名 

助教 

面接第４試験室 
（第１３講義室） 

教授２名 
講師１名 

助教 

理学療法学科 
面接第５試験室 

（理 学 療 法 評 価 実 習 室） 

教授６名 
准教授１名 
講師１名 

講師 
（ 基 礎 生 命 科 学 実 習 室 ） 

講師 
助教 
助教 
助教 

     本    部 実 施 本 部 

本部長 学長 実施本部長 入試委員長 

副本部長 事務局長 実施本部副本部長 個別学力検査部会長 

事務局次長 

本部付け 看護学科長 

理学療法学科長 

作業療法学科長 

実施本部員 入試委員 

教務学生課長 

教務学生主査 

教務学生主事 

受付・案内等 教務学生係長、教務学生主事 

面接試験員等 各学科教員 

休養室 看護学科の教員２名 

試験結果入力 各学科、教務学生係 

施設管理等 主事、自動車運転技士 
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作業療法学科 

面接第６試験室 
（第６講義室） 

 
面接第７試験室 
（第７講義室） 

 
面接第８試験室 
（第８講義室） 

教授４名、 
准教授２名 
講師３名 

准教授 
（ 第 ２ 講 義 室 ） 

助教 
助教 
助教 

 

     表 4- 10  2007年度のその他の使用会場及び担当 

使 用 目 的 使 用 会 場 担   当   等 

本部及び実施本部 
２０１会議室 

事務室（10：00～） 
打ち合わせ 

控え室 食堂 営業せず 

休養室 保健室 担当：准教授１名、助教１名 

 

   （４）入試情報開示について  

    ① 大学のホームページで公開している項目 

      ア. 入学者選抜要項の請求方法 

      イ. 入学者選抜要項 

      ウ. 編入学生募集要項 

  エ. 特別選抜（推薦入学）募集要項 

      オ. 一般選抜募集要項 

      カ. 入学資格の弾力化について 

      キ. オープンキャンパスアンケート集計結果 

      ク. 特別選抜・一般選抜入学試験、結果一覧 

      2004年度から 2008年度までの情報開示項目は、試験実施結果（募集人員、志願者数、

志願倍率、欠席者数、受験者数、受験倍率、合格者数、実質倍率、入学者数、総合点、

合格者最高点、合格者最低点、合格者平均点、受験者平均点）である。 

   

② 入学試験問題の開示 

     本学ホームページでは公開していないが、特別選抜（推薦）試験、一般選抜におけ

る前期・後期日程の個別学力試験、看護学科の三年次編入学試験の試験問題について

は、受験生に試験問題を持ち帰らせている。また、試験当日に試験問題を必要とする

方には配布している。さらに、オープンキャンパスで入試相談コーナーに来た生徒に

は、自由に持ち帰りとしている。正解については公表していない。 

 

③ 入学試験成績開示の方法 

     入学試験成績開示については、本学規程の「入学者選抜試験における個人情報開示

に関する取扱」にもとづいて行っている。 
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     入学者選抜試験における個人情報開示にもとづいて開示請求がなされた結果につい

て表 4-11 に示した。 

 

        表 4- 11 各年度の簡易開示請求件数 

 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 

開示請求数 69 70 74 69 

 

 ５.  入学者選抜方法の検証 

    入試問題を検証する仕組みはまだ導入されていない。入学者選抜方法の適切性について

は入試委員会で毎年、見直しも含め検討しているが、学外者からの意見は、オープンキャ

ンパスに参加した高校の先生との懇談会および高校訪問の時に意見を聞いている。 

 

 ６.  入学者選抜における高・大の連携 

     2004 年度から高校からの要望に基づいて、担当教員を指名し、高校へ派遣して模擬授

業を行っている。2006年度、2007年度に行われたに模擬授業の講義名、派遣職員、受講

者人数について表 4- 12 に示した。 

 

       表 4- 12  高校への出張模擬授業一覧 

実 施 
年月日 

高校名 講座名 
派遣教員 学

年 
受講 
人数 学科 名・職 

2006. 7. 5  鶴岡中央 
一日総合大学 2006 
in 鶴岡中央 

看護学科 倉島助教授 全 80 

2006. 9. 6  鶴岡单 肝の構造、機能と疾患 看護学科 松田教授 1･2 30 

2006. 9.13  寒河江 
作 業 療 法 と チ ー ム
医療 

作業療法学科 千葉助手 1･2 20 

2006. 9.15  山形单 「妊娠期の看護」 看護学科 遠藤助教授 2 40 

2006. 9.28  单陽 
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ
ンと作業療法 

作業療法学科 西山助手 2 25 

2006.10.11 新庄单 看護職の仕事と役割 看護学科 菅原教授 1･2 59 

2006.10.27 米沢東 
「スポーツ理学療法

～下肢におけるテー

ピングの基礎～」 

理学療法学科 鈴木講師 1･2 31 

2007. 6.18  米沢興譲館 「からだが動くしくみ」 理学療法学科 内田教授 2 27 
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2007. 6.28  单陽 

リハビリテーション 

医療に携わる専門職 

の紹介と効果的な筋 

肉のトレーニング方 

法について 

理学療法学科 神先准教授 2 14 

2007. 7. 5  鶴岡中央 
筋収縮と筋力トレー 

ニングについて 
理学療法学科 真壁教授 

1･ 

2･3 
 

2007. 7.19  山形中央  看護学科 井上講師   

2007. 9.12  寒河江 理学療法について   理学療法学科 赤塚助教 1･2 35 

2007. 9.14  山形单 

心身障害論 難治性 

進行性疾患（進行性筋 

ジストロフィー） 

作業療法学科 浅倉准教授 2 40 

2007. 9.25  鶴岡单 妊娠期の看護 看護学科 遠藤准教授 1･2 40 

2007.10. 16 新庄单 看護の仕事と役割 看護学科 青木准教授 2 45 

2007.10.18 米沢東 感染と免疫 看護学科 山下教授 1･2 46 

 

 

 ７.  研究生、科目等履修生、特別聴講生及び外国人留学生 

     学則 第９章 第３５条〜第３８条で研究生、科目等履修生、特別聴講生及び外国人

留学生の受け入れを定め、それぞれについて必要な事項は個別に山形県立保健医療大学

規程（2000 年４月３日制定）に定められており、学部教育に支障のない限りで受け入れ

る体制はできている。しかし、これまで受け入れ実績はない。 

                                         

 ８. 定員管理 

 （１）入試の区分ごとの募集定員、志願者、受験者、合格者および入学者の推移 

    ① 特別選抜 ( 表 4- 13)  

     ア．看護学科  

          2004年度の志願者は 38 名で最終倍率は 2.5 倍、2005度の志願者は 39 名で最終

倍率は 2.4 倍、2006度の志願者は 31 名で最終倍率は 1.9 倍、2007度の志願者は 30

名で最終倍率は 1.8 倍、2008度の志願者は 30名で最終倍率は 2.0 倍となっている。

2007年度、2008年度は志願者が 30 名となっている。 

  

     イ．理学療法学科  

          2004年度の志願者は 22 名で最終倍率は 3.7 倍、2005度の志願者 16 名で最終倍

率は 2.7 倍、2006度の志願者は 13 名で最終倍率は 1.6 倍、2007 度の志願者は 23

名で最終倍率は 2.8 倍、2008度の志願者は 22名で最終倍率は 2.8 倍となっている。
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募集定員を８名に増加した 2006 年度の志願者は前年より３名減尐し、最終倍率も

1.6 倍に減尐したが、2007度からは志願者が増加し 2008年度も最終倍率 2.8 倍と

なっている。 

                                         

     ウ．作業療法学科  

          2004年度の志願者は 10 名で最終倍率は 1.7 倍、2005度の志願者は 13 名で最終

倍率は 2.2 倍、募集定員を８名に増加した 2006 年度は志願者が前年より 7 名増加

し、志願者は 20 名、最終倍率 2.5 倍に増加したが、2007度、2008年度は志願者が

14 名へ減尐し、最終倍率も 1.9 倍へと減尐している。 

                                         

      エ．全学科    

          全学科の状況をみると 2004年度の志願者は 70 名、最終倍率は 2.6 倍、2005度は

志願 68 名、最終倍率 2.4 倍、2006 年度の志願者は 64 名、最終倍率は 2 倍、2007

年度の志願者は 67 名、最終倍率は 2 倍、2008年度の志願者は 67 名、最終倍率 2 倍

となっている。 

 

         表 4- 13  特別選抜の募集人員、志願者、受験者、合格者および入学者の推移 

年度 学科 
募集
人員 

志願者 受験者 合格者 入学者 
  最終倍率 

（受験者数/

合格者数)  

2004 

看護学科 15 38 37 15 15 2.5  

理学療法学科 6 22 22 6 6 3.7  

作業療法学科 6 10 10 6 6 1.7  

計 27 70 69 27 27 2.6  

2005 

看護学科 15 39 39 16 16 2.4  

理学療法学科 6 16 16 6 6 2.7  

作業療法学科 6 13 13 6 6 2.2  

計 27 68 68 28 28 2.4  

2006 

看護学科 15 31 31 16 16 1.9  

理学療法学科 8 13 13 8 8 1.6  

作業療法学科 8 20 20 8 8 2.5  

計 31 64 64 32 32 2 

2007 

看護学科 15 30 30 17 17 1.8  

理学療法学科 8 23 23 8 8 2.8  

作業療法学科 8 14 14 8 8 1.8  

計 31 67 67 33 33 2 

2008 
看護学科 15 30 30 15 15 2.0  

理学療法学科 8 22 22 8 8 2.8  
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作業療法学科 8 15 15 8 8 1. 9 

計 31 67 67 33 33 2.0  

                                         

   ② 一般選抜 ( 表 4- 14）  

   ア．看護学科  

       看護学科は 2001 年～2005 年まで前期日程と後期日程が実施された。前期日程の

2004年度の志願者は 86 名で最終倍率は 2.4 倍、2005年度の志願者は 101名で最終倍

率は 3.1 倍、2006年度の志願者は 115 名で最終倍率は 2.9 倍、2007年度の志願者は

106 名で最終倍率は 2.7 倍、2008年度の志願者は 60 名で最終倍率は 1.6 倍となって

いる。 

       後期日程は看護学科のみ 2001年～2005年まで実施された。表には 2004年度と 2005

年度の結果について示した。2004年度の志願者は 71 名、最終倍率 5.6 倍、2005年度

は志願者 72 名、最終倍率 14.4 倍となっている。 

                                          

   イ．理学療法学科 

       2004年度の志願者は 71 名で最終倍率は 4.3 倍、2005年度の志願者は 65 名で最終

倍率は 4.3 倍、2006年度の志願者は 46 名で最終倍率は 3.5 倍、2007年度の志願者は

26 名で最終倍率は 2 倍、2008年度の志願者は 43 名で最終倍率は 3 倍となっている。 

 

   ウ．作業療法学科 

       2004年度の志願者は 109名で最終倍率は 5 倍、2005年度の志願者は 58 名で最終倍

率は 3. 6 倍、2006年度の志願者は 87 名で最終倍率は 6.8 倍、2007年度の志願者は 45

名で最終倍率は 3.3 倍、2008年度の志願者は 50名で最終倍率は 3.2 倍となっている。 

 

   エ．全学科  

       2004年度の志願者は 337 名で最終倍率は 3.7 倍、2005年度の志願者は 296 名で最

終倍率は 4.3 倍、2006年度の志願者は 248 名で最終倍率は 3.8 倍、2007年度の志願

者は 177名で最終倍率は 2.7 倍、2008年度の志願者は 153名で最終倍率は 2.3 倍と減

尐傾向にある。 

 

     表 4- 14  一般選抜試験志願者、受験者、合格者および入学者の推移   

年度 学科 

前

後

期 

募

集 
志願者 受験者 合格者 入学者 

最終

倍率 

人

員 

 

計 

県

内 

 

割

合 

(%) 

計 

県

内 

 

割

合 

(%) 

計 

県

内 

 

割

合 

(%) 

計 

県

内 

 

割 

合 

(%) 

受験

者数

/  

合格

者数 

2004 
看護

学科 

前

期 
30 86 46 54 79 43 54 33 20 61 30 19 63.3 2.4  
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後

期 
5 71 36 51 28 16 57 5 2 40 5 2 40 5.6  

理学

療法

学科 

前

期 
14 71 11 16 65 11 17 15 1 7.0  14 1 7.1  4.3  

作業

療法

学科 

前

期 
14 109 10 9.2  90 10 11 18 1 5.0  14 2 14.3 5.0  

計   63 337 103 31 262 80 31 71 24 34 63 24 38.1 3.7  

2005 

看護

学科 

前

期 
30 101 32 32 101 32 32 33 14 42 30 14 46.7 3.1  

後

期 
5 72 24 33 72 24 33 5 0 0 5 0 0 14.4 

理学

療法

学科 

前

期 
14 65 9 18 65 9 14 15 2 13 14 2 14.3 4.3  

作業

療法

学科 

前

期 
14 58 12 21 58 12 21 16 5 31 14 5 35.7 3.6  

計   63 296 77 26 296 77 26 69 21 30 63 21 33.3 4.3  

2006 

看護

学科 

前

期 
35 115 50 44 111 49 44 38 21 55 36 21 58.3 2.9  

理学

療法

学科 

前

期 
12 46 8 17 45 8 18 13 5 38 12 4 33.3 3.5  

作業

療法

学科 

前

期 
12 87 12 14 81 11 14 12 1 8.3  12 1 8.3  6.8  

計   59 248 70 28 237 68 29 63 27 43 60 26 43.3 3.8  

2007 

看護

学科 

前

期 
35 106 56 53 100 56 56 37 25 68 37 25 67.6 2.7  

理学

療法

学科 

前

期 
12 26 6 23 26 6 23 13 5 39 12 5 41.7 2.0  

作業

療法

学科 

前

期 
12 45 12 27 43 12 28 13 4 31 12 3 25 3.3  

計   59 177 74 42 169 74 44 63 34 54 61 33 54.1 2.7  

2008 
看護

学科 

前

期 
35 60 34 57 58 34 59 36 22 61 35 21 60 1.6  
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理学

療法

学科 

前

期 
12 43 12 28 42 11 26 14 6 43 13 5 38.5 3.0  

作業

療法

学科 

前

期 
12 50 11 22 45 11 24 14 4 29 13 4 30.8 3.2  

計   59 153 57 37 145 56 39 64 32 50 61 30 49.2 2.3  

 

                                         

 （２）学生収容定員および在籍学生数 

      2004年度～2007年度の学生収容定員および在籍学生数について表 4- 15 に示した。学

生定員数 400名に対し在学者数は 386～401名（97～100％）となっている。学科別にみ

ると、看護学科定数 220名に対し 223～228名でその比は 101～104%、理学療法学科 90

名に対し 82～86 名で同じく 91～95%、作業療法学科 90 名に対し 79～81 名で 87～92%で

ある。 

    上記のとおり、著しい欠員ないし定員超過が生じている学科はない。 

年度ごとの留年者数は、7～16 名認められる。 

 

          表 4- 15  2004年度～2007年度の学生収容定員および在籍学生数 

 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 

 定員 在籍者数 在籍者数 在籍者数 在籍者数 

看護学科 220 223 231 229 228 

理学療法学科 90 86 87 84 82 

作業療法学科 90 79 83 79 81 

合計 400 388 401 392 391 

 

 

 ９.  編入学者、退学者 

 （１）編入学の受け入れ状況（表 4- 16） 

   ①  看護学科 

       2004年度の志願者は 45 名で最終倍率は 2.9 倍、2005年度の志願者は 30 名で最終倍

率は 1.9 倍、2006年度の志願者は 44 名で最終倍率は 2.1 倍、2007年度の志願者は 33

名で最終倍率は 1.3 倍、2008年度の志願者は 33 名で最終倍率は 1.7 倍となっている。 

                                         

② 理学療法学科 

       2004年度から 2007年度まで志願者は一人もいなかった。 2008年度の志願者は 1 名

で最終倍率は 0.2 倍となっている。 
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③ 作業療法学科 

2004年度から 2008年度まで、志願者は一人もいなかった。 

 

 表 4- 16 編入学の試験志願者、受験者、合格者および入学者の推移   

年度 学科 

募

集

人

員 

志願者 受験者 合格者 入学者 
最終倍率 

( 受験者数 /  

合格者数)  

 県

内 

割

合% 

 県

内 

割

合% 

 県内 割合%  県内 割合% 

2004 

看護学科 10 45 14 31 44 14 32 15 5 33 10 5 50 2.9  

理学療法学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  

作業療法学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  

   計 20 45 14 31 44 14 32 15 5 33 10 5 50 2.9  

2005 

看護学科 10 30 11 37 28 11 39 15 6 40 10 6 60 1.9  

理学療法学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  

作業療法学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  

   計 20 30 11 37 28 11 39 15 6 40 10 6 60 1.9  

2006 

看護学科 10 44 18 41 30 13 43 14 5 36 10 4 40 2.1  

理学療法学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  

作業療法学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  

   計 20 44 18 41 30 13 43 14 5 36 10 4 40 2.1  

2007 

看護学科 10 33 15 46 22 10 46 17 7 41 10 6 60 1.3  

理学療法学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  

作業療法学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  

   計 20 33 15 46 22 10 46 17 7 41 10 6 60 1.3  

2008 

看護学科 10 35 13 37 28 11 39 16 7 44 10 6 60 1. 7 

理学療法学科 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.0  

作業療法学科 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  

   計 20 36 13 36 29 11 38 17 7 41 10 6 60 1.7  

 

 

（２）退学者の状況 

    2004 年度～2007 年度の退学者数の推移を表 4- 17 に示した。なお、2008年は 12 月現

在で退学者はでていない。退学理由は、2004～2007年度では、7 割が進路変更（就職希望

職種の変更）、2 割が病気に起因している。 

 

              表 4- 17  2004年度～200７年度の退学者数の推移 

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 

0 3 2 5 
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第３ 点検・評価 

 １．目標の達成度 

    特別選抜へ、出願できる者の要件として、本学が県立大学であることから、県内の高校

を卒業見込みの者で、出身高等学校長が責任を持って推薦できる者とし、一般選抜へ出願

できる要件は、学力を同じ基準で判定できる大学入試センター試験を受験していることと

しており、本学の目的を達成するために各種入学者選抜方法との整合性を図りつつ学生の

受け入れを実施する目標を達成している。 

     到達目標である、明確な選抜基準による入学試験実施体制を確立し維持することに関

しては、入学者受入方針がまだ定められておらず、それに基づいた明確な選抜基準を定め

る必要がある。入学者受入方針に関する以外の試験実施体制は整備され、厳正かつ公正な

入学試験を実施している。 

    特別選抜試験および一般選抜で入学定員に対して適切な入学者数を受け入れ、収容定員

に見合う在籍学生数を確保にしており、目標に到達している。 

 

 ２．効果が上がっている事項 

    特別選抜、一般選抜および編入学ともに厳正かつ公正な入学試験を実施されている。

入学者選抜における高・大の連携については、県内の高校からの要望に基づいて担当教

員を指名し、高校に派遣し模擬授業を行っている。さらに、県内の高校を訪問して情報

の交換を行っている。 入試情報の公開は、個人情報である成績と著作権処理を必要と

する試験問題以外はすべて、本学のホームページで公開している。 

                                         

 ３．改善が必要な事項 

 （１）科目履修等の受け入れに関しては、学部教育に支障がない範囲での受け入れ体制はで

きているが、実績がない。 

 （２）入学者受け入れ方針を制定すること。 

 （３）一般選抜試験の志願者が毎年減尐しており、受験生を増加させる対策が必要である。 

（４）定員 400 名に対し、在籍者数は 96～100％である。欠員の大きな要因は、理学療法学

科と作業療法学科で、2004 年度から 2008 年度まで編入学者が一人も確保されていない

ことにある。このため、編入学制度について、制度の継続を含め、抜本的に検討する必

要がある。 

 

第４ 改善方策 

 （１）科目履修等の受け入れに関しては、これまで以上にホームページで広報を強める。 

 （２）入学者受入方針の策定 

    2008 年度から自己評価委員会を中心に各学科の入学者受入方針の策定に向けて着手

しており 2009年度に公表できるようにする。 

 （３）一般選抜試験の志願者が毎年減尐している原因として、一般選抜方法での大学入試セ
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ンター試験の配分が 80～89％となっており、受験手続きをする前に大学入試センター試

験の結果で容易に合否が予想され、受験を諦めていると考えられる。受験者数の増加対

策として、①本学の一般選抜試験を受験しないと合否が予想できないように 2010 年度

より、個別学力試験等で総合問題を課すことにより、大学入試センター試験の配分を低

くする。②大学ホームページに過去問題の掲載と本学の活動状況の追加を行って、ホー

ムページの内容をさらに充実する。③他県の高校も訪問し広報活動を推し進めていく。 

（４）編入学について、高学歴志向・生涯学習意欲の高まりに応えるという制度の趣旨、こ

れまでの志願・入学実績、編入学者の入学動機、編入学者の入学後の資格取得状況、編

入学者の就職状況等を分析し、学内で、現在対応を検討中である。この結果が 2008 年

度中に出る予定であり、この検討結果を待って、編入学制度の見直しを行うこととして

いる。 

 

 

２． 大学院研究科における学生の受け入れ 

 

第 1 到達目標  

  山形県立保健医療大学の大学院の目的である「保健医療に関する専門性の高い教育研究を

通じ、高度な知識と技術、卓越した実践能力と問題解決能力を有する質の高い人材養成を行

い、病院、保健福祉施設等へ専門職として輩出することにより、本県における保健医療福祉

の一層の発展を図り、もって県民の健康及び福祉の向上に寄与すること」を達成するために、

学生の受け入れ目標を次のように置く。 

   ・多様な能力や背景をもつ人材を得ること。 

   ・社会人学生の受け入れ体制を整え、社会人入学制を実施すること。 

   ・厳正かつ公正な入学試験を実施すること。 

   ・入学定員に対して適切な入学者数を受け入れ、収容定員に見合う在籍学生数を確保する

こと。 

 

第２ 現状の説明 

 1.  学生募集方法、入学者選抜方法 

 （１）学生募集方法 

     オープンキャンパスでの説明のほか、各学科での紹介、選抜要項・ポスターの病院等

への配布、大学のホームページでの広報、実習施設での教員個々による看護師への説明、

受験雑誌への広告掲載を行っている。 

 

 （２）入学者選抜方法 

    ① 募集定員 

       保健医療学専攻の１専攻で、これは、看護学分野、理学療法学分野、作業療法学分

野の３分野から構成されている。分野別の募集定員について表 4- 18 に示した。 
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           表 4- 18  山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科募集定員 

 

 

 

 

 

    ② 出願要件 

      出願資格・選抜区分を、一般選抜と社会人特別選抜に分けて行っている。社会人特

別選抜に出願できる者は、一般選抜の出願資格の条件を満たし、かつ、次の条件を満

たす者としている。 

     ア．看護学分野においては看護師、保健師又は助産師の免許を有すること。理学療

法学分野においては理学療法士、作業療法学分野においては作業療法士の免許を

有すること。 

      イ．各国家資格者として 3 年以上の実務経験を有していること。 

     ③ 事前相談 

        出願を希望する者は、出願前に、指導を受けようとする教員に入学後の研究等に

ついて相談を行うようにしている。 

    ④ 選抜方法 

       入学者の選抜は、選抜試験（英語、専門科目、面接）の結果及び出願書類を総合し

て判定している。選抜試験における各科目の配点は表 4-19 に示す。特に社会人特別選

抜では英語の配点を一般選抜より低くし、面接の配点を一般選抜より高くしている。 

 

          表 4- 19  選抜区分と試験区分の配点 

選抜区分 
試験区分の配点 

英 語 専門科目 面 接 

一般選抜 １００ ２００ １００ 

社会人特別選抜 ５０ ２００ １５０ 

 

 ２．学内推薦制度 

   本学は成績優秀者等に対する学内推薦制度を設けていない。 

 

 ３.  門戸開放 

    本学は、他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」に対応していない。 

 

 ４．飛び入学 

   本学は飛び入学を実施していない。 

 

専 攻 名 分  野 募 集 定 員 

保健医療学専攻 

看護学分野 
12 名 

（社会人特別選抜を含む） 
理学療法学分野 

作業療法学分野 
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５.  社会人受け入れ 

    本学の一般学生と社会人学生の入学者数については表 4-20 に示す。2004 から 2008 年

度まで社会人学生の方が一般学生より多い。 

 

      表 4-20   大学院の受験者数と入学者数 

 選抜区分 分野 2004 2005 2006 2007 2008 

受験者数 

 

一般選抜 

 

看護学分野  2 3（1） 1（0） 3（1） 2（2） 

理学療法学分野  0 1（0） 0（0） 7（0） 2（2） 

作業療法学分野  0 0（0） 2（2） 0（0） 0（0） 

社会人 

特別選抜 

看護学分野 11 9（6） 4（0） 7（4） 2（2） 

理学療法学分野  4 3（1） 3（0） 1（0） 2（1） 

作業療法学分野  3 3（0） 3（0） 3（1） 3（0） 

合計  20 19 (8)  13 (2)  21 (6)  11 (7)  

合格者数 合計  15 17 (7)  13 (2)  19 (6)  11 (7)  

入学者数 一般選抜 看護学分野  1 0（0） 1（0） 2（1） 2（2） 

理学療法学分野  0 0（0） 0（0） 6（0） 2（2） 

作業療法学分野  0 0（0） 2（2） 0（0） 0（0） 

社会人 

特別選抜 

看護学分野  7 9（6） 4（0） 6（4） 2（2） 

理学療法学分野  4 3（1） 3（0） 0（0） 2（1） 

作業療法学分野  3 3（0） 3（0） 3（1） 3（0） 

入学者数合計 15 15 13 17 11 

      (  ): 二次募集における人数。2004年度の二次募集は行われていない。 

 

 ６.  研究生、科目等履修生、特別聴講生及び外国人留学生 

     学則 第９章 第３５条〜第３８条で研究生、科目等履修生、特別聴講生及び外国人

留学生の受け入れを定め、それぞれについて必要な事項は個別に山形県立保健医療大学

規程（2000 年４月３日制定）に定められており、出願を認めることとしているが、2007

年度の研究生 3 名のほか、科目等履修生、特別聴講生及び外国人留学生については、こ

れまで実績はない。 

 

 ７.  定員管理 

     大学院開設の 2004年度から 2007年度までの入学者数は 2007年度は募集定員 12 人に

対して入学者は 17 人であるが、他の年度では定員に対して１～3 人の増減である。在籍

学生数は 2005年度以来 6 人～10 人オーバーしている（表 4- 21) 。 

 

       表 4- 21  学生収容定員・入学者数・退学者数・在籍学生数 

 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 
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収容定員 24 24 24 24 

入学者数 15 15 13 17 

在籍者数 15 30 30 34 

         2004年度は大学院が発足した年のため、在籍者数は入学者数と同じである。 

 

第３ 点検・評価 

 １．目標の達成度 

     一般選抜、社会人特別選抜は達成されているが、科目履修生、特別聴講生及び外国人

留学生の入学の実績がなく、すべての区分において多様な能力や背景をもつ人材を得てい

るとはいえない。 

    社会人の受け入れ体制では、社会人が学べるように、授業時間などに特別措置を設けて

おり、土   曜日、日曜日も講義が受けられ、研究もできる体制にあり、入学者数も社会

人の方が多いので、社会人学生の受け入れ体制を整え、社会人入学制を実施する目標に到

達している。 

    選抜試験の実施体制に関しては整備され、厳正かつ公正な入学試験を実施している。 

 

 ２．効果あがっている事項 

     社会人が学べるように授業時間などに特別措置を設けて土曜日、日曜日も講義が受けら

れ、研究もできる体制にある。 

 

 ３. 改善が必要な事項 

（１）科目等履修生、特別聴講生や外国人留学生を受け入れること。 

（２）社会人学生の履修環境を改善するため、長期履修制度等の柔軟な教育課程を検討す

る必要がある。 

 

第４ 改善方策 

 １．科目等履修生、特別聴講生や外国人留学生の受け入れを増やすことについては、ホーム

ページに項を設定して広報をこれまで以上に強化する。 

 ２．長期履修制度等については、第1章理念・目的と第3章2.大学院における修士課程の教育

内容・方法(1)教育課程等で述べた方策を実行する。 
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第５章 学生生活 

 

第１ 到達目標 

本学においては、教務学生委員会と教務学生課が、学生生活を組織的に支援し、学生生

活全般にわたる諸問題について対応にあたっている。一層の学生生活支援のために、目標を

次のように置く。 

・ 家庭状況による経済的困難から、医療人を目指すための学業・学力の維持に支障を

きたさないよう、可能な限り「経済的支援」を行う。 

・ 医療職を目指す学生の「健康管理」について、健康の自己管理能力を涵養すること

をも考慮し、保健室体制を充実させるとともに、きめ細かな対応を行う。 

・ 青年期にある学部学生の「学生相談」については、時を選ばず誰もが相談できる体

制が確立され、維持されること、また相談後のフォローが十分である。 

・ セクシュアル・ハラスメントのみに留まらず、「ハラスメント」全般について対応

することができるよう相談窓口を設置し、安全で快適な学生生活を送れるよう支援す

る。 

・ 学力を養うのみならず、就職試験に向けた「マナーアップ」対策を強化し、かつ就

職セミナーを広く開催して、学生たちが真に希望する就職先に就職できるよう支援す

る。 

・ 学生たちが主体的な企画・実行力を獲得するため、自治的な「学生組織」に対して、

教職員の支援体制を強化する。 

・ 学生生活の充実には、「学内施設の活用」が欠くことのできない重要事項である。

それに対応するため、財政事情等も考慮しつつ、学生と大学の信頼関係に基づいて学

内施設の夜間開放を積極的に行う。 

 

第２ 現状の説明 

１． 学生への経済的支援 

    授業料納付が経済的に困難な学生がアルバイト等で勉学に支障を来たすことがないよ

うに、保護者の収入が一定以下で、かつ学生の成績が優秀な場合に授業料を全額免除ま

たは半額免除する規程を作っている。「経済的困難」の判定においては、国立学校にお

ける「授業料免除選考基準の運用について（1998 年 3 月 5 日付文高学第 104 号文部省高

等教育局長通知、以下「通知」という。）」 に準ずるものとし、原則として、全額免

除にあっては学費負担者が生活保護法（1950 年法律第 144 号）による生活扶助を受けて

いる場合およびその者の属する世帯の１年間の総所得金額（以下「総所得金額」という。）

が通知の別表第１の収入基準額以下の者、半額免除にあっては総所得金額が収入基準以

下の者としている。「学業優秀」の判定においては、学習態度、行動等が学生としてふ

さわしいと認められる者であり、かつ、1 年次に在学する者は、高校の成績又は入学試験、

2 年次以降に在学する者は、成績が一定の評価される水準以上であると学長が認める者と

している。なお、留年した者（留学、長期療養等によるやむを得ない特別の事由がある
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者を除く。）にあっては、当該年度は免除を受けられない。各種奨学金の募集案内は、

専用の掲示板に掲示して学生に周知を徹底させている。日本学生支援機構による奨学金

給付・貸与状況は大学基礎データ表 44 に示した。 

 

２． 学生の研究活動への支援 

    学生が研究プロジェクトに参加する機会は、地域保健関係の実習のフィールドワーク

への参加、卒業研究に関連したプロジェクト研究への参加等が実施されている。 

    すべての学生が自分の卒業研究を各学科の卒業論文集に執筆することとなっており、

全員の卒業論文がもれなく公開されている。さらに、その後加筆修正して学会発表をし

たり学術雑誌に投稿したりすることを、教員が学生に奨励しており、実際に学会発表、

学術雑誌論文、研究報告書などとして公表されているものも尐なくない。 

 

 ３． 生活相談等 

 （１）学生の健康管理 

本学の健康管理体制は、保健室を置き、内科・耳鼻科・眼科の３人の学校医（いずれ

も非常勤）と、本学教職員の保健室運営員で運営している。保健室運営員は、医師免許

所有教員、臨床心理士資格取得教員、看護師及び保健師、助産師、理学療法士、作業療

法士免許所有の教員・助手、並びに教務学生課職員で構成されており、教務学生委員会

に属する保健室長が代表している。保健室運営員は不定期に会議を開き、学生の保健管

理に関する対応を検討している。これまで保健室には専従の職員が配置されず、医療職

である保健室運営員が臨機応変に保健室業務に携わってきたが、2008 年度からは専従

の職員（養護教諭）が教務学生課付けで採用となり、保健室に配置されている。 

学生の健康管理については、４月に学校保健法に基づく健康診断を実施しているほか、

全学生が医療機関等における臨地実習を行うことから、１年生全員と３年次編入学生に

ツベルクリン反応検査を２段階法で実施している。また、看護学科の学生には、毎年、

HBs 抗原抗体検査を行い、抗体陰性者に対して HB ワクチン接種（３回）を実施してい

る。これら健康診断、ツべルクリン反応検査、抗原抗体検査、ワクチン接種は、いずれ

も学校医及び検診機関が大学に来校して実施している。 

    感染症対策については、発生及び発生の危険性に対応して、随時、学生・教職員への

情報提供、必要な抗体検査の実施とワクチン接種の勧奨を行ってきた。2008 年度から

は、山形県立保健医療大学学生感染症予防対策の関する規程を整備した。 

 

 （２）学生相談 

    学生生活における悩みや問題についての相談に対応するために、「山形県立保健医療

大学学生相談室規程」に基づく「学生相談室」を設けている。学生相談室には、認定臨

床心理士の資格を有する専任教員をはじめ、各学科から教員 2 名ずつが「学生相談員」

として委嘱任命され（看護師 1、保健師 1、理学療法士 2、作業療法士 1、臨床心理士 1）、

進路の相談や実習に対する相談、さらには友人、異性間等の対人関係等幅広い相談事例
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に学科を問わず対応している。学生相談室の相談時間は原則として月曜から金曜までの

午前 10 時から午後 5 時までとしているが、学生相談員の都合のつく時間帯であれば、

この時間に限らず相談に対応している。利用状況は表５－１のようである。 

毎月１回、学生相談員連絡会議を持ち学生相談に関する意見交換、文献紹介や情報提

供を行っている。 

相談内容と件数については、年間平均、約延べ 150 件を超える相談があり、学生に多

くの相談ニーズがあることが伺われ、また、同時に学生相談室が活用され、役立ってい

ることが示される。相談内容もプライバシーの保障が前提となるものが多く、対応も一

段と慎重を期するものがほとんどであり、環境要因の改善が必要な事例も多くなってき

ている。 

「学生相談室便り」を年間 3 回（新年度、夏休み前、冬休み前）発行して、学生に対

し、各学生相談員から、学生生活の参考になることを願って、メンタルヘルスに因んだ

メッセージを記載している。 

 

表５－１ 学生相談室の利用状況 

施設の名称 
学外 

スタッフ 
学内 

スタッフ 
開室 
日数 

年間相談件数 

2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

学生相談室   0 名   6 名 常時   273    61   110   159 

 

 （３）ハラスメントの防止 

    本学では、「山形県立保健医療大学におけるハラスメントの防止および措置に関する

規程」を設けている。ハラスメントの防止のためにハラスメント相談室を設け、教員男

女各 2 名、職員男女各１名および学生男女各 2 名のハラスメント相談員を置いて対応し

ている。ハラスメント相談室の存在と役割、ハラスメントの内容と予防法、ハラスメン

トに直面した場合の対応法、ハラスメント相談員の氏名と連絡先等を、毎年 4 月の新年

度オリエンテーションで全学生にアナウンスしている。 

 

 ４．就職指導 

大学に届いた求人情報は資料として進学・就職資料室に置いているが、本学が夜間や休

日も閲覧できるように LAN 上に「進学・就職関係掲示板」を作成し、学内のパソコンか

らいつでも閲覧できるようにしている（学生は、本学のコンピュータ室を講義や保守のと

き以外は 24 時間、365 日使用できる）。 

本学の 3 年生および 4 年生は臨床実習で長期間大学を離れることがあり、特に理学療法

学科および作業療法学科の学生は県外の医療、福祉施設に 2 ヶ月近くに渡って行くことも

ある。その間は大学に戻れないので大学に届いた求人情報を見ることができない。そこで

学生が携帯電話で上記「進学・就職関係掲示板」にアクセスして求人情報を閲覧できるサ

ービスも提供している。 
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就職率は、2004 年度は９８%であったが、2005 年度～2007 年度は１００%であった（下

表５－２）。全国大学の中で全国第 1 位であった（「読売ウィークリー」2007 年 8 月 12

日号、「エコノミスト」2007 年 8 月 21 日号、「週刊東洋経済」2007 年 10 月 13 日号）。 

 

表５－２ 就職状況 

学   部 進   路 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

  

  

  

保健医療学部 

  

  

  

就職 

民間企業 35 72 60 64 

官公庁 47 25 35 34 

教員 0 0 0 0 

上記以外 0 0 0 1 

進学 
自大学院 0 2 6 2 

他大学院 2 4 2 0 

  そ  の  他 1 5 0 1 

  合    計 85 108 103 102 

うち就職希望者数 83 97 95 99 

就職希望者の就職率 98％ 100％ 100％ 100％ 

 

大学全体での取り組みとして，求人情報のための資料室の設置，学内掲示や携帯サイト

からもアクセス可能な電子掲示板の開設、近隣の求人施設関係者を集めた就職説明会、「就

職セミナー」や「マナーアップセミナー」の開催などがある。 

看護学科は、2007 年度の卒業生 60 名全員が就職した。そのうち山形県内の就職は 27

名と 2 分の 1 に近い。学科内に就職・進学の支援担当を配置し、学部の「就職連絡対策会

議」へ看護学科として、企画運営に関する意見を集約し、提言している。また、全教員が

就職の相談にのれる体制を整えている。 

理学療法学科卒業生は、基本的には全員が理学療法士の国家試験を受験し、国家資格を

得て、理学療法士として保健・医療・福祉施設に就職するか、あるいは大学院等へ進学す

る。本学科としては、4 年次前期開講時のオリエンテーション時の学科長による就職活動

に対する全般的な指導や担任教官による個別指導・相談を行っている。遠隔地の就職情報

に関しては十分な情報が集まらないため、インターネットや学科教官の個人的な情報収集

に頼る場合も多い。求人施設は卒業学生の数十倍で就職率は 100 ％ではあるが、大学病

院や総合病院、小児施設などの求人は減尐傾向で、本人の希望する施設への就職が容易と

いう状況ではなくなってきており、このことが県内への定着率の減尐にも繋がっている。 

作業療法学科卒業生は，過去 5 年間、全員が作業療法士国家試験を受験し，作業療法士

として保健・医療・福祉施設に就職するか、あるいは大学院等へ進学している。作業療法

学科としては、４年次新学期の学科ガイダンス時に就職活動に対する指導を行っている。

また、就職担当教員を 2 人配置し、県内外の就職に関する個別指導・相談を行っている。

また、学生は、専門領域の教員を通じて就職に関する情報を収集する場合も多い。進学希

望学生には、随時、進学に対する個別指導を行っている。就職試験対策については、学生
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の希望に応じて履歴書の添削指導、模擬面接など行って就職試験に対応している。作業療

法士の求人施設も，就職希望者の数十倍であり、就職を希望した学生の就職率はほぼ

100 ％ではあるが，県内施設、小児施設などの求人は減尐傾向であり，また、公務員の内

定時期が 11 月末になることも多く、本人の希望する施設への就職が容易でない状況もあ

る。 

 

 ５．課外活動 

   学生自治組織には学生自治会があり、新入生歓迎行事、大学際、体育祭、卒業生送別行

事等の企画運営を自主的に行っている。また、サークル間の関係調整をも行っている。サ

ークルには 12 の運動系サークル、12 の文科系サークルがあり、各サークルの顧問を教員

が支援を行っている。サークル活動には 1 サークルあたり一定額のサークル活動費が学内

教育振興会より支給されている。特に「花の会」は 180 名という全学生の半数近くが参加

している最大のサークルで、8 月上旪に山形市で開かれる「花笠祭り」に教職員と共に毎

年出場して好評を博している他、国際交流の歓迎行事の舞台で度々踊りを披露し日本文化

の一端を表現する役割を果たしている。 

 

第３ 点検・評価 

１．目標の達成度 

（１） 家庭状況による経済的困難から、医療人を目指すための学業・学力の維持に支障を

きたさないよう、可能な限り「経済的支援」を行うことについて 

授業料免除は、経済的に困難な学生がアルバイトに時間を取られずに勉学に専念でき

るために効果を発揮している。ただし、大学の予算が年々厳しくなる中で成績審査を厳

しくしてきている。その結果、これまで全額免除を受けていた学生が半額免除になった

り、免除を受けられなくなったりする場合も出てきた。これは限られた予算の中で授業

料免除を公平適正に実施するために避けられない措置である。このことから、家庭状況

による経済的困難から、医療人を目指すための学業・学力の維持に支障をきたさないよ

う、可能な限り「経済的支援」を行うという到達目標は、達成されている。 

 

（２） 医療職を目指す学生の「健康管理」について、健康の自己管理能力を育成すること

をも考慮し、保健室体制を充実させるとともに、きめ細かな対応を行うことについて 

保健室に専従の職員が配置されていなかったときは、学生の体調不良時の判断と受診

等の対処、保健室で休養している学生の状態把握等を保健室運営員の教職員が臨機応変

に対応してきた。今まで大きな問題は生じなかった。保健室運営会議でも体制整備が常

に議題となってきた。2008 年度から専従の職員が配置されたことに伴い、学生が保健

室を利用しやすくなり、学生の健康管理体制は大きく前進した。 

本学の規模から医師を配置した保健センターの設置は難しいと考えられ、学生の健康

管理については、今後も専従の職員を配置した保健室として機能していくことが現実的
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と思われる。なお、専従職員の身分は、現時点では正職員ではないが、継続的に学生を

支援する観点から、同一者がある程度の期間、連続的に雇用される人事管理が望まれる。 

学生の感染症対策については、2007 年の全国的な麻疹流行時、各学科の 4 年生が臨床

実習に出ている時期であったので、麻疹の症状、受診する際の注意事項などを郵送して

注意を喚起し、麻疹の抗体検査を県費負担によって全学生対象に行った。検査の結果、

陰性または擬陽性であった学生にはワクチン接種を推奨した。 

今後は、入学時点で全学生の麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎等の抗体の有無を本

人申請により確認し、当該感染症の免疫力が低下していると判断される学生については、

ワクチン接種を勧奨することとした。とくに麻疹については、海外研修のためにも抗体

を持つことが求められることを説明することとした。 

また、HBs 抗原抗体検査及び HB ワクチン接種については、これまで看護学科の学生

だけを対象としてきたが、リハビリテーション部門の実習においても血液に暴露される

機会が皆無ではないことから、理学療法学科及び作業療法学科の学生も対象とすること

が望まれる。 

以上のことから、医療職を目指す学生の「健康管理」について、健康の自己管理能力

を育成することをも考慮し、保健室体制を充実させるとともに、きめ細かな対応を行う

という到達目標は達成されている。 

 

（３） 青年期にある学部学生の「学生相談」については、時を選ばず誰もが相談できる体制

が確立され、維持されること、また相談後のフォローが十分であることについて 

学部学生の「学生相談」について、時を選ばず誰もが相談できる体制が確立され、維持

されること、また相談後のフォローが十分であることという到達目標は、一部は達成され

ているものの、学外からの相談員を委嘱することなどについては未達成である。 

 

（４） セクシュアル・ハラスメントのみに留まらず、「ハラスメント」全般について対応す

ることができるよう相談窓口を設置し、安全で快適な学生生活を送れるよう支援すること

について 

   セクシュアル・ハラスメントのみに留まらず、「ハラスメント」全般について対応する

ことができるよう相談窓口を設置し、安全で快適な学生生活を送れるよう支援するという

到達目標は、ほぼ達成されている。 

 

（５） 学力を養うのみならず、就職試験に向けた「マナーアップ」対策を強化し、かつ就職

セミナーを広く開催して、学生たちが真に希望する就職先に就職できるよう支援すること

について 

看護学科では、志望している就職・進学ができており、全員体制の指導の効果が上がっ

ていると言える。理学療法学科ではこれまで卒業した 1 期～6 期生の卒業後の進路として

は、全員が理学療法士の国家資格を取得しており、大学院への進学者 8 名（本大学院 7 名，

他大学院１名）を除いて、就職率は 100 ％である。卒業年次の国家試験不合格者１名も
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採用取消にはならず、翌年度の試験に合格し、勤務を継続している。作業療法学科ではこ

れまで卒業した 1 期～6 期生の卒業後の進路としては、大学院への進学者 2 人（進学率

100 %）を除き、就職希望者の就職率は 100 %である。また、2007 年度の国家試験不合格

者１名も採用取消にはならず、勤務を継続している。さらに、2008 年度の国家試験不合

格者 4 名は、1 名が勤務を継続しながら、3 名が自宅で次回国家試験に向けての準備を行

っている。 

以上のことから、就職試験に向けた「マナーアップ」対策を強化し、かつ就職セミナー

を広く開催して、学生たちが希望する就職先に就職できるよう支援しており到達目標は達

成されている。 

 

（６） 学生たちが主体的な企画・実行力を獲得するため、自治的な「学生組織」に対して、

教職員の支援体制を強化することについて 

学生の自治活動には、必要に応じて教務学生委員会、教務学生課が助言を行い、また、

すべてのサークルに教員が顧問としてかかわり支援を実施している。このため、学生の自

治活動は健全で安全で生産的に実施されているといえる。 

以上のことから、学生たちが主体的な企画・実行力を獲得するため、自治的な「学生組

織」に対して、教職員の支援体制を強化するという到達目標はほぼ達成されている。 

 

（７） 学生生活の充実には、「学内施設の活用」が欠くことのできない重要事項である。そ

れに対応するため、財政事情等も考慮しつつ、学生と大学の信頼関係に基づいて学内施設

の夜間開放を積極的に行うことについて 

大学では体育館、トレーニングジム、運動場、テニスコート、ゴルフ練習場を備え、本

学の学生団体が課外活動やレクリエーション活動のために使用できるようにしている。原

則として使用する 3 週間前に施設使用許可申請書を提出すれば、24 時間使用可能である。

51 台のパーソナルコンピュータを備えた情報処理室の使用も 24 時間可能である。各サー

クルに割り当てられているサークル室も、さらに共用スペースであるホールも 24 時間使

用可能である。 

講義室、演習室は、国家試験に向けての準備が本格的に始まる後期から、学生の申し出

により夜間解放が行われている。しかし、一部の学生が講義室、演習室を汚損する事態も

みられたことから、学生と大学との信頼関係の重要性を学生に対して再確認することも必

要であった。大学院生用の院生研究室は、大学院生の ID カードにより自己管理されてお

り、24 時間の使用が可能である。 

以上のことから、財政事情等も考慮しつつ、学生と大学の信頼関係に基づいて学内施設

の夜間開放を積極的に行うという到達目標は達成されている。 
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２．効果のあがっている事項 

（１）保健室の管理 

保健室に専従の職員が配置されたことにより、学生が保健室を利用しやすくなり、学

生の健康管理体制は大きく前進した。専従職員の身分は非常勤ではあるが、継続的に学

生を支援する観点から、同一者がある程度の期間連続的に雇用される人事管理が必要で

ある。保健室長については医療職の教授が担うこととなり、学校医との連携、感染症情

報の発信等においてより迅速な対応が可能となった。 

 

 （２）学生相談 

学生相談については、相談件数が年間平均延べ約 150 件を超えており、学生の多くの

相談ニーズに応じて学生相談室が活用され、役立っている。 

就職を希望する学生の就職率は 2005 年度から 2007 年度まで毎年 100％を達成してお

り、近隣の求人施設関係者を集めた就職説明会、「就職セミナー」や「マナーアップセ

ミナー」の開催などの効果をあげている。 

 

 （３）学生の課外活動 

すべての学生自治会活動・サークル活動に対して教員組織は支援的であるが、とくに

約 180 名という全学生の半数近くが参加している「花の会」が 8 月上旪に山形市で開か

れる「花笠祭り」に参加する際には、教職員も共に出場して全幅の支援を行っている。

また、「花の会」は病院や福祉施設等への慰問も積極的に行っている。2008 年度には

卒業生約 50 名による OB/OG 会「華」が結成され、「花笠祭り」に参加した。このよ

うに、学生自治会活動・サークル活動に対する全学的支援は、学生の卒業後の生活にま

で効果を及ぼしている。 

さらに、ボランテア活動として、乳がんの早期発見・早期治療を推進するための世界

的運動であるピンクリボン運動の「やまがたピンクリボン実行委員会」には、本学学生

約 20 名が発足の段階から加わり、ピンクリボンフェスタ 2007で大活躍した。年 1 回実

施される社団法人日本筋ジストロフィー協会山形県支部主催の療育キャンプ集団検診

( 宿泊) にも、毎回本学の学生が多数ボランテアとして参加し、親睦交流、買物の付添、

特定患者の介護等で活躍している。 

 

３．改善が必要な事項 

（１）学生の健康管理 

入学時点で全学生の麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎等の抗体の有無を本人申請に

より確認し、当該感染症の免疫力が低下していると判断される学生については、ワクチ

ン接種を勧奨することとなっている。学生にとっては費用を要することであるが、教育

振興会（父兄による大学後援会）と協議する。 
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    HBs 抗原抗体検査及び HB ワクチン接種については、これまで看護学科の学生だけを

対象としてきたが、理学療法学科及び作業療法学科の学生をも対象とすることと、この

費用負担について検討する必要がある。 

    

 （２）学生相談 

    学生相談に関して、相談する学生が気軽に訪れることができ、かつ秘密が保持でき、

落ち着いて相談できる相談室の設置を検討する必要がある。併せて、本学教員の他に、

より気軽に相談に行くことのできるような、学外からの相談員の委嘱を検討する必要が

ある。 

 

第４ 改善方法 

１．長所の伸張方法 

（１）学生の健康管理 

今後も保健室に専従職員の配置を継続する。保健室長については医療職の教授が担う

体制を今後も継続する。 

 

 （２）学生の就職指導、学生の課外活動 

学生の就職に関して、山形県内の保健・医療・福祉施設関係者を集めた就職説明会、

「就職セミナー」、「就職試験面接研修会」、「マナーアップセミナー」の開催などを

継続し、学生の就職率 100％を今後も維持していく。中には就職・進学を決めかねてい

る学生に対して個別に働きかけることにより、就職活動へ踏み出した学生もいたので、

今後も組織的関わりと個別な関わりの両方で学生を支援していく。また、理学療法学科

および作業療法学科では今後の課題として県外の就職情報をより多く収集する手段を

検討する。県内定着率の向上に関しては、県内の理学療法士および作業療法士に対する

需要状況に大きく影響されるが、県内出身学生が推薦枞の増員などにより増加している

ことから、県内定着率アップに向けて学生と対話していく。本学卒業生の卒後の学習環

境を保障する上でも、県内の理学療法士および作業療法士の卒後教育の充実に大学とし

て協力していく。 

 

２．問題点の改善方法 

（１）学生の健康管理 

保健室の体制整備にあたっては、学校医と連携をとりながら、学生アンケートに保健

室利用の項目を加え、学生のニーズ把握に努め、対応を充実していく。 

HBs 抗原抗体検査及び HB ワクチン接種が行えるように費用の大学負担については、

看護学科では実施済みであるが、理学療法学科・作業療法学科では、2009 年度予算に

新規要求している。 
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 （２）学生相談 

学内教員では対応できない相談例があるので、学外からの相談員を委嘱することにつ

いて、現在適任者を調査中であり、予算措置について努力することとしている。 
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第６章 研究環境 

 

第１ 到達目標 

本学は、教育・研究の成果を地域に還元し、県民の健康と福祉の向上に寄与すること

を、建学理念の一つとしており、教員には関係研究分野の発展に大きく貢献することが

求められているが、これまで教育に重点をおいた大学運営がなされてきた。ところが、

近年の臨床現場における専門性の高まり等から、研究機能の強化も迫られている。この

ことから、環境を整備し、研究機能の強化を図り、本学の社会的評価を高からしめてい

くこととする。 

倫理委員会を通して研究倫理の遵守体制を堅持しながら、教員が質の高い研究成果を

上げられるようにするため、研究費の確保や計画的な研究用設備の整備等の環境を整備

する。さらに、研究成果の公表については、学会への出席旅費等必要経費を確保すると

ともに、本学研究紀要の充実等により発表機会の確保を図り、地域還元に資するととも

に、教員の動機付けを図っていくこととする。 

 

第２ 現状説明 

１．研究活動 

（１）論文等研究成果の発表状況 

2003年度から 2007年度の 5 年間における全専任教員の研究業績は、研究論文が

英文 37 編、和文 221編、計 258編で、著書が 95 編、報告が 22 編、合計 375編であ

った。学会発表は、国際学会 145件、国内学会 725件、計 870件であった。学科別

内訳は次の通りである。 

 

表 6- 1 研究成果の発表状況                   卖位；件数 

 
原著論文 

著書 
報告 

等 

論文
等 

合計 

学会発表 

計 英文 和文 計 国際 国内 

看護学科 135 21 114 46 0 181 359 37 322 

理学療法学科 84 11 73 27 2 113 325 79 246 

作業療法学科 39 5 34 22 20 81 186 29 157 

   卖純計算すると教員一人あたり年間 1.5 編の論文を発表し、3.5 件の学会発表を行

っていることになる。 

 

 ２．教育研究組織卖位間の研究上の連携 

   本学は附置研究所を設置していない。 
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３．経常的な研究条件の整備 

（１）研究費の確保状況 

    研究費の配分に関しては、研究費配分委員会が、毎年研究費の配分方法の方針を

定め、個人研究費、共同研究費及び海外研修費の各総額並びに個人研究費における

職位毎の配分額を決定し、教授会に報告している。 

 

① 個人研究費 

教員が年間の研究活動を行うための経常的経費である。 

個人研究費予算は、次のとおり配分されている。 

    ア．職位による個人研究費配分額( 個人研究費全体の 8 割程度)  

2007年度実績で教授 119万円、准教授 85 万円、講師 65 万円、助教・助手 34

万円であった。毎年約 10%ずつ減尐している。この中に研究旅費も含まれる。 

イ．学長査定による配分額( 個人研究費全体の 1 割程度)  

学科別に比較的費用のかかるものを購入するために使われる。一部は共同研

究費補填分に使う。 

ウ． 配分保留学( 個人研究費全体の 1 割程度)  

大学全体で使用する目的のものであり、FDなどに使用する。 

    エ．個人研究費の使途内訳 

       個人研究費の主な使途は、2007年度実績（平均）で、図書・消耗品等の一

般需用費 48%、学会出席等旅費 28%、実験等備品費 13%、学会等負担金 6%とな

っている。 

       学会には、2007年度実績で、教員一人あたり 3.4 回の出席となっている。 

 

② 共同研究費 

     2007年度実績で 5, 356千円であり、学長が、研究費配分員会が決めた共同研

究費の配分方針、配分枞、公募の手続き等を示した公募要領を教員に配布し、

共同研究を募り、研究費配分員会の意見を参考にして、共同研究費の配分額を

決定している。具体的な配分状況は、次の通りである。 

共同研究を①テーマ設定型共同研究（A型）：学外者を含め、テーマを設定

し研究者を募る共同研究､②学内の共同研究（B型）：学内の教員が共同して一

つの課題を研究する共同研究に分類し研究を募っている。A型 50％、B型 50%

の割合で使われている。ただし県庁関係各課と連携して行われるものは優先的

に採択される。 

研究課題の設定に当たっては、本学の将来構想を見据えた課題、本学の特色

を生かし県民にアピールできる課題であることが求められている。 
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③ 海外研修費 

2007年度実績で 945千円であり、海外研修を希望する教員の申請に基づき、

学長が研修費用を決定している。毎年度３～4 名を派遣している。 

 

（２）教員個室等の整備状況 

① 教員の研究室 

講師以上の専任教員に個人研究室(21.4 ㎡) が、助教・助手には 5 人～6 人入

る共同研究室が与えられている。 

それぞれの学科、研究分野に即した学内の実験施設・実験機器は、管理者の

許可を得ていつでも利用可能である。 

各学科教員の利用する研究室・実習室等を以下の表 6－2 に示した。 

 

      表 6- 2  各学科教員の利用する研究室・実習室等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 研究設備 

研究用設備・備品は、教育用との兼用がほとんどであり、学内のコンピュー

タ LANシステム以外、開学以来、抜本的な更新はなされていない。 

看護学科においては、開学当時からの教育用設備・備品を研究用設備・備品

として用いている。また、その後、大学の共同研究費で購入した設備・備品も

教育用として利用している。IT 環境の変化に伴い、コンピュータを搭載した備

品が旧式化している。 

理学療法学科においては、研究用設備・備品は、教育用にも利用されており、

平成 9 年短期大学開学当時からの備品であるため、機器の旧式化が目立ってい

る。特に、運動学実習室にある３次元動作解析装置と床反力計の運動解析シス

テム機能が低下し、一部測定が不可能となったり、測定データが消失したりす

るなど务化が目立つようになった。 

看護学科教員 教員研究室，３階実習室（基礎看護学実習室，成人看護学実習

室，地域・老年看護学実習室，母性看護学実習室），１階基礎

生命科学実験室，学外フィールド（医療機関，地域フィールド

等） 

理学療法学科

教員 

教員研究室，運動学実習室，理学療法評価実習室兼運動療法実

習室，水治療実習室，物理療法実習室，義肢装具室，大学院実

験室（教材作成室），学外フィールド 

作業療法学科

教員 

教員研究室，ADL実習室，作業療法評価実習室，基礎作業療法

実習室，発達障がい作業療法実習室，義肢装具室，運動学実習

室，電気生理実験室，学外フィールド 
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作業療法学科においては、研究用設備・備品は、ほとんどが教育用にも利用

されており、開学当時のものである。 

 

（３）教員の研究時間 

教育と委員会活動に割く時間をのぞいた時間が、研究時間となっており、その

管理は、教員個人に委ねられている。学科別の状況は、次の通りである。 

看護学科は、開学時から実践力の向上を目指した講義・演習を展開してきたが、

平成 18 年度のカリキュラム改正ではさらに演習を強化した。また、臨地実習につ

いてもワークショップ等を開催し、実習ならではの学びを支援する教育方法の開

発に取り組み、看護職教員は多くの時間を実習に費やしている。また、非看護職

教員も総合基礎教育科目及び専門基礎教育科目の講義・演習はもちろん、卒業研

究も担当している。このように教育を重視している結果、研究活動の時間がある

程度限られている現状にある。さらに、小規模大学の実情から、教員が大学運営

業務に多くの時間を割いており、それも研究時間を圧迫している要因となってい

る。 

理学療法学科と作業療法学科では、平成 12 年開学以来、授業科目内容の変更を

重ねており、学科教員の教育授業に従事する時間が増大してきた。さらに、理学

療法学科では、平成 16 年度のカリキュラム改変以降、客観的臨床実技試験(OSCE)

の導入、従来の 7 週間から 8 週間に臨床実習時間を延長したことや実習時期の変

更などに伴い、学科教員がかなりの時間を割かれている。このような業務状況の

中で、研究活動に当てることのできる時間が不足している。 

 

（４）研究活動に必要な研修機会確保 

教育公務員特例法第 21 条・22 条に規定する教員の学外研修については、学外

研修規程が設けており、研修の種類・手続き等を定めている。特に大学院におい

て研修する場合については、別に取り決めを設けている。 

このほかの研修として、個人研究費よる学会出席（個人研究費の 25%まで旅費

に充当できる）や海外研修費による研修がある。 

これらの研修は、教育に支障を来さない限りで認められている。 

 

４．競争的な研究環境創出のための措置 

研究費の外部資金は、科学研究費補助金のみとなっている。大学基礎データ表 32

にその採択状況を示す。 

 

５．研究上の成果の公表、発信、受信等 

   研究成果を公表する大学出版物については、「山形保健医療研究」を出版し公表し

ている。開学初年度より年 1 巻ずつ出版し、現在第 11 巻まで(2008 年 3 月) 出版して
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いる。掲載の可否は、学内の 2 名の教員による査読後、図書・情報委員会で決定して

いる。修士論文の題目についてはホームページ上に掲載している。 

 

６．倫理面からの研究条件の整備 

副学長を委員長とする学内の倫理委員会が、教員の研究と研究科の学生の研究につ

いて必要な倫理審査を行っている。2 ヵ月に 1 回のペースで年 5 回開かれている。委

員会開催の前に倫理審査書類を提出してもらう。さらに委員会の場でそれを基に研究

計画を口頭で説明してもらい、倫理的に疑義のある点について 7 人( 学外委員２名) の

委員との間で質疑応答がなされる。この後、委員長を議長にして、「承認する」、「条

件付きで承認する」、「変更を勧告する」、「承認しない」、「該当しない」のどれ

に当たるかを全員一致で決定している。条件付きで承認の場合は、修正点を確認し、

後日、本人に必要な修正箇所を通知し倫理審査書類の再提出を求める。各委員が書類

で再審査をし、全員が承認した場合、研究の実施が認められる。 

   倫理審査件数の推移と審査結果配下の通りである。 

2004年度   3 件：承認 3 

2005年度  28 件：承認 25、不承認 0、変更勧告 0、自己都合による再提出 3 

2006年度  25 件：承認 20、不承認 2、変更勧告 1、自己都合による再提出 2 

2007年度  34 件：承認 30、不承認 0、変更勧告 3、非該当 1 

 

第 3 点検・評価 

１．目標の達成度 

（１）研究費の確保について 

研究費（個人、共同、海外）の額については、予算がこの 2 年続いて毎年 10％減

額されてきている。加えて、研究費総額に占める外部資金の割合も年々縮小してお

り、研究に支障を来すことが懸念される。研究活性度を高めるためには、県の財政

に頼ることない外部資金の獲得増に努力する必要がある。 

＜看護学科＞ 

科学研究費補助金については、大学主催の研修会とは別個に看護学科独自でも研

修会を開催するなどして、申請数は年々増加している。 

 

＜理学療法学科＞ 

科学研究費補助金等の外部研究資金の獲得状況は、平成 13 年度から現在まで皆無

である。特に科研費について理学療法学科に関連するリハビリテーション科学・福

祉工学の採択率が年々低い状況にあることや、公立大学全体の採択率の低さも影響

しているものの、外部研究資金を獲得するためのさらなる努力と改善が必要である。 

＜作業療法学科＞ 

作業療法学科においては、教員個々の研究活動に加えて、複数のプロジェクトチ

ームが研究活動を推進しており、科学研究費補助金をはじめとして、外部研究資金
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の獲得に成果が上がってきている。また、学内共同研究費や個人研究費の有効活用

にも努力している。 

 

（２）研究用設備の整備について 

研究スペースは、教員実験室２、基礎生命科学準備室、物理療法準備室、電気生

理実験室・標本室を除き実習室と共用している。平成 18 年度に実験・実習室の配分

見直しが行われ、４階の教材作成室を大学院研究室として新たに利用できることに

なったが、全体として、学部学生の実習室としての使用が優先された利用形態にな

っている。 

研究用設備・備品は、ほとんどが教育用にも利用されている。他大学から研究用

として共同利用の要望がきているものもあるが、学内の利用を優先している。なお、

設備等の更新は、開学以来ほとんどなされていない。 

 

（３）研究成果の公表について 

研究成果の公表は、「山形保健医療研究」とホームページの活用により一定程度

果たされていると考える。2008年度からホームページで学会誌等にアクセプトされ

た修士論文を掲載することにした。 

平成 15 年度から 19 年度の５年間で看護学科の教員が発表した論文等の総数は、

原著論文 135件、著書 46 件、報告等 47 件であった。また、学会発表は 359件であ

った。研究内容としては、各専門領域の課題に基づくものが中心であるが、山形県

の看護実践や県の政策テーマを探求しているものも多かった。 

平成 15年度から平成 19年度までに理学療法学科教員が発表した論文等の総数は、

原著論文 84 件、著書 26 件、報告その他 2 件、学会発表 325件であった。 

平成 15年度から平成 19年度までに作業療法学科教員が発表した論部等の総数は、

原著論文 39 件、著書 22 件、報告 20 件、学会発表 157件であった。研究活動に対し

ては、研究生や外部共同研究者を受け入れ、一定の成果が上がってきている。学会

活動としては、日本作業療法学会をはじめとして、国内外の学会発表の機会を得て

いる。 

 

２．効果があがっている事項 

厳しい県財政状況ではあるが、研究費の確保については、財政当局としては、高い

優先度を本学に与えている。 

 

３．改善が必要な事項 

（１）競争的研究費の獲得 

県財政は緊縮度を強めており、研究費においても、県財政に頼らない自律的な対

応が必要である。併せて、競争的外部資金の獲得は、その研究の価値が第三者から

認められたことでもあることから、教員の研究推進の契機としても期待できる。 
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（２）研究用設備の整備更新 

研究用設備は、開学時に整備したものであり、更新や新規の整備は、ほとんどな

されていない。運動学実習室にある３次元動作解析装置と床反力計の運動解析シス

テムの更新などは喫緊の課題である。これらの機器では、正確なデータ収集に支障

が出たり、製造元の事情で機器の修理が難しくなったり、性能が近年の学術の進展

に適合しなくなってきている。 

 

（３）研究成果の公表 

    教員は、限られた時間内で努力しているが、論文発表が教員一人あたり年 1.5 編

が現状である。論文数・学会発表数が十分とは言える状況にない。併せて、より質

の高い研究を確立することも重要である。特に、若手教員が教育と研究を両立でき

るように環境の整備に工夫する必要がある。 

 

第 4 改善方策 

１．長所の伸張方法 

研究費の県予算確保については、県が与えている高い優先度を十分に認識し、地域

との共同研究や研究成果の地元への還元等を強化しながら、引き続き努力していく。 

 

２．問題点の改善方法 

（１）競争的研究費の獲得について 

県の財政状況に左右されない自律的な研究費獲得は、本学研究機能活性化とって

重要な手段である。外部資金獲得のための手法として、事務局の業務に外部資金獲

得援助業務を新設し、事務局の援助機能を先ず強化する。これは、2008年度から申

請書様式の整備等一部実行している。加えて、競争的資金獲得のための講習会を強

化する。 

 

  （２）研究用設備の更新について 

研究用設備については、10 年以上経過した教育用設備・備品を使用しているため、

時代の変化に対応した新しい研究機器等の整備が不可欠になっている。このことを

県当局と交渉し、長期的な整備計画を県財政当局ともに策定する。併せて、既存の

研究スペースや機器・設備の有効活用を図るため、全学的にこれらの利用をシステ

ム化する方向で検討を始める。 

 

  （３）研究成果の公表について 

研究活動については、法人化後の中期目標に、研究水準の向上、その成果の積極

的な発信、このための支援体制の整備が盛り込まれる予定である。このなかで、外

部資金獲得や研究用設備の更新等の支援体制を上記のような方策で強化する。さら
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に、教員の研究活動を適正に評価するため、評価方法を確立し、その評価結果を、

教育等の評価と総合して一部処遇に反映する方向で検討が進んでいる。 
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第 7 章 社会貢献 

 

第 1 到達目標 

  高齢化社会を反映して、人々の健康に対する関心はますます大きなものとなってきている。

同時に生涯学習への要望も強まっており、このような社会の期待と要請に応えて開かれた大

学としての役割を果たすには、教育研究の成果を社会に還元し、公開講座、県内医療関係者

対象講座などを通じ、積極的に社会貢献を果たしていくことを目標とする。 

 

第 2 現状の説明 

１．社会への貢献 

（１）社会との文化交流等を目的とした教育システム 

地域への貢献として、小中学校、高等学校や地域の福祉団体に、講演会等の講師とし

て本学の教員が出張し、地域の生活文化の向上に貢献している。講演のテーマは、子供

の心理ケア、在宅看護や認知症対策等多岐にわたっている。 

学生による地域への貢献として、地域のイベントへの参加やイベントの開催がある。

本県を代表する夏祭りとして「花笠踊り」があり、本学の学生サークル「花の会」180

名ほどの学生と教職員が参加し、祭りを盛り上げている。「花の会」は、このほかに他

地域のイベントにも積極的に参加しており、長期にわたる練習を経て、山形の郷土芸能

をマスターするとともに、地域の気風を肌で感じ取っている。また、学生サークル「清

い翼」では、毎年夏休みを利用し、西川町で地域の心身障害者の家族とキャンプを張り、

交流を行い、障害者の生活全般についての認識を深めている。 

 

（２）公開講座 

本学の知的財産を地域に広く紹介するため、一般県民を対象に毎年公開講座を開いて

いる。公開講座の企画・運営は、図書・情報委員会が行っており、年度の初めに、前年

度の受講者のアンケート等を参考にして公開講座のテーマを決めている。これに合わせ

学内に講師を募っている。演題や内容は、特別な専門知識を持たない県民を対象とする

ので、興味の湧く分かりやすいものとなるよう心がけている。広報や受講者のとりまと

めは、図書館が担当している。広報は、案内チラシを作成し、市町村の広報誌等に掲載

している。公開講座受講者には、受講証書を交付するとともに受講結果についてのアン

ケートを求めている。公開講座の内容は、報告書として刊行し、関係機関等に送付して

いる。 

以前は年 2 回の開催としてきたが、特に遠隔の地域から開催要望が強いことから 2007

年度より年 3回の開催とし、県内の各地域を年数を置かないで巡回するようにしている。

年を追って、聴講者数は増えており、聴講要望の高い演題については、遠くの地域から

でも受講者が集まっている。 

これまでのテーマと開催場所、参加人数を下に示す。 
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  2000 年度「尐子高齢時代を共に生きる」Part１ 

11 月 11 日,18 日（本学）  参加者数；延べ 104 名  

・尐子高齢化とその問題点」（廣井正彦）  

・「高齢者の健康と薬 ～クスリといかにつきあうか～」（八木 忍） 

・「子育てのこころ、孫育てのこころ」（佐竹真次） 

・狭心症と心筋梗塞～その予防と対処の仕方～」（細谷幸雄）             

 

2001 年度「尐子高齢時代を共に生きる」Part2  

  6 月 23 日（本学）          参加者数；延べ 215 名（6 月 23 日、30 日） 

シンポジウム「尐子化と母性問題」（藤澤洋子） 

・「女性と母性」（遠藤恵子）  

・「女性のライフスタイルから」（平塚朝子） 

・「尐子社会の家族関係」（佐竹真次） 

・「医療経済からみた尐子高齢化とその対策」（廣井正彦） 

6 月 30 日（本学） 

高齢者の日常生活における障害の防止   

・「変形性膝関節症の予防」（小野武也） 

・「腰痛の発生要因とその予防」（伊藤友一）      

 

2002 年度「「尐子高齢時代を共に生きる」Part3 

  7 月 6 日（本学）  参加者数；延べ 228 名（7 月 6 日、13 日） 

「これからの性と生」   

・「これからの性と生～山形の現状から考える～」（渡會睦子）  

・「性と生に関するディスカッション」   

学校での現状から（山形東高等学校養護教諭  土屋孝子）  

家庭での現状から（山形市 PTA 連合会母親委員会  山田弥生） 

助言( 産婦人科医療の立場から) （廣井正彦） 

7 月 13 日（本学） 

「 高齢期の心と体の健康」  

・「家族・育児・夫婦・介護・仕事は並立するか」（佐々木  学） 

・「達者で長生き、二兎を追う」（大島義彦） 

 

2003 年度「尐子高齢時代を共に生きる」Part4 

  7 月 5 日（本学）  参加者数；延べ 201 名（7 月 5 日、12 日） 

「今日におけるリハビリテーションと QOL(Quality of Life) 」  

・「リハビリテーションは真に理解されたか」（伊橋光二） 

・「QOL について考える」（浅倉次男） 

・「人々がよりよく生活するために」（埀石啓芳） 
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7 月 12 日（本学） 

「日常の中でリハビリテーションと QOLを具体化する」 

・「子どもの心のリハビリテーション～看護の立場から～」（遠藤芳子） 

・「在宅での日常生活と理学療法の実践～理学療法の立場から～」（百瀬公人、

单澤忠儀） 

・「日常生活リズムと QOL～作業療法の立場から～」( 藤井浩美)  

 

2004 年度「尐子高齢時代を共に生きる」Part5  

～QOL(Quality of Life)の向上をめざして～ 

～保健・医療・福祉の視点から望ましい共生社会を探る～  

    10 月 2 日（酒田市総合文化センター） 参加者数；延べ 152 名（10 月 2 日、9 日） 

・QOL について－主として発達障害の視点から－」（浅倉次男） 

・「骨粗鬆症の診断と治療－高齢者の腰痛を含めて－」（日下部 明） 

・「障害受容について～誰でもいつかは障害者～」（青木実枝） 

・「介護サービスと利用者の満足度」（西口宏美） 

        10 月 9 日 ( 本学)  

・健康で質の高い生活をめざして－健康寿命の伸展を考える－」( 後藤順子)  

・『花笠ダンベル体操』による高齢者の健康・体力づくり」( 柳田昌彦)  

・「生活と余暇」( 藤原健一)  

・健康長寿のための運動と食事 －日常生活のちょっとしたこころがけ－」( 内田

勝雄)    

 

2005 年度「尐子高齢時代を共に生きる」Part6  ～心身の健康と豊かな生活～  

10 月 22 日(本学) 、10 月 29 日( 鶴岡市中央公民館)  参加者数；延べ 246 名 

・更年期を自分らしく生き生きと」( 遠藤恵子)  

・「腰痛体操の効果」( 鈴木克彦)  

・「日常生活活動の自立を助ける福祉用具について」( 佐藤寿晃)   

 

2006 年度「これからの高齢社会を生きる」  

     10 月 21 日 (本学) 、10 月 28 日(最上交流センター)  参加者数；延べ 609 名 

・「介護予防を進めよう」( 後藤順子)  

・「認知症の理解と予防」( 竹原 敦)  

・「山形県オリジナル介護予防体操の紹介」( 神先秀人)    

 

2007 年度「考えよう！ 健康と福祉」 

   9 月 29 日（酒田市総合文化センター） 参加者数；延べ 675 名（9 月、10 月、11 月） 

・「地域を語る、地域が語るー私のまち健康プラン」（菅原京子） 

・「加齢に伴って運動神経は衰えるか」 （三和真人） 
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・「健康と福祉に役立つ心理学の知恵」（佐竹真次） 

10 月 20 日（置賜文化ホール） 

・「生きること、死ぬことを考える」（山田皓子） 

・「加齢に伴って運動神経は衰えるか」（三和真人） 

・「高齢化社会と介護予防―介護予防体操の開発を通じてー」( 佐藤寿晃)  

11 月 17 日( 本学)  

・｢地域を語る、地域が語るー私のまち健康プラン」（菅原京子） 

・「加齢に伴って運動神経は衰えるか」（三和真人） 

・「軽度発達障がいに対する育児支援について―作業療法士からの発信―」( 福田

恵美子)     

 

 （３）教育研究の成果の社会への還元 

2006年度より、県内の主に看護師、保健師、理学療法士、作業療法士を対象に、3 学

科の専任教員が講師となり、実践的公開講座を開催している。この講座の全体的調整（開

催回数、開催時期等）は、総務運営委員会で行っているが、具体的な企画・実施は、各

学科に委ねている。 

これまでのテーマ（講師）、対象者、開催場所、参加人数を下に示す。 

 

   2006 年度 

    ・看護学科 「今日、看護職に求められる看護倫理と言動」（齋藤ひろみ、 

後藤順子）、最上地区病院等医療施設看護職、県最上総合支庁、 

40 名 

    ・理学療法学科 「運動器の触診と徒手療法の基礎」（伊橋光二）、県内理学療法士、

本学、18 名 

    ・作業療法学科 「米国コロラド州の作業療法事情」（藤井浩美）、県内作業療法士、

川西町浴浴センターまどか、26 名 

 

   2007年 

    ・看護学科   「看護チームのマネジメント 基礎理論と実際」（菅原京子）、 

東北中央病院看護師、東北中央病院、90 名 

  「保健師教育の現状と課題」（後藤順子）、県保健所保健師、本学、 

15 名 

「患者様の心をつかむコミュニケーション」（後藤順子）、 

最上地域医療従事者、本学、58 名 

    ・理学療法学科 「臨床筋電図学と動作筋電図解析の基礎」（三和真人、真壁寿）、 

県内理学療法士、本学、10 名 

    ・作業療法学科 「作業療法の臨床に役立つ統計入門」（藤井浩美）、 

県内作業療法士、本学、26 名 
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（４）県、市町村の政策形成への寄与 

    県、市町村の政策形成への寄与としては、県・市町村の各種審議会の委員として教員

を派遣している。2007年度の実績として、県・市町村等の審議会等への委員派遣が新た

に 19 件あった。現在、本学の教員が就任している委員の主なものは、次の通りである。 

    山形県介護保険審査会委員、山形県保健医療推進協議会委員、山形県精神保健福祉審

議会委員、山形県訪問看護推進協議会委員、山形県准看護師試験委員、山形県総合政策

審議会委員、山形県社会福祉審議会委員、介護予防市町村支援委員会委員、山形地方社

会保険医療推進協議会委員、山形県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員

会委員、山形県社会保険健康づくり事業推進協議会委員、山形県献血推進協議会委員、

等。 

    このほかに、県との共同研究による県の政策形成への寄与も制度化している。2006

年度、2007年度の共同研究テーマを、下に示す。これらの中で、介護予防体操について

の共同研究は、2007年度に「花の山形しゃんしゃん体操」として結実し、マスコミにも

大きく取り上げられ、県内の老人福祉施設や地域老人クラブ等に広く普及し始めている。 

 

   2006年度 

    ・親任期保健師の現任教育の体制整備に関する研究 

    ・山形県在住高齢者に対する「山形県オリジナル介護予防体操」の効果の検証 

   2007年度 

    ・特定健診・特定保健指導に関する市町村保健師等に対する研修手法の研究 

    ・内臓脂肪症候群対策に向けた生活習慣改善プログラムの実証的研究 

    ・山形県在住高齢者に対する「山形県オリジナル介護予防体操」の効果の検証 

 

 （５）大学の施設・設備の社会への開放 

    本学の施設は、県主催の事業と本学教員が関与する事業に限り、学外に開放している。 

   講堂や教室の利用については、事前に教授会を通して開放計画を公表し、学内の授業等

と調整している。2007年度に 9 件（12）日の開放を行っており、例年程度の開放になっ

ている。図書館は、平日・土曜日の開館日を学外者にも開放している。このほか、グラ

ンドを、土・日曜・祝日に限り、2007年度から学外の団体に開放している。 

    設備の開放については、地域貢献や他大学等との相互援助のため、学内の使用に支障

のない限り教員の裁量に任せてきたが、設備が増えたこと等により十分な管理が難しく

なったことから、2008年度から県の財務規則に従い、学外への貸し出しについて手続き

を強化した。 
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 （６）県内保健・医療・福祉施設見学交流会の実施 

    県内保健・医療・福祉関係について理解や課題認識を深めることを目的として、県内

関係施設を訪問し、施設職員と本学の教授・准教授が交流する事業を、2004年度より実

施している。このうち 2006年度以降の実施状況を表７－１に示した。 

 

    表７－１ 県内保健・医療・福祉施設見学交流会実施状況 

 訪問地域 訪問施設名 参加者数 

2006年度 置賜地域 

介護老人保健施設ドミール单陽、三友堂リハビ

リセンター、サンファミリア米沢、白鷹町立病

院・保健センター、公立置賜総合病院・救命救

急センター 

14 名 

2007年度 北・西村山地域 

特別養護老人ホームひがしざわ、北村山公立病

院、特別養護老人ホーム翠明荘、老人保健施設

ハイマート福原、老人保健施設ローズ村山、寒

河江市立病院 

19 名 

2008年度 单村山地域 
老人保健施設・軽費老人ホームメルヘン、山形

さくら町病院、県立総合療育訓練センター 
12 名 

 

 

第 3 点検・評価 

１．目標の達成度 

公開講座は、県民の希望に応える形で、開催場所を本学以外に増やしたり、開催回数を

増やしたりして、その充実に努めてきた。その結果、受講者も増えてきており、外部から

開催予定について年度初めから照会がくるようになってきている。本学の知的財産を学外

に分かりやすく開放するという目的は、十分達成されている。また、看護師等の医療技術

者を対象とした公開講座も、受講者数や熱心な受講態度から見て着実に県内関係者に根付

きつつある。 

県、市町村の政策形成への寄与については、県、市町村及び関係団体の各種審議会への

委員としての参画や、県との共同研究をとおして、十分に地域の行政政策の形成に寄与し

ている。 

地域社会との文化交流については、本学の専門分野をとおして、地域の求めに応じて活

発に行っており、学生もイベントへの参加をとおして、地域の文化振興に貢献している。 

施設・設備の社会への開放や社会との共同利用については、限定的ではあるが行ってき

ている。 

 

２．効果があがっている事項 

一般県民対象の公開講座、医療技術者を対象とした公開講座等の本学の知的財産の地域

社会への還元については、効果を上げている。 
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県内保健・医療・福祉施設見学交流会では、県内施設が抱える課題を把握し、本学の教

育研究の充実に寄与している。 

地域の政策形成や地域との文化交流についても、本学の専門領域を生かした形でよく行

われている。 

 

３．改善が必要な事項 

体育施設、特にグランド・体育館については、開放を促進するため、2007 年度に学内

の施設管理規程を改正したが、地域に開かれた大学を実現するにも、開放の拡大について

検討する必要がある。 

 

第 4 改善方法 

１．長所の伸張方法 

公開講座の開催については、教員に大きな負担を強いてきているが、一般県民や関係者

の評価は高いので、これまでの努力を今後とも継続していく。地域の政策形成への寄与や

地域との文化交流については、これまで同様、本学の専門性を生かした形で、積極的に努

力していく。 

県内保健・医療・福祉施設見学交流会は、今後とも継続していく。 

 

２．問題点の改善方法 

施設特に体育施設の外部開放については、その障害となっている学生との利用調整や光

熱費のコストを考慮して、2008 年度中に条件を整備する。 
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第８章 教員組織 

１．学部等の教員組織 

 

第 1 到達目標 

専任教員の配置数は、大学設置基準を十分クリアしているが、その学科別配置内訳や主要

授業別配置内訳においては、学生の定員・教育方法等と併せ検証し、学生の在籍数、科目の

配置状況や講義・実習方法等教育の実態にあったバランスの取れた配置になるように図って

いくこととする。 

教員の採用・昇格に関する任用については、近年の多くの看護系大学の新設により、特に

看護系教員の流動化が高まっているが、教員が長期にわたって欠員となるようなことのない

ように、教員の募集に力を入れていくこととする。 

2007年度に教室棟に 1 名増員した教育研究支援職員について、この効果について検証する

ともに、ティーチングアシスタントの制度化についても、法人化に向け検討することとする。 

教員の教育研究活動に関する評価については、教員選考において、教育・研究に係る能力・

実績のうち特に教育に関して重視することとするとともに、教員の教育研究活動に係る評価

方法については、本学の法人化後に確立するものとする。 

 

第２ 現状の説明 

１．教員組織 

（１）学部・学科などの理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数との関係における

当該学部の教員組織の適切性 

    本学の教員組織は大学基礎データ表 19、表 19- 2 に示したとおりである。 

 

（２）大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性( 専任教員は、専

ら自大学における教育研究に従事しているか)  

専任教員の担当授業時間の概要を表 8- 1 に示した。 

 

表 8- 1 専任教員の担当授業時間                 卖位；授業時間 

 教授 准教授 講師 助教 

備考 講義 

演習 

実験 

実習 
計 

講義 

演習 

実験 

実習 
計 

講義 

演習 

実験 

実習 
計 

講義 

演習 

実験 

実習 
計 

最高 15.8 15.8 31.5 13.6 24.4 32.3 9.2  29.8 36.4 6.6  26.7 30.3 1 授

業時

間 

＝ 

45 分 

最低 3.6  0.2  5.7  1.5  1.9  6.7  3.1  0.9  6.2  0.0  1.8  5.7  

平均 10.0 6.9  16.9 7.3  13.3 20.6 5.3  11.4 16.7 3.0  13.2 16.2 
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（３）主要な授業科目への専任教員の配置状況 

主要な授業科目への専任教員の配置状況と専任・兼任比率については、大学基礎デー

タ表３に示した。なお、授業科目と担当教員の詳細についてはシラバスに記述している。 

 

（４）教員組織の年齢構成の適切性 

教員組織の年齢構成については、大学基礎データ表 21 のとおりである。 

 

（５）教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその

妥当性 

   教員間の連絡調整については、各学科から複数の委員を選任して構成している教務学

生委員会を１か月に１回開催して行っている。また、各学科内においても定期的な学科

会議、および専門領域ごとに連絡調整会議を定期あるいは適宜開催して連絡調整を行っ

ている。 

    兼任教員との連絡調整については、専門科目については連絡担当の専任教員を選任し

て連絡調整に当たっている。一方、兼任教員の多い総合基礎科目や専門基礎科目につい

ては、音楽等の一部科目では事務局が連絡を担当している場合もあるが、全体として教

務学生委員会で調整している。臨地・臨床実習については各学科で実習施設との連絡調

整に当たっている。 

 

２．教育研究支援職員 

本学の教育研究支援職員は、看護学科に助手 1 名と嘱託事務職員 1 名、理学療法学科・

作業療法学科に臨時事務職員 1 名（2007年度から配置）が配置されている。この他には、

実験等を補助する技官、情報処理専門職員、ティーチングアシスタントなど教育研究の支

援を行う職員は配置されていない。 

 

３．教員の募集・任命・昇格に関する基準 

本学は 2000年 4 月に開学し、また 2004年４月には大学院修士課程を開設した。したが

って、学部教育に係る教員については 2004年度から、大学院修士課程教育に係る教員に

ついては 2006年度から学内規定に基づいて教員の任用を行っている。 

   全ての教員の任用（採用、昇任）は、教員等選考規程、教員等選考基準および教員等選

考に関する申し合わせに基づいて行っている。 

教員任用の必要が生じた場合、教授会は、任用方針を定め教員選考委員会を設置する。

この教員選考委員会は、募集と審査を行い、結果を教授会に報告する。採用人事について

は、公募によって行っており、他大学・施設等への募集要綱の郵送のほか、本学ホームペ

ージへの掲載や科学技術振興機構の研究者人材データベースなどにも掲載して広く人材

を求めている。採用人事には、学内から応募することもできるが、必要によって公募によ

らない昇任人事も行っている。 
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   教員選考委員会は、上記規定に基づき、応募者についての書類審査（履歴書・教育研究

業績調書・教育研究に関する抱負・主要論文）および必要に応じて面接を行い、任用候補

者１名を教授会に報告している。教授会は、この報告を審議し、任用の可否を決定してい

る。 

 

４．教育研究活動の評価 

教員の教育活動については、大学コンソーシアムやまがた主催で、全授業について学生

による授業評価が行われており、その結果は学内で公表している。教員の研究活動につい

ての評価方法は具体的に検討されていないが、各々の研究成果は、学内発行の研究紀要「山

形保健医療研究」に投稿し、毎年 1 回、3 月に刊行している。されに 2005年度に、2000

年度から 2003年度までの教員の業績集を刊行している。 

 

 ５．大学と併設短期大学（部）との関係 

   本学は短期大学（部）を併設していない。 

 

第３ 点検・評価 

１．目標の達成度 

（１）教員組織の適切性 

専任教員はその配置を規定した大学設置基準を満たし、また、看護師、理学療法士、

作業療法士の国家試験受験資格を定めた指定規則に基づいて配置されており、その法的

な適切性は確保されている。また、職位構成では、教授 21 名、准教授 7 名、講師 8 名、

助教 12 名である。この職位構成は学科により異なるが、全学的には、大学院教育も含

め、教授職を厚くして教育を充実させている。 

専門科目の専任・兼任比率については、専任教員の比率が高く、特に必修科目におい

ては全学科の平均で 80％以上（78.4%～84.3％）であり高い比率となっている。 

専任教員の担当授業時間は、教員によって大きな差が生じているが（表８－１）、授

業以外の学内業務や公開講座等の地域貢献関係業務関係で、業務負担全体のバランスを

とっている。 

全教員の年齢構成を 10 歳卖位で見ると、61 歳以上が 12％、51 歳～60 歳が 32％、41

歳～50 歳が 30％、31 歳～40 歳が 22％、40 歳以下が 2％であり、ほぼ均衡している。一

方、教授職だけを見ると、51 歳以上が 73％、50 歳以下は 27％であり、ベテランの教授

を多く配している。 

 

（２）教育研究支援職員 

教員研究支援職員が配置されているが、それでも、教育および研究に関する業務の

多くを専任教員が担っている。大学院が開設され、特に研究指導教員の負担が増して

いる。コンピュータシステムの管理も一部の教員が対応している。 
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（３）教員の募集・任命・昇格に関する基準 

現在、医療系大学が急速に増えており、全国的に教員確保が大きな課題となってい

る。本学においても、特に看護系教授の採用に際して、募集期間の延長を必要とした

場合があった。 

       本学は県立大学であり、教員の任用についても県の担当部局との調整を必要として

おり、教員の異動への対応に時間を要する場合もある。 

        学校教育法第 58 条改正に伴い、本学に准教授・助教任用に関する教員選考特別規程

を設け、昨年 4 月より教員組織を改編し、助教授は廃止して准教授を配置し、新たに

助教を配置することとした。准教授については助教授を当てた。本学では、助手は従

前から実習科目を中心に教育を担っており、原則として助手を昇任させて助教に任用

することとした。助教の任用にあたっては、教員選考委員会を設置して審査を行った。

助教の教育担当としては、従前から担当している実習科目等を担当し、また、専門性

や経験によって講義、演習課目の一部も担当している。助教の学内委員会などの運営

への参加は、従前から助手も一部に関与しており、助教も継続して関与している。 

 

（４）教育研究活動の評価 

    教育活動については学生による授業評価が行われ、研究活動については研究紀要や業

績集の刊行がなされているが、教員の教育研究活動について体系的で十分な評価方法は

整備されていない。 

 

２．効果があがっている事項 

   専任教員の配置については、大学設置基準を満たしているほか、職位毎の配置数や年齢

構成においてもバランスがとれている。また、教育研究支援職員についても改善が見られ

た。 

   教員の募集・任命・昇格についても、関係規程が整備されているとともに順守され、透

明性が確保されている。 

 

３．改善が必要な事項 

大学院を開設する際、教員が増員されていないため大学院関係業務が尐なからず過重に

なっているのと認められるので、教育研究支援職員について改善する必要がある。教員の

教育研究活動については、体系的な評価方法を整備する必要がある。 

 

第４  改善方策 

 １．長所の伸張方法 

   医療系大学の開学増による教員不足の中ではあるが、専任教員の配置や教員の募集につ

いては、大学運営上の根幹にかかわることであることを十分認識し、これまでの努力を継

続していく。 

 



108 

 

２．問題点の改善方法 

    教育研究支援職員の不足については、財政上増員が不可能と考えられるので、ティーチ

ングアシスタントを制度化し、その活用を図る事で改善する。 

    教育研究活動の評価については、法人化後に実施することとしている。 

 

 

２．大学院研究科の教員組織 

 

第 1  到達目標 

学部所属の教員が、大学院研究科担当の教員を兼務していることから、教員組織について

は、学部のものと同様のものとする。ただし、研究科教育の根幹である学生への研究指導の

ための大学院設置基準第 13 条該当の研究指導教員については、分野・領域ごとにバランス

のとれた配置に努めることとする。 

 

第 2  現状の説明 

１．教員組織 

（１）教員組織の適切性、妥当性 

大学院教員は、教育研究上支障を生じないように配慮しながら学部教員が兼務してお

り、大学院と学部は一体の関係になっている。研究指導は、大学院生 1 名につき、主指

導教員のほかに、研究科委員会承認のもとに副指導教員を 1 名配置している。一方、他

大学の大学院等との組織的な連携は現在のところない。研究科の教員組織は、大学基礎

データ表 19- 3 に示した。専任教員の大部分を教授で占めている。 

なお、大学院担当教員の大学院設置基準第 12 条規定の教員数は、大学基礎データ表

19－3 のとおりであるが、2008年 6 月に表 8－2 のとおり充実した。 

 

表 8－2 大学院担当教員の資格状況             卖位；人 

 看護学分野 理学療法学分野 作業療法学分野 

研究指導教員 9 7 4 

研究指導補助教員 3 0 1 

授業担当教員 3 2 3 

 

 （２）教員の連携体制の確保状況 

    研究科における組織的な教育を実施するための教員の役割分担と連携体制の確保に

ついては、第 3 章教育内容・方法 第 3 点検・評価 ３．改善が必要な事項（１）組織的

な教育の確保についてにおいて説明しているように、学修のプロセス管理は研究指導教

員にほとんど委ねられている。 
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２．教員研究支援職員 

教育研究支援職員については、上記学部の項で述べたように本学に配置されているが、

学部の教育研究に関する支援が主であり、大学院まで支援が十分に回っていない。 

 

３．教員の募集・任命・昇格に関する基準 

大学院教員の募集・任命・昇格については、学部と大学院が一体となって行っている。

大学院の研究指導教員の資格については、「研究科教員の審査に関する申し合わせ」に基

づき、研究科長を委員長とする教員等選考委員会で審査している。この結果については、

研究科委員会に報告している。 

 

４．教育研究活動の評価 

評価は行われていない。 

 

５．大学院と他の教育研究組織・機関等との関係 

大学院と学部の人的交流については、大学院教員が全員学部教員を兼ねていることから、

十分になされている。加えて、研究科委員会は、学部の教授全員で構成されている。 

他大学との人的交流については、外部講師による交流がなされている程度である。国際

学術交流については、大学基礎データ表 12 に示すとおりであるが、本学では、コロラド

大学とコロラド州立大学とそれぞれ国際交流協定を締結して教育研究交流を実施してい

る。 

 

第 3 点検・評価 

１．目標の達成度 

研究指導教員や研究指導補助教員の配置は、大学院設置基準を満たしているほか、学部

と同様に教員の年齢構成においてもバランスがとれている。また、教員の募集や研究指導

教員の資格審査に関しては、関係規程が整備されており、透明性が高くなるように機能し

ている。 

 

２．効果があがっている事項 

   教員組織や教員の募集、学内の大学院と学部の人的交流に関しては、上に述べたように

適正に運用されている。 

 

３．改善が必要な事項 

大学院教育を充実するために、新時代の大学院教育（平成 17 年 9 月 5 日中央教育審議

会答申）と大学院教育振興施策要綱（平成 18 年 3 月 30 日公表）に基づいた教育課程の組

織的展開を強化するため教員の連携体制の強化を実現することを最優先とする。続いて、

この考え方に立って、教員の教育研究に関する評価方法を確立する必要がある。このほか、
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教育研究支援職員の充実を図るとともに、他大学との人的交流を強化し、全体的に大学院

の教育研究機能を高めていく必要がある。 

 

第 4 改善方策 

１．長所の伸張方法 

学部と共同して、適正な教員組織が維持されるように、これまでの努力を継続していく。 

 

２．問題点の改善方法 

組織的な教育の確保に向けた改善については、第 3 章第 3 章教育内容・方法 2．大学院

における修士課程の教育内容・方法第 4 改善方策 2．問題点の改善方法（１）組織的な教

育の確保についてで説明している内容で、2009年度から逐次改善策を実行に移していく。 

教員の評価については、第 3 章教育内容・方法 2．大学院における修士課程の教育内容・

方法第 4 改善方策と第 6 章研究環境第 4 改善方法でも説明しているように法人化後、学部

と一体化して行うこととしている。 

教育研究支援職員の充実については、学部における充実はティーチングアシスタントの

配置で行い、その余力を大学院の教育研究支援に充てることとする。 

大学院の教育と研究を強化するため、他大学との連携について、2008年度に補助採択さ

れた「戦略的大学連携支援事業」を通して教育研究の連携を強めていく。さらに、法人化

後は、大学の裁量で柔軟な教員採用が可能になるので、他大学特に国際交流協定を結んで

いるコロラド大学、コロラド州立大学教員との人事交流について、客員教授制度等を活用

しながら実現していく。 
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第 9 章 事務組織 

 

第１ 到達目標 

事務局は、大学運営について総合的に環境を整備していく責任を有している。 

この職責を果たすため、職員は、関係法令・通知等を熟知しているほか大学等高等教育制

度の動向に関し大局的な識見を有している必要がある。加えて、これらの知識のほか、本学

運営の方向性や課題について、認識を共有している必要がある。これを実現するため、研修

等の環境を整備する。 

次に、事務局の組織において、日常の業務を円滑に行うため、総務・教務の事務分掌と責

任体制を明確にするとともに、人員配置においては、事務量が特定の係に偏ることのないよ

うにする。 

さらに、大学運営は、教員と事務局職員の共同作業であることから、教員との意思疎通の

齟齬により事務執行に障害が発生しないようにする。これを実現するため、本学における企

画・実施の基礎組織である委員会おいては、これまで県職員として培ったノウハウを活用し

事務補佐の任を的確に果たす。加えて、事務執行にあたって、関係教員との緊密な確認作業

を怠らないようにする。 

 

第２ 現状の説明 

 １．事務組織の構成 

事務局の役割を効率よく執行するため、事務局の組織、職務内容を、下図（図 9－1）、

下表（表 9－1）の通りに定めている。 

 

図 9－1  事務局組織図 

      事務局長  事務局次長(兼)総務課長   

      （総務）     総務専門員   総務主査(兼)総務係長  主事 

                                   自動車運転技士 

      （図書館）            図書館情報主査 

      （大学法人化）  大学法人整備専門員 

      （教務学生）   教務学生課長  教務学生主査   教務学生係長 

                                                                主事（4 名） 

            係別の職員数 

課名 担当 人数 

事務局長、事務局次長 職員 2 名 

総務課 

総務 職員 4 名、 臨時職員 3 名 

図書館 職員 1 名、 臨時職員 6 名 

大学法人化 職員 1 名 

教務学生課 教務学生 職員 7 名、 臨時職員 4 名 

合計 職員 15 名、臨時職員 13 名 
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    事務局職員は、事務局長をはじめ全員が、県の一元的人事管理のもとに県の一般行政

職員として人事異動が発令されている。 

 

表 9－1  課・係の職務内容 

課、係・担当名 主な職務内容 

総務課   総務係 教授会・総務運営委員会等の事務に関すること 

教職員の服務に関すること 

予算の執行・決算に関すること 

庁舎の管理に関すること 

備品の管理に関すること 

科学研究費補助金・受託研究に関すること 

      図書館担当 図書館の管理に関すること 

公開講座に関すること 

      大学法人整備担当 公立大学法人化に関すること 

教務学生課 教務学生係 教務学生委員会等の事務に関すること 

学生募集・入学試験に関すること 

カリキュラム・時間割の調整に関すること 

学生の進級・卒業に関すること 

学籍の管理・異動に関すること 

学生の福利厚生・健康管理に関すること 

教材費の管理に関すること 

研究費の経理に関すること 

学外実習の事務経理に関すること 

非常勤講師関係の事務経理に関すること 

就職対策に関すること 

 

 

 ２．事務組織と教員組織との関係 

本学の事業を効率よく推進するため、事務組織と教学組織は、それぞれ以下のような考

えかたによって役割を分担している。 

本学の意思決定は、基本的に教授会と各種委員会を経てなされている。 

事務局職員は、教授会と委員会に委員として参加しており、大学の意思決定に参加して

いる。しかし、表 9－2「委員会等委員の選出組織」に示しているように、各委員会にお

いて事務局選出委員は 1 名のみであり、職員は、委員としてよりは、委員会等の事務局員

としての役割を強く担っている。従って、企画・意思決定においては、事務局は、発議す

る場合もあるが、基本的には資料の作成・整理事務を本務としている。 
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表 9－2 委員会等委員の選出組織 

委員会等名 事務局選出委員 教員選出委員 

教授会 事務局長 学長、副学長、教授全員 

研究科委員会 事務局長 研究科長、研究科の教授全員 

総務運営委員会 事務局長 学長、副学長、教授 9 名 

国際交流委員会 事務局次長 教員 10 名 

教務学生委員会 教務学生課長 教員 13 名 

入試委員会 教務学生課長 教員 14 名 

図書・情報委員会 総務課長 教員 10 名 

自己評価委員会 事務局長 教員 12 名 

公立大学法人化学内検討委員会 事務局次長(委員長)、他 2 名 教員 8 名 

 

 ３．事務組織の役割 

 （１）教学に関わる事務組織体制 

    教学に関する業務は、上記表 9－1 のとおり、教務学生課が取り行っている。これら

業務のうち基本的で重要な事項については、教授会と教務学生委員会等の関係委員会の

指示に基づき事務を執行している。 

入学試験、授業、就職指導等の事業実施においては、授業・実習の準備・実施、非常

勤講師の選出や学生の成績評価等の教員でなければできない個別業務を除く包括的な

業務（成績整理等の学事事務、非常勤講師への報酬支払等の経理事務）及び施設等の管

理業務を、事務局が分担している。入学試験やオープンキャンパス等の大規模業務につ

いては、担当委員会と事務局が中心となり全教職員で対応している。 

 

 （２）学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割 

    学内の意思決定と事務組織の役割については、上記「２．事務組織と教員組織の関係」

で説明したとおりである。 

    学内の意思決定事項の伝達は、教員に対しては、各学科や委員会委員に任されている。 

   事務局内の伝達は、職制により速やかになされている。 

 

 （３）国際交流等専門業務への事務組織の関与 

    国際交流や倫理審査等専門業務においては、事務局は、会議の開催準備・記録の調整、

予算の管理や資料整理等のロジスティック部門の一部を担当している。 

 

 （４）大学運営を経営面から支える事務機能 

     大学経営に関する基本事項として、学生募集方針、学科等の再編方針、施設・設備の

整備方針、予算の編成、教員の人事等があるが、これらのうち予算の編成以外は、教授

会に決定権がある。事務組織は、これら事業が円滑に執行されるよう事務を担当してい

る。 
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予算の編成においては、査定権が県財政課にあり、本学は、この査定に基づいた予算

を執行している。詳細な予算の執行管理・調整は、収入との調整を図りながら、事務局

が行っている。 

 

 （５）大学院の充実に関わる事務組織 

    事務組織は、その業務執行において学部と大学院に違った体制をとっていない。 

 

 ４．スタッフディベロップメント 

事務組織職員は、人事異動により定員 14 名中この 5 年間で毎年度平均 4 名（定員の 3

割）の転出があり、在職期間は、事務局長・課長が 2 年、これ以外の職員は 3～4 年とな

っている。この在職期間は、県における人事異動の平均である。ただし、職員の人事異動

においては、大学、短期大学や高等学校等教育関係業務の経験者を複数名必ず含むように

している。 

職員の専門性・職業能力を高めるための研修の機会は、次の通りである。 

・県職員育成センター主催の職制に基づく研修（係長級等研修）と特別研修 

・各種会議への職員の出席（入試関係、図書館業務関係、大学運営関係等） 

・大学コンソーシアムやまがた関係行事・会議への参加・出席による他大学職員との

情報交換 

・異動職員へのサポート職員（OJT 指導員）の配置 

 

第３ 点検・評価 

 １．目標の達成度 

 （１）職員の関係法令等修得 

    人事異動により、本学に新たに配属された職員は、関係法令・通知についての知識不

足と大学の各種ルールについての不慣れの中で、年度初めの事務（学生の受け入れ、授

業計画の調整、過年度の予算整理等）に忙殺されている。なかでも、関係法令・通知に

ついての十分な知識は、コンプライアンス上も重要である。職員は、この重要性を良く

理解し、オンザジョブトレーニング（OJT）により、2 ヶ月程度で最低限の知識を身に

つけており、自己啓発により知識の完成度を上げている。職場としては、新任職員への

サポート職員配置や法令集・関係参考書の整備をとおし、OJT や自己啓発のための体制

を整えている。 

 

（２）適正な事務組織の確保 

    事務局内の職務分担及び責任体制は、表 9－1 及び図 9－1 のとおり明確に定められて

おり、日常の業務は、円滑に執行されている。事務量の適正な配分については、2008

年度 4～6 月の一月当たりの時間外勤務時間数は、総務課 1.6 時間/人、教務学生課 17.0

時間/人となっている。年間を通して判断しなければならないが、事務の割り振りにおい

て何らかの検討が必要である。 
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 （３）効率的な事務執行 

    事務職員は、本学勤務期間が教員と比べて短く、大学事務に十分習熟していないよう

な印象を持たれることがある。多様な職場を経た事務職員の能力は、地域行政ニーズの

的確な理解と高い士気により、確実に発揮されていると認められる。 

    たとえば、2007 年 5，6 月の全国的な麻疹流行問題や 2008 年 6 月の穿刺問題の突発

においても、学内に混乱を起こすことなく、1 カ月以内に整然と対策が取られた。これ

は、学内の教務学生委員会の働きもあるが、事務局の効率的な事務執行なしにはできな

いことである。 

 

 ２．効果があがっている事項 

   事務組織は、職位や事務分担が整然と整備されており、突発的な事案が発生しても、担

当部所の特定に悩むことがなく、組織的に分かりやすいものになっている。また、県の会

計事務監査等においても、開学以来、職員の不法行為や不適切な事務執行は認められてい

ない。 

事務職員は、これまでの多様な職務経験を生かし、在任期間が短いが故の高い集中力に

より、高い倫理観と使命感を堅持して、職務を遂行している。 

 

 ３．改善が必要な事項 

   事務局内における担当係ごとの業務量が平準化されていないのが認められる。 

   職員は、日常の業務執行上必要な基本的研修を、OJT や研修会・会議を通して受けてい

る。ただし、事務執行における細かなノウハウ等について他の類似大学の事務執行に学ぶ

ところが多いと思われるが、他大学事務職員との接触は尐ない。 

   事務局は、大学運営について総合的に環境を整備していく重要な使命を担っているが、

職員には、日常の事務が定型的な事務で構成されていることや学内の独特な意思決定法に

馴染めないことから、他職場に比して早期の人事異動を希望する傾向にあり、魅力ある職

場にする必要がある。 

 

第４ 改善方策 

 １．長所の伸張方法 

2009 年度から、独立行政法人に移行するが、職員は、当分の間、県からの派遣で対応

することとしており、この組織体制を基本的に維持していくこととする。 

 ２．問題点の改善方法 

   事務局の適正な人員配置については、2009 年度からの独立行政法人化により新たな事

務も発生するので、これらを総合的に調整し、業務配置の見直しを行うこととする。 

   職員の職業能力開発については、特に、他大学職員との交流に重点をおいて充実してい

くこととする。交流の機会は、「大学コンソーシアムやまがた」等既存の機会が準備され

ているので、これらへの積極的な参加を指導する。 
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   職員が大学運営について洞察と識見を深めることは、職員の大学運営事務にとって重要

であるとともに、職場への違和感を取り除くのに効果があるので、職員に、大学運営にか

んする情報（文部科学省等白書、中央教育審議会報告書、大学運営に関する調査研究報告

書、欧米等他国の大学教育制度や高等教育制度の歴史に関する書籍）に関する学習をとお

した自己啓発を強く促す。これを支援するため、これらの関係図書を図書館に整備するほ

か、毎年度事務局職員に研修会を行うこととする。 
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第 10 章 施設・設備 

 

第１ 到達目標 

本学の施設・教育設備は、県の重要事業の一つとして、県立中央病院やこれを取り巻く都

市公園と一体となって、周到な計画のもとに整備されたことから、抜本的な施設改修の必要

性は尐ない。また、近年の県財政逼迫により、施設・設備の大規模な改修は、当面期待でき

る環境にもない。このため、施設・設備の整備については、当分の間、安全性と快適性に特

に留意しながら維持管理していくことを基本とする。 

加えて、開学以降の学術研究の進展や経年务化等により、改修・更新を迫られている部屋

や教育研究設備が出てきている。また、学生の意識においても、尐子化等により大学設備に

対する要求が高度化してきている。これらの変化にも計画的に予算を確保し対応していくこ

ととする。 

 

第２ 現状の説明 

１．施設・設備等の整備状況 

（１）教育研究用の施設・設備等の整備状況 

 【キャンパス】 

本学は、山形市の市街地北端の約 1km先、市の中心部から 6ｋｍの所に位置している。

キャンパスは、都市公園「健康の森」を挟み山形県立中央病院に隣接しており、これらの

施設が一体となった景観となるよう設計され、1996年度に竣工された。 

校地面積（59,943 ㎡）は大学設置基準（4,240 ㎡）を大幅に上回っているほか、校舎面

積（6,121 ㎡）も大学設置基準（5,077 ㎡）を十分クリアしている。 

本学の施設・設備は、1997年度に開校した山形県立保健医療短期大学（2001年度を以

って廃止）を継承しており、2000年度の大学開校に際しては、教育研究用の機器の整備を

除き新たな整備は行っていない。 

 【施設の概要】 

① 施設の面積 

本学の施設面積を表 10－１に示した。 

 

         表 10－1 

施  設 面積（㎡） 階数 完成年度 

〔キャンパス〕    

敷地面積 55,943   

建築面積 16,870   

校舎棟  10,505 4 階 平成 8 年度 

管理図書館棟   3,448 2 階 〃 

厚生講堂棟   1,501 1 階 〃 

体育館   1,151 2 階 〃 



118 

 

附属棟    265 1 階 〃 

屋外施設    

 グランド    9,433  〃 

 テニスコート 約 1,500  〃 

 ゴルフ用練習ネット 約   60  〃 

 駐車場 約 5,500  〃 

〔職員公舎〕    

敷地面積  3,504   

建築面積  1,657 3 階 〃 

 

② 施設の概要 

校舎棟・管理図書館棟・厚生講堂棟は連結している。体育館、附属棟、グランドは校

舎棟等と同一敷地内に設置されている。このほか、職員公舎が、キャンパスから 1.5ｋ

ｍ单に整備されている。 

なお、学生の実習場所は、附属病院等の施設がないので、看護学科は隣接する県立中

央病院等県内の施設を利用しているが、理学療法学科と作業療法学科は、一施設あたり

の学生受入数が最大で 2名と限られているため、県外も含め多数の施設に分散している。 

ア．校舎棟 

本学教育研究用の施設設備が集中している。 

イ．管理図書館棟 

校舎棟・厚生講堂棟の中間に位置し、大学全体の管理の中枢機能を果たしている。 

ウ．厚生講堂棟 

管理図書館棟を中に校舎棟の反対側に位置し、食堂・講堂等からなる。 

エ．附属棟 

車庫、自転車置き場、グランド・テニスコート用備品庫からなる。 

オ．屋外施設 

グランド 

１周 250ｍのトラック 1 面、これに重ねてソフトボールグランド 2 面がとれる。 

テニスコート 

        人口芝オムニコート 2 面あり、夜間照明設備を有している。 

ゴルフ用練習ネット  

6 打席あり、40 ヤード程度のグリーン寄せ練習もできる。 

駐車場  

来客用と教職員・学生用の 2 箇所がある。教職員・学生用駐車場は 230台分あ

り、教職員・学生の利用区域の分割は行っていない。 
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 【設備の概要】 

① 校舎棟 

講義室（12 室）；大講義室、中講義室、小講義室が 2 階にある。 

大講義室（2 室）；140～143席/ 室、190.27 ㎡/ 室 

マイク、ビデオプロジェクター、OHP、DVDプレイヤー、テレビ、ビデオ、ス

クリーン、スライド映写機、資料提示装置 

  中講義室（6 室）；45 席/ 室（5 室、95.06 ㎡/ 室） 90 席/ 室（1 室、125.42 ㎡） 

マイク、テレビ、ビデオ、スクリーン、OHP、スライド映写機、資料提示装   

置 

小講義室（4 室）；24 席/ 室（4 室）、50.63 ㎡/ 室 

スクリーン 

演習室（7 室）；講義室の補助として 2 階にある。定員 10 名/ 室。22.1～31.69 ㎡/ 室 

実験・実習室（15 室）；1～3 階にある。 

1 階；理学療法評価実習室、運動学実習室、作業療法評価実習室、発達障がい作

業療法実習室、義肢装具室、電気生理実験室・標本室、基礎生命科学実習

室、物理療法実習室、水治療実習室 

2 階；化学実験室、物理実験室（管理図書館棟にある。） 

3 階；助産学実習室、地域看護学実習室、基礎看護学実習室、成人看護学実習室 

     ホール；学生等の休息・控えの場所として、廊下に接続して１階に２か所、2～4 階

に各 3 か所があり、イス等が配置されている。 

語学教室；定員 42 名、2 階にある。126.81 ㎡ 

資料提示装置、CDプレーヤー、LDプレーヤー、スクリーン、LL 機器 42 台 

情報処理室；定員 51 名、3 階にある。124.59 ㎡ 

マルチメディアプロジェクター、スクリーン、パソコン 51 台 

個人ごとのカードキーで 24 時間利用できる。 

音楽室 ；定員 90 名、2 階にある。135.32 ㎡ 

マイク、テレビ、ビデオ、OHP、スクリーン、カセットテープレコーダー、CD

プレーヤー、MDプレーヤー、LDプレーヤー、デジタルビデオ 

大学院生室；定員 24 名（引出し付き机、椅子）、ロッカー、テーブル。2 階にある。

95 ㎡ 

教員研究室；4 階にある。4 階には、このほか会議室（5 室、25.05～86.55 ㎡/ 室）、

談話室、非常勤講師控室、教材作成室、学生相談室、事務補助職員室等があ

る。 

教授・准教授・講師用個室（37 室） 21.13 ㎡/ 室が 35 室、25.41 ㎡/ 室が 2 室

（学科長室）、専任教員数；35 人  

助教・助手用共同研究室（3 室） 66.06～85.31 ㎡/ 室、専任教員数；13  人 
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②  管理図書館棟 

学長室、副学長室、応接室、会議室（2 室）、事務局長室、事務室、図書館、保健室

（学生用）、資料室（学生就職用）、中央ホール、職員休息室（男子用、女子用）、

倉庫、機械室等からなる。 

会議室は、大会議室が教授会用、小会議室が総務運営委員会等委員会用に使用されて

いる。 

中央ホールは、大学正面入り口にあり、事務室学生用窓口に面し、食堂・売店・講堂

と連続しており、講堂前ホールと合わせ面積が 725㎡あり、学生用の掲示板、休息設備

（椅子、ソファー）、飲料自動販売機、現金自動預け払い機（ATM）が設置されており、

学生の憩いの場も兼ねている。 

図書館、中央ホールおよび LL 教室に無線 LANのアクセスポイントがあり、学生も教

員指導のもとに図書館のノート PCを借りて学内 LANおよびインターネットにアクセス

できる。 

 

③  厚生講堂棟 

講堂；学内の式典・講演等に利用されている。座席数 451席。449.52 ㎡ 

マイク、ビデオプロジェクター、テレビ、ビデオ、スクリーン、資料提示装置、

カセットテープレコーダー、CDプレーヤー、LDプレーヤー、スライド映写機、

8 ミリビデオ 

食堂；カフェテリア方式、座席数 207席。営業時間；11：30～14：00 

ピアノ１台があり、学生の練習等に供している。 

売店；中央ホール・食堂に面し、学習用雑貨、軽食、書籍等を扱っている。 

サークル室；3 室（21 ㎡/ 室）がある。自治会・サークルに利用されている。 

 

④  体育館  延床面積 1,152 ㎡ 

バレーボール用コート２面を持つアリーナと、トレーニング室、サークル室（4 室）

からなる。 

 

⑤  教育研究用設備 

取得価格 500,000 円以上の備品は、588点、計 622,664,271 円である。以下、これら

備品のうち、取得価格が 5,000,000 円以上の教育研究用機器（35 点）を表１０－２に示

した。 
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   表 10－2 主要な教育研究用備品一覧          価格の卖位；千円 

管理 

学科

名 

物品名 設置場所 
取得 

価格 

整備 

年度 

看護 高次機能測定解析システム 基礎看護実習室 11,550 2000 

〃 ADL移動式シュミレーションボー

ド 

地域看護実習室 7,416 1996 

〃 眼球運動測定システム 基礎看護実習室 5,596 2001 

〃 体圧分布式測定器 基礎看護実習室 5,376 2001 

〃 サーモグラフィ解析装置 成人看護実習室 5,145 2002 

理学 車椅子入浴装置 水治療実習室 6,952 1996 

〃 赤外線酸素モニター 運動学実習室 6,195 2001 

〃 誘発電位・筋電図検査装置 物理療法実習室 6,195 2002 

理作 総合運動学解析システム 運動学実習室 27,810 1996 

〃 総合呼気ガス分析装置 〃 27,604 1996 

〃 フォースプレートシステム 〃 27,295 1996 

〃 ビデオ画像解析システム 〃 25,647 1996 

〃 3 次元カメラシステム 〃 25,441 1996 

〃 筋機能解析装置 〃 19,467 1996 

〃 外乱刺激装置 〃 16,480 1996 

〃 生体信号増幅システム 〃 15,141 1996 

〃 高速ビデオカメラシステム 〃 12,257 1996 

〃 携帯式代謝モニター 〃 11,227 1996 

〃 動作筋電図テレメトリシステム 〃 11,099 2000 

〃 ホルター筋電システム 〃 11,021 1996 

〃 磁気刺激誘発電位測定システム 〃 10,908 1996 

〃 眼球運動測定装置 〃 10,043 1996 

〃 サーモグラフィ装置 〃 6,860 1996 

〃 神経障害評価システム 〃 5,460 2000 

〃 足圧分布計測システム 〃 5,377 1996 

〃 Bio Vision システム 〃 5,315 1996 

作業 上肢機能評価機器 基礎作業評価実習室 13,390 1996 

〃 脳波前庭機能解析システム 〃 8,755 1996 

〃 脳波筋電誘発解析システム 〃 8,652 1996 

〃 多用途生理機能解析システム 〃 8,137 1996 

〃 ハンドセラピシステム 〃 6,118 1996 

〃 訓練効果解析システム 〃 5,670 2003 
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共通 神経筋電動物実験用具 基礎生命科学実習室 11,639 1996 

〃 デジタルビデオ編集システム 教材作成室 7,189 1996 

〃 写真顕微鏡 〃 5,077 1996 

〔凡例〕 看護；看護学科。 理学；理学療法学科。 作業；作業療法学科。 

 理作；理学療法学科・作業療法学科。 共通；全学科。 

※管理が複数学科の場合は、主に利用する学科が日常の管理を行っている。 

 

（２）教育用の情報処理機器の整備状況 

    学内のネットワークシステムは、2002年度に更新したものを 2007年 10 月に更新して

いる。本システムは、教育研究と学内業務双方に対応しており、サーバ、情報処理教室・

大学院室用 PC、ノート PC、事務室用 PC、教員用 PC、無線 LAN等からなっている。無線

LANのアクセスポイントは、図書館、中央ホールおよび LL 教室にある。 

    求人情報を LAN上「進学・就職関係掲示板」に掲載し、夜間・休日の利用や長期実習

中の学外からの携帯電話によるアクセスを可能としている。 

① 情報処理教室 

      ハード構成；PC51台（メモリー1GB、ディスプレイ TFT液晶 17 インチ）、 

           ネットワークプリンター4 台 

      ソフト構成；Windows Vista Business 、Microsoft Office 2007  

Professional 、統計ソフト（SPSS）等 

      利用方法；学生も個別のカードキーで 24 時間利用可能。 

学生は、個別のアカウントを持ち、メールで教員に質問やレポート提出ができる。

インターネットによる文献検索、情報検索等ができる。 

② 大学院室 

      ハード構成；PC24台（規格は同上）、ネットワークプリンター1 台 

      ソフト構成・利用方法；同上 

③  講義用情報処理機器 

図書館に、講義室用に貸し出すためにノートパソコンを 25 台配置している。 

       ノートパソコンの規格は、次の通りである。 

      メモリ 1GB、ディスプレイ TFT液晶 15.4 インチ 

      ソフトは、情報処理教室用と同じである。 

④  図書館用情報処理機器 

 図書・論文の検索用等にパソコンを 12 台配置している。 

       ハード、ソフト構成は、情報処理教室と同じである。 

 

２．大学院などの施設・設備等 

   大学院の授業時間は、学部の第 5 時限（16：20～17：50）後にも、第 6 時限（18：30～

20：00）として組まれている。このほか、必要に応じ土曜日および夏季・冬季休業期間の

集中講義が設けられている。 
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大学院の施設・設備は、校舎棟 2 階大学院生室を除き、学部と共用している。 

   大学院生室は、研究のための諸作業、自習及び他の大学院生との情報交換などが行える

よう、各自が自由に使える 24 組の机、椅子、ロッカー、パソコンや卖独のエアコンを用

意している。また、専用のカードキーにより 24 時間使用（出入）できる。 

   大学院の授業は、20 時まで組まれていることから、これに合わせた警備・空調運転体制

をとっている。 

 

３．キャンパス・アメニティ等 

（１）キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況 

学生厚生用に、自治会室・サークル室（7 室、内訳；厚生講堂棟 3 室・体育館４室）

を学生の管理を任せているほか、食堂・売店を開設している。 

さらに、グランド・テニスコート・体育館・ゴルフ練習場を、授業外に学生に解放し

ており、その利用は学生間の自由な調整に任せている 

 

 （２）学生自習室 

    学生自習室として、図書館のほか、講義室・演習室を開放している。 

 

（３）「学生のための生活の場」の整備状況 

        昼休み等における学生の憩い場所として、管理図書館棟中央ホールと校舎棟各階 3

箇所に、専用の空間と椅子・テーブルを設けている。 

更衣室は、校舎棟の 1 階と 2 階に全学生分を用意している。 

 

（４）大学周辺の「環境」への配慮 

本学の北・西隣は、都市公園「健康の森」となっている。特に北側の公園は、中心を

村山高瀬川が東から西にせせらぎ、これを緩やかな起伏を持つ広大な芝生が挟んでいる。

この川は鮭が遡上する清流である。緑豊かで整然とした本学構内はこの公園と柵なしで

続いており、本学は公園の中にあるような印象を、学生・教職員に与えている。 

 

４．利用上の配慮 

（１）施設・設備面における障がい者への配慮 

    障害者の利用を考慮して、専用駐車場、校舎内外の段差の解消、校舎外通路への点字

ブロックの設置、車椅子専用トイレ（校舎棟 1 階エレベーターの近く、講堂入り口、体

育館の計 3 箇所）を設置している。 

 

（２）交通手段利用の利便性 

道路は、山形市と北に隣接する天童市を結ぶ幹線県道「山形天童線」が本学の東側を

单北に 4 車線で走っているほか、県内を单北に縦断する幹線国道 13 号線に東 1.8ｋｍの

交差点でアクセスできる。バスは、隣接する県立中央病院内にある停留所を利用できる。 
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鉄道は、本学の西を奥羽本線（東京～青森）、单を仙山線（仙台～山形）が走ってお

り、本学から約 1km内に、奥羽本線单出羽駅と奥羽本線・仙山線の結合駅である羽前千

歳駅がある。 

 

（３）施設の利用時間に対する配慮 

① 体育館等の利用時間・手続き 

体育館・テニスコートへの出入は、事務室で管理している鍵で行っており、夜間利

用は 21 時までとしている。 

② 施設の学外一般開放 

県主催の研修会場として、講堂、講義室を開放している。学内利用との調整は、教

授会を通して行っている。 

図書館は、平日は 9 時から 21 時まで、土曜日は 9 時 30 分から 16 時 30 分まで開館

しており、学外者も利用できる。 

体育館・グランド・テニスコートは、学生がいつでも利用できる体制を敷いている。

学外者への開放は、グランドを土・日曜・祝日に利用者を限定して行っている。 

災害時の避難場所として、本学キャンパスは県・山形市から指定されていない。 

 

５．組織・管理体制 

（１）施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 

① 一般的な維持管理 

本学の施設・設備の維持・管理全般は事務局総務課が所管している。講義室等の教

育用備品の日常の管理は事務局教務学生課で担当している。警備、清掃、空調設備保

守点検、校内緑地管理は、外部に年間をとおし委託しており、関係法規に基づき適正

に管理されている。 

校舎棟・管理図書館棟・厚生講堂棟は機械警備されており、出入の管理は、カード

キーシステムでなされている。これらの棟への出入り口は、原則として 7 時 30 分か

ら 21 時まで開錠されている。これ以外の時間は、管理図書館棟北側出入口と厚生講

堂棟单側出入口からカードキーを使って出入することとしている。カードキーの所有

者は、教職員と学生である。体育館は、事務室にある鍵により利用を管理している。 

カードキーは、所有者によって対応できる部屋に違いがある。学生のカードは、管

理図書館棟・厚生講堂棟への出入口と情報処理室に対応できる。 

     学内者が、原則として、施設を使用できる時間は、平日は 8 時 30 分から 21 時まで

とし、休日は 9 時から 17 時までとしている。ただし、学内者の日常及び研究上の使

用の場合は、この限りでない。 

学内者の日常及び研究上の使用を除き、講義室等の施設を使用する者は、学内施設

管理規程に基づき、使用許可を受けなければならない。 
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② 講義室、会議室等の利用管理 

講義室・音楽室・物理実験室・化学実験室の利用は、事務局教務学生課で行ってい

る。会議室は、学内 LANの電子掲示板で予約することとしているが、事務局総務課が

最終的に調整している。 

休日に特別講義により講義室を利用する場合は、教務学生課職員が出勤し対応して

いる。 

実習室の利用は、各学科で管理している。 

 

（２）施設・設備の衛生・安全の確保を図るためのシステムの整備状況 

施設の衛生・安全管理は事務局総務課が所管している。 

① 衛生 

清掃、建築物内の空気等環境の衛生管理については、専門業者に委託している。 

② 空調等衛生管理 

空調の衛生管理については、専門業者に委託している。 

特に、中央ホール・廊下を含めた冷暖房は、中央管理されており、冬期間も、事務

室の学生対応窓口は開け放している。 

③ 安全 

施設の警備は機械システムをとっているが、警備の万全を期するため、平日勤務時

間内の構内巡視を事務局総務課職員が行っているほか、夜間の定時校内巡視を外部に委

託している。 

電気保安管理、エレベーター保守、消防設備保守については、専門業者に委託してい

る。 

 

第 3 点検・評価 

１．目標の達成度 

（１）施設・設備の維持管理 

    開設当初の施設・設備のグレードが高かったことと日常の維持管理（清掃、空気調和

設備保守、校内緑地管理）の予算が十分に手当されてきたことから、本学の施設・施設

設備に、大きな破壊や故障は発生しておらず、安全性・快適性において問題は発生して

いない。 

    本学の校地・校舎は、教育にふさわしい環境と学生が休息等に利用するに余裕ある快

適な空間を保っており、本事項に関する目標は達成している。 

 

（２）経年务化等に対応した施設設備の改修・更新 

  ① 学術研究の進展への対応 

     研究室、教室、実験・実習室のほか、情報処理教育、語学学習や音楽教育のための

施設を設けているほか、教室、実験・実習室においても上記１（１）に記載したとお

り十分な教育研究設備を備えていると評価している。 
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     しかし、短期大学として開学以来 11 年、大学として開学以来 8 年を経過しており、

特にコンピュータ内蔵の教育研究設備の务化には、深刻なものがある。例えば、フォ

ースプレートシステムは、卒業研究などで総使用時間数の長いものであるが、3 枚あ

る重要プレートのうち 1 枚が故障しており、組み込みソフトも古くなっている。また、

脳波前庭機能解析システム、脳波筋電誘発解析システムは、外国製品で国内特約店の

倒産により修理が難しくなっている。 

     このほか、新たな研究を行うため新規の設備要求も出てきており、重要な設備を選

択し、年度計画をたて計画的に更新しようと県の財政当局に２年にわたって交渉して

いるが、財政難で難航している。 

 

② 経年务化等への対応 

上記のとおり整備当初より 11 年を経過していることから、施設においては局所的な

雤漏り、建築設備については、特に空調設備に大きな故障が心配されるようになって

きた。これらの欠陥は、快適性に直接かかわることであり、即時に対応しなければな

らないと考えている。修繕予算が事前に確保されていないことから、他の経費の削減

に努め、これらの事態に備えているので、深刻な事態は、今まで発生していない。 

 

（３）学生の意識変化に対応した施設設備の更新 

交通の利便性、校内の快適性については、開学当初より十分に目標を達成していると

認められるが、学生サークルが 27 サークルあるのに対しサークル用の部屋が 7 室しか

ないため、サークル室増設の要望が学生より出てきているが、対応できていない。 

一方、学生のための生活の場としての憩いの場所については、管理図書館棟中央ホー

ルや校舎棟廊下・エレベーターホールに面して休息ホールが設けられており、学生の休

息・談話等に使用されている。 

 

 （４）施設の学外開放 

    施設の学外開放は、地域に開かれた大学を実現する上から必要と考えている。 

    解放については、講堂や講義室は、県が実施する講習会等に開放している。さらに、

図書館の利用も学外者に開放している。この他、グランドは学外から利用希望がきてい

るが、平日は学生の自由な利用を保証していることから、休日のみ高等学校ソフトボー

ル部等に開放している。体育館については電気料予算とサークル室管理の関係から外部

解放を考えていない。また、冬期間の休日の講堂・講義室の開放には、かなり高額の暖

房費を本学が負担している。 

 

 ２．効果があがっている事項 

   開学当初の施設・設備が、丁寧に維持管理されてきている。 
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 ３．改善が必要な事項 

 （１）教育研究用設備の更新 

    高度な教育研究を行うには、これにふさわしい教育研究設備が必要であり、これが老

朽化していることは、本学教育研究にとって深刻な問題である。計画的な更新が必要で

ある。 

 

 （２）学生の課外活動等に対応した施設整備 

    サークル室は、サークル数と現在のサークル室数からみて絶対的に不足しているが、

現在のサークル室の使用実態をみると倉庫としての利用や 1サークルが複数のサークル

室を使用しているところをみると、深刻な不足感があるとは認められない。しかし、あ

る程度のサークル室の増加は必要と考えているが、財政的に対応できない状況にある。 

  

 （３）施設の学外開放 

    近隣の住人から、グランド、体育館、テニスコートの利用希望が来ているが、グラン

ドを一部開放している程度である。地域に開かれた大学を実現するにも、グランド等を

解放したいが、学生利用との調整や解放に伴う新たな光熱水費発生に問題がある。 

 

第 4 改善方策 

 １．長所の伸張方法 

   予算の削減により、清掃や校内緑地の草取り回数の削減等により施設・設備の維持管理

が十分に行き届かなくなってきているが、きれいな校舎は、学生募集時の重要な PRポイ

ントでもあるので、予算確保に引き続き努力していく。 

 

 ２．問題点の改善方法 

 （１）教育研究設備の老朽化対策 

    この課題を解決するには、高額な予算が必要である。これが、この課題が今まで解決

されてこなかった理由であるが、一部の教育研究設備の老朽化は深刻であり、この事態

を財政当局に粘り強く訴え、計画的な整備を目指す。現在も努力中であり、2009年度に

一定の予算が認められる見通しである。 

 

 （２）学生の課外活動等に対応した施設整備対策 

    学生の憩い場のこれ以上の確保については、予算の面から難しいが、憩いの空間にあ

る調度品であるソファー等の更新は、こまめに行っていく。 

    サークル室の増設は、予算面で不可能なので、サークル室の利用実態を調査し、2008

年度内に 2009年度に向け新たなサークル室利用割り当てを行う。 
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 （３）施設の学外開放 

    施設の外部開放を促進するため、昨年度本学の施設管理規程を改正したが、体育館に

ついては、2009年度夏季（7～9 月）に平日昼間の学外開放を試行し、管理上の問題を

整理し、学外開放を拡大していく。 
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第 11 章 図書・電子媒体等 

  

第 1 到達目標 

本学図書館は、保健医療専門大学の図書館として看護、理学療法および作業療法に関する

蔵書数は県内随一に達している。今後も新刊専門書を揃えて行くが、施設の拡充は困難なの

で内容を厳選して充実させることが必要である。また、図書の電子媒体化、雑誌の電子ジャ

ーナル化をさらに進め、限られたスペースを有効活用するとともに、より便利に使いやすく

することが目標である。さらに、電子ジャーナルの論文を PDFファイルでダウンロードし、

利用している教職員や学生が増えているので、無料で PDFファイルをダウンロードできる雑

誌を増やして利便性を図っていく。 

 

第２ 現状の説明 

１． 図書、図書館の整備 

（１）図書等資料の整備状況 

図書、資料の所蔵数は、大学基礎データ表 41 のとおりであるが、蔵書図書の書誌分

類別内訳は、表 11－1 のとおりである。図書館の施設容量の関係で、図書は、自然科学

のうち医学関係の図書に特化している。必要な図書・資料がないときは、他大学図書館

や山形県立図書館等からの借用や複写依頼で対応する体制をとっている。 

 

表 11－1 図書館図書の書誌分類別内訳 

分類 冊数 

０総記 1,534   

１哲学 2,557   

２歴史 1,741   

３社会科学 7,264   

４自然科学 32,260   

５技術 1,153   

６産業 344   

７芸術 1,840   

８言語 2,024   

９文学 3,094   

合計 53,811   

４自然科学の内訳 

基礎医学 3,874   

臨床医学 2,547   

看護学 7,766   

内科学 5,899   

外科学 2,667   

医学その他（衛生学等） 6,677   

薬学 372   

自然科学その他（数学等） 2,458   

合計 32,260   
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近年の図書・雑誌の受け入れ状況は、表 11－2 に示したとおりである。 

 

表 11－2 最近 5 年間の図書・雑誌の受け入れ状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）図書館の運営体制 

   ① 図書館の設備 

       本学図書館は、本館 1 階单東に位置し、延床面積 890 m2、閲覧席は 80 席（内パソ

コン席 7 席）、AVコーナー  ( 座席数 4) 、学習室、事務室、書庫を有している。 

2004年度に倉庫を改修して学習室を設け、グループ学習、外部利用者の文献検索

の講習会などに利用できるようにしている。 

 

② 職員 

職員数は、専任職員 1 名、臨時職員 4 名で推移してきたが、2007年度から、土曜開

館のため新たに土曜日だけの臨時職員 2 名を配置した。 

 

③ 開館時間 

     開館時間は、平日は 9 時～21 時（ただし、春期休業期間、夏季休業期間、冬季休業

期間は 9 時～17 時）となっている。時間外の利用は、教員は専用のカードキーで入館

できるようになっており、学生は教員の同行のもとに入館できるようになっている。

土曜日は、2007年 4 月から 9 時 30 分～16 時 30 分に開館している。 

図書館の休館日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

（12 月 29 日～翌年 1 月 4 日）、蔵書点検を行う期間、月 1 回の図書整理日となって

いる。 

 

④ 予算 

      2003年度～2008年度の図書館資料費の予算を表 11－3 に示した。 

 

区   分 
図書( 冊)  

定期購読雑誌 
タイトル数( 種)  視聴覚資料 

( 点)  

 

内国書 外国書 内国書 外国書 

2003年度   3,232     504 
統計資料

不明 

統計資料

不明 
161 

2004年度  2, 459   208 87 89 154 

  2005年度  2, 142   140 91 92 129 

  2006年度  2, 347   94 91 90 130 

  2007年度  2,074   82 94 91 96 
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表 11－3  2003年度～2008年度までの図書館資料費予算額    卖位；千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 利用状況 

 図書館の利用状況を表 11－4 に示した。 

地域への開放状況としては、2007年度の学外者の利用が 2, 000人を超えている。 

 

表 11－4  図書館利用状況（学外の利用者を含む） 

区 分 

図書 雑誌 視聴覚 データ 

ベース利

用 

運営費 計 

2003年度 9,310 8,474 811 

 

3,443 5,053 27,091 

 2004年度 8,870 8,853 695 

 

5,718 

 

4,972 29,108 

2005年度 7,206 9,012 622 5,049 4,897 26,780 

2006年度 5,536 8,939 560 4,931 4,142 24,108 

2007年度 4,187 9,224 375 5,032 3,442 22,260 

2008年度 4,187 9,224 295 4,799 3,208 21,713 

  区   分 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 

開館日数( 日)  219 230      231  270 

利用者数（人） 68,017 69,168 68,924 72, 635 

 1 日平均（人） 310.5 300.7 298.3 269.0 

図書貸出 

人数（人） 

学生 
5,028 5,100 5,083 4, 900 

教職員 460 447 522 535 

学外者 855 791 628 774 

計 6,343 6,338 6，233 6,209 

図書貸出 

冊数( 冊)  

学生 9,295 9,182 8,882 8, 749 

教職員 843 957 1,067 979 

学外者 1,698 1,653 1,356 1, 662 

計 11,836 11,792 11,305 11,390 

書籍複写 

人数（人） 

学生 1,239 2,488 3,444 3, 344 

教職員 108 193 259 183 

学外者 626 623 671 879 
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２．情報インフラ 

    開学と同時に図書館システム BLABOを導入し、図書館管理業務の迅速化と省力化を図り、

本学ホームページ上には OPAC(利用者検索用端末) を公開した。学内 LAN上のパソコンであ

ればどこからでも、文献検索データベース( 医中誌 Web PubMed、 MEDLINE、CINAHL、

PsychINFO、SPOTRDiscus、NACSIS- IR) や目録データベース(GeNii 、NDL- OPAC、

NACSIS- Webcat)、電子ジャーナル(EBSCOhost、Free Medical Journals 、メディカルオン

ライン) 、電子辞書や翻訳ソフト、選書用ツール(Knowledge Worker、Book Web Pro)に本

学ホームページの図書館ページの学内専用サイトからアクセスできるようになっている。

医中誌及び EBSCOhostの 2004年度～2007年度の利用実績を表１１－５に示した。また、

PubMedの検索結果から電子ジャーナルへのリンクの設定を行なったり、利用者用端末に医

学専門用語変換辞書、医学専門英日・日英翻訳ソフト及び統計処理ソフトをインストール

したりして、文献検索の利便性を高めている。2002年度からは BLABOのバージョンアップ

により NACSIS- Webcatとの横断検索が可能になり、本学所蔵資料と全国の大学図書館所蔵

資料が同時に検索できるようになった。 

   本学にない文献で、電子ジャーナルによる PDFダウンロードもできないものについては

他大学に文献複写の依頼をしている。 

   修士論文および卒業論文の複写については、当該学生から承諾書をとり実施している。

修士論文の保存については、修了大学院生から製本した修士論文を１冊図書館に寄贈を受

けている。開架を希望する院生からは、その他に１冊提供を受けている。卒業論文の保存

については、学科別に年度毎に卒業生の論文全体を１冊に製本したものを開架している。 

 

表 11－5  医中誌 Webログイン数及び EBSCOhostデータベース利用実績 

区   分 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 

医中誌 Web 

ログイン数 

アクセス数 66,626 59,352 137,238 207, 559 

総ログイン数 6,832 6,832 7,254 10,063 

区   分 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 

計 1,973 3,304 4,374 4, 406 

文献複写 

依頼者数 

（人） 

学生 414 362  373 280 

教職員 130 204 111  7 

学外者 77 64 43 41 

計 629 630 426 328 

文献複写依頼（件） 
2, 494 2,040 1,690 1, 717 

学外者利用者( 人)  1, 434 1,918 1,924 2,607 
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EBSCOhost 

Searches 4,731 6,321 5,480 4, 283 

Total Full  Text    504 725    374    547 

Abstract   471     812    658    677 

 

 

第 3 点検・評価 

１．目標の達成度 

（１）蔵書等資料の量的・質的充実 

2004年 3 月末で、蔵書冊数は 46,876 冊を有しており、完成年(2004 年 3 月) まで図書

40,000 冊を整備するという目標を達成した。2008年 3 月末で、蔵書冊数は 53,755 冊、

視聴覚資料 2,139 点を有している。しかし、看護系公立大学図書館の平均蔵書冊数

66,625 冊と比較するとその 81 %となっている。資料費予算額は年々減尐しているが今

後とも重点的整備が必要である。また、全蔵書に占める洋書比率が本学は 12％で、看護

系公立大学図書館の平均比率 16 %と比較して低いため、今後も洋書の購入に力を入れて

いく必要がある。 

雑誌は寄贈を含めて 1,089 種を受け入れている。 平成 20 年度の定期購読雑誌は予算

が減尐している中 189種 （和 95、洋 94）を確保した。電子ジャーナルについては、図

書館学内用ページに載せているほか、雑誌タイトル一覧にもマークをつけて利用しや

すいように配慮している。また、毎年看護図書館協議会を通して重複雑誌の交換により

欠号雑誌や利用の高いものを中心に雑誌の寄贈を受けているほか、毎年度末に複数の教

員から雑誌の寄贈を受けている。 

図書館運営費の使途については、62 %が図書・雑誌の購入で、22 %がデータベースな

どの利用料金となっており、健全な状態にある。 

 

（２）図書館の利用環境整備 

本館は、1 階に位置し、学生等の通常の活動場所から離れたところにあり、静かな環

境を維持している。この広さは、看護系公立大学図書館の延床面積平均値 1,243 m2 と比

較すると若干狭いが、収蔵能力の面では約 100,000 冊の収蔵が可能であり、当面は問題

ない。しかし、開架できる図書、雑誌数は限られてしまうので、利用度に応じて整理し

て行かなければならない。利用度が低くなった蔵書を保管する書庫は、現在、約 2/3 の

スペースが開いているが、将来、書庫の確保が課題となると予想されることから、資料

の適切な収蔵が必要と考えられる。そのため、保存すべき資料とそうでない資料につい

ても選別する基準として図書除籍手続要綱( 2004年 9 月 14 日制定）などを制定した。  

2000年 4 月から開館時間を 1 時間延長し 9 時から 21 時までとし、更に時間外であっ

ても教員は個人専用にカードキーで入館出来、学生は教員の同行のもとに入館できるよ

うになっている。2007年度からは、これまで要望の強かった土曜日の開館を 9 時 30 分

～16 時 30 分まで実施できるようにした。 
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教員、学生の利用数、図書貸出人数、図書貸出冊数は 2004 年～2007年度では大幅な

変動はない。学生の書籍複写人数が 2004年の 1,239 人から 2006年には 3,444 人へ増加

した。学外利用者も増加している。本学の図書館が看護、理学療法および作業療法関係

の図書が充実していることや学外者も利用可能な図書館として県民に知られるように

なってきたためと考えられる。 

 

（３）図書等の電子媒体化 

学術情報へのアクセスなどは年々増加傾向にあり、文献検索データベースや電子ジャ

ーナルなどを学内のネットワークパソコンを用いて本学ホームページの図書館のペー

ジから利用できるようになっている。利用頻度が高い雑誌は有料電子ジャーナルの契約

をして、学内のネットワークパソコンでフルテキストの PDFファイルをダウンロードし

て印刷できるようにしている。 

 

（４）電子ジャーナルサービスの利便性向上 

電子ジャーナルで論文を検索したときに無料でフルテキストの PDFファイルがダウン

ロードできるもの、あるいは本学で電子ジャーナル購読の契約をしているものについて

はその旨マークを付けてすぐわかるようにしている。これは、効率よく文献検索し、フ

ルテキストを印刷する上で大変便利である。その他、医学中央雑誌で和文文献を検索し

たとき有料であるが、フルテキストの PDFファイルがダウンロードできる「メディカル

オンライン」の契約もしている。 

 

２．効果があがっている事項 

蔵書・雑誌等資料の量的・質的充実については、看護学・理学療法学・作業療法学関係

図書が重点的に整備されている。 

図書館の利用環境の整備については、蔵書の収容能力に問題はなく、利用時間について

も、開館時間の延長や土曜日開館の改善がなされてきている。これらの努力が重なり、学

外利用者が増加している。 

図書等の電子媒体化については、無料電子ジャーナルに加え、利用頻度が高い雑誌を有

料電子ジャーナル契約し、図書館内のパソコンはもちろん、研究室、院性室および学生用

コンピュータ室から PDFファイルをダウンロードして印刷できるようにしている。図書館

おパソコンは開館時間内にしか利用できないが、研究室、院性室および学生用コンピュー

タ室は 24 時間利用でき、活用されている。 

 

３．改善が必要な事項 

   無料電子ジャーナルおよび本学で契約している有料電子ジャーナルには限りがあり、よ

り広範囲の電子ジャーナルを利用できるように改善する必要がある。例えば、Elsevier

社のデータベース「Science Direct 」の生命科学分野では約 1,000 タイトルの雑誌のフル
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テキストの PDFファイルをダウンロードできるので、予算配分を検討してこのような大規

模データベースを利用することを検討することも必要である。 

 

第 4 改善方策 

１．長所の伸張方法 

蔵書等資料の充実については、資料予算が年々減尐しているが、今後とも重点的に整備

していく。 

図書館の利用時間については、土曜日開館が、臨床実習で平日図書館が利用できない

本学学生や、県内の看護師、理学療法士、作業療法士などの社会人の利用にとっても利便

性が高いものとなっているので、今後とも継続して行く。 

図書等の電子媒体化については、電子ジャーナルによりフルテキストを図書館閉館時も

読めることは非常に便利であるので、今後とも対象となる電子ジャーナルの増加を図って

いく。限られた予算の中で電子ジャーナルのコンテンツを増やす方法として、「Science 

Direct 」のようなデータベースの契約、それらのデータベースの他大学の図書館との共同

利用などを考えている。 

 

２．問題点の改善方法 

医療関係以外の広範な学問領域にわたって質的、量的にバランスのとれた整備をおこな

っていくのが望ましいが、施設容量や予算の制約に対応するため、足りない分野について

は、山形県立図書館などとの相互貸借で補っていくこととする。 

2007年度からの土曜日開館により学外利用者が増加している。現在、学外者には、１回

あたり 3 冊以内、10 日間以内という条件で図書の貸し出しを許可しているが、土曜日しか

来館できない勤労者にとっては事実上１週間の貸し出しになってしまうので、5 冊以内、3

週間までということで今後貸出条件を改善することを今年度中に実現するように検討す

る。 

医学中央雑誌へのアクセス数が増加しているので、同時アクセス件数を増やす契約をす

るために、各学科等に配分している図書および雑誌の予算から一定の割合で医中誌への予

算に充当させる措置などを検討する。 
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第１２章 管理運営 

 

第１ 到達目標 

建学の精神や設置者である県の意向を踏まえ、本学の社会的使命を的確に果たすため、県

と定期的に情報・意見を交換する。さらに、大学としての自律性を確保しながら適切かつ効

率よく大学を管理運営していくため、教授会を中心とする各種委員会が十全に機能するよう

に各組織の役割・機能を常に見直し、これらの活動の進行状況を本学教職員の誰でもが把握

できるようにする。 

このため、先ず、意思決定システムが分かりやすいものになるよう管理運営に関する規定

を整備・運用していく。結果として、委員会や教授会の審議が効率よく進むようにする。 

 

第２ 現状の説明 

１．教授会・研究科委員会 

 （１）教授会の役割とのその活動内容 

   ① 運営組織図 

     本学の運営組織図は、下図 12－1 のとおりである。 

 

     図 12－1 運営組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学長 

保健医療学部 

教授会 

大学院 
保健医療学研究科 

研究科委員会 

学内委員会 

総務運営委員会 

国際交流委員会 
教務学生委員会―大学院部会 
入試委員会―大学院部会 
図書・情報委員会 
公立大学法人化学内検討委員会 

看護学科 

看護学科教員会議 保健医療学専攻 

看護学分野 

理学療法学分野 
作業療法学分野 

理学療法学科 

理学療法学科教員会議 

作業療法学科 

作業療法学科教員会議 

副学長 
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   ② 設置者との調整 

本学の設置者は山形県であり、県との情報交換を日常緊密に行い、卒業生の県内定

着促進や地域貢献等において、山形県の施策を踏まえた大学運営を心がけている。定

例的な設置者との調整会議は設けていない。 

学長・教員の任用の可否は、教授会が決定し、これを知事に報告している。これ以

外の教職員の人事手続き・服務には、県の条例・規則等が適用される。 

学則は県の規則であり、本学の提案を受け知事が定めている。これ以外の学内規程

の制定・改廃は、本学に任されている。 

予算は、本学が案を作成し、県が調整し、県議会の議決を経て執行される。本学が

作成した案は、ほぼ要求とおり承認されている。財務・給与・旅費の取り扱いには、

県の規則等が適用される。 

 

   ③ 教授会 

     本学の重要な事項を審議するため、教授会を置くことが学則第 46 条で定められて

おり、教授会は、本学の最高意思決定機関である。 

     教授会は、学長、副学長、教授及び事務局長を持って組織し、学長が議長となって

次の事項を審議する。 

・本学における規程の制定又は改廃に関すること。 

・学生の入学、卒業、退学、休学、賞罰その他学生の身分に関すること。 

・学科課程、授業、試験又は卖位の認定に関すること。 

・学生の厚生補導に関すること。 

・教育公務員特例法に基づきその権限に属する事項に関すること。 

基礎教育担当教員会議 

自己評価委員会 

倫理委員会 

附属図書館 

学生部 

事務局 

総務課 

教務学生課 
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・その他本学の運営に関する重要事項に関すること。 

     これらの事項は、学内委員会での専門的な審議を経て、教授会で多数決により決定

される。教授会にかける案件は、事前に総務運営委員会において調整している。 

     教授会には、毎月１回開催する定例教授会と主に入学試験での合格者を決定するた

めの臨時教授会がある。 

     教授会の資料作成及び議事録調整を事務局が担当している。このため、教授会には

数名の事務局職員が同席している。これ以外の教職員の同席・傍聴は原則として認め

られていない。 

     教授会の議事録は、教授会の構成員が閲覧できることとなっているほか、教授会の

冒頭に前回の議事録を確認している。教授会に提出された資料は、学内 LAN掲示板に

掲示しており、教職員は自由に閲覧できる。 

 

   ④ 教員会議と学内委員会 

    ア．教員会議 

      学則第 47 条により、教授会機能を補完するものとして教育研究活動を学科等卖

位で協議する組織として教員会議がある。教員会議には、基礎教育担当教員会議、

看護学科教員会議、理学療法学科教員会議、作業療法学科教員会議があり、それぞ

れ所属する教員により構成されている。基礎教育担当教員会議の構成員は、学科教

員会議の構成員を兼ねている。 

      教員会議は、毎月開催する定例会議と臨時会議とがあり、各学科長もしくは基礎

教育担当教員会議の長が議長となり、各学科等の教育研究活動に関する事項と教授

会から依頼があった事項について協議する。協議の結果は、学長と教授会に報告す

ることとなっている。 

 

    イ．学内委員会 

      教授会規程第 6 条により、教授会は、専門の事項を調査、審議又は実施するため

に委員会を設けている。学内委員会は、本学の意思決定及び事業の実施において学

科横断的な働きをしている。 

 教授会規程第 6 条に規定する委員会の名称、所掌事項、人数を表１２－１に示し

た。委員は、教授会において、各学科及び基礎教育教員会議からの推薦（公立大学

法人化学内検討委員会は学長の指名）に基づき、各学科等所属の者それぞれ複数名

と事務局所属の者 1 名（公立大学法人化学内検討員会は 3 名）の委員が選任される。

委員長は学長が指名する。 

 

表 12－1 学内委員会 

名 称 所 掌 事 項 人数 

総務運営委員会 
教授会・研究科委員会の議案調整、将来構想、他

委員会に属さない事項 
11 
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      このほか、個別の規程による学内委員会として、自己評価委員会、教員選考委員

会、倫理委員会、研究費配分委員会の 4 委員会がある。加えて、ハラスメント相談

員、学生相談員、保健室運営員が選任されている。 

      自己評価委員会は、学則第 2 条により設置されており、本学の目的及び社会的使

命を達成するため、本学の教育研究活動の状況その他必要な事項について自ら点検

及び評価することを目的としている。委員（12 名）の構成・委員長は、教授会規程

の委員会の場合と同じである。 

      倫理委員会は、教員及び大学院生が研究を行おうとする場合、倫理上の審査を行

うことを目的としており、教授会から独立した学長の諮問機関となっている。年 4

回開催している。委員は、教員 5 名と学外者 2 名で構成され、委員長は学長が指名

する。 

      研究費配分委員会は、総務運営委員会と同じ構成員であり、活動内容については

「第 13 章財務」で説明する。 

 

   ⑤ 教職員組織 

上記方法により決定された本学の意志を効率よく実現するため、次のとおりの執行

体制をとっている。 

学長・副学長の下に、図 12－1 に示した通り、看護学科長・理学療法学科長・作業

療法学科長・学生部長・図書館長・事務局長が配置されている。教員( 教授、准教授、

講師、助教、助手) は 3 学科長のいずれかの下に配属されている。学科長・学生部長・

図書館長は、教授の中から学長が指名している。事務局長の下には事務局職員が配属

されている。 

 

 （２）学部教授会と学部長との連携内容 

    本学は学部教授会と学部長を置いていない。 

 

 

 

国際交流委員会 国際交流の企画・推進に関すること 11 

教務学生委員会 
履修等の教務、学生の身分・福利厚生・就職等に

関すること 
14 

入試委員会 
学生募集、入試、合格者の判定基準等に関するこ

と 
13 

図書・情報委員会 
図書館の運営、研究紀要、公開講座、学内の情報

処理機器等に関すること 
11 

公立大学法人化 

学内検討委員会 
法人化に関する具体的な検討 11 
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 （３）学部教授会と評議会等全学的審議機関との連携内容 

    本学には、図 12－1 に示すとおり学部教授会さらに評議会等全学的審議機関はない。 

 

 （４）大学院研究科委員会の役割とその活動内容 

   ① 研究科委員会 

研究科に重要事項を審議するため、大学院学則第 42 条により研究科委員会を置い

ている。研究科委員会は、学長、副学長、研究科の教授及び事務局長をもって組織し、

研究科長が議長となって次の事項を審議する。 

・本学大学院における規程の制定又は改廃に関すること。 

・学生の入学、修了、退学、休学、賞罰その他学生の身分に関すること。 

・教育課程、授業、試験及び卖位の認定に関すること。 

・学生の厚生補導に関すること。 

・研究科担当教員の人事に関すること。 

・その他本学大学院の運営に関する重要事項に関すること。 

      このほか、研究会委員会と委員会の関係、開催回数は、学部教授会の場合と同じ

である。ただし、教務学生委員会と入試委員会には、大学院に関することを専門に検

討するため大学院部会が置かれている。委員の選考方法は、学部委員会の場合と同じ

である。 

 

   ② 教職員組織 

研究科には研究科長を置き、研究科の教授の中から学長が指名している。研究科の

職員は、大学院学則第 41 条により大学の職員をもって充てている。 

 

 （５）大学院研究科委員会と教授会との相互関係 

    研究科委員会の構成員と教授会の構成員は同じであり、毎月開かれる定例の研究科委

員会は教授会に継続して同じ場所で開かれている。このため、両組織の間に意思疎通等

において齟齬が発生することはない。研究指導資格のある准教授には主要事項の決定の

ときに出席を求めている。 

 

２．学長、学部長、研究科長の権限と選任手続き 

 （１）学長、副学長、研究科長の選任手続き 

   ① 学長の選任手続き 

     学長の選考及び任期は、「学長の選考及び任期に関する規程」により定められてお

り、厳格に執行されている。 

    （選挙管理委員会、学長候補適任者推薦委員会） 

     学長の任期満了、辞任または欠員により学長選考の必要が生じたとき、教授会は、

規程に定める期間内に学長選挙に関する事務を管理するための選挙管理委員会と学

長候補適任者推薦委員会を設ける。 
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選挙管理委員会の委員は 5 名で構成され、有権者である教員から教授会が指名する。

学長候補適任者推薦委員会の委員は、各学科及び基礎教育担当教員会議から推薦され

た各 2 名の有権者及び事務局長から構成される。推薦委員会は、委員の 3 分 2 以上の

出席がなければ開くことができない。両委員会の委員長は、当該委員会委員の互選に

より選任され、委員会の招集と議長を務める。 

推薦委員会は、推薦委員会成立後 30 日以内に、学長候補適任者を規程に定める資

格を有する者から大学の内外より一人又は複数名選定し、その経歴書等を添えて選挙

管理委員会に報告する。 

    （有権者） 

学長選考の有権者は、学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手と事務局長

である。 

    （選挙の公示、選挙） 

     選挙管理委員会は、選挙の公示を、学長候補適任者の報告を受けてから、選挙期日、

選挙方法等を定め、選挙期日の 5 日前までに行う。 

選挙は短期無記名投票により行い、投票総数の過半数を得た候補者を当選者とする。

教授会は、選挙管理委員会の報告を受け、当選者に学長就任を要請する。この要請が

受諾された場合、学長が決まる。 

受諾されない場合、又は、投票の結果当選者がいなかった場合、選挙で投票総数者

数が有権者総数の 3 分 2 に満たなかった場合は、再選考となる。 

    （選挙実施細則） 

     以上の他、選挙の具体的な実施については、「学長選挙実施細則」に従っている。 

    （学長の任期） 

     学長の任期は、4 年であり、再任が可能であるが引き続き 6 年を超えることはでき

ない。 

    （現在の学長の選考過程） 

     前学長の 4 年の任期満了に伴い、2006年 1 月 31 日に学長選挙が行われ、前学長を

破り 2006年 4 月 1 日付けで現在の学長が就任した。 

 

   ② 副学長の選任手続き 

     副学長の選考に関しては、「副学長の選考及び任期に関する規程」が定められてい

る。 

選考は、規程に定める資格を有する者の中から学長が行い、任期は 2 年であるが再

任されることができる。 

現在の副学長は、前任者の辞任により 2 年間空席ののち、2008年 4 月に新たに選任

された。 
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   ③ 研究科長の選任手続き 

     研究科長の選考に関しては、「大学院研究科長の選考及び任期に関する規程」が定

められている。 

研究科長の任期満了、辞任又は欠員により研究科長選考の必要が生じたとき、規程

に定める期間内に、学長が、研究科委員会の意見を聞いて、研究科の教授である者の

うちから選考する。 

研究科長の任期は 2 年で、再任されることができる。 

現在の研究科長は、前任者の任期満了により、2008年 4 月に新たに選任された。 

 

 （２）学長、副学長、研究科長の権限の内容とその行使 

   ① 学長の権限の内容とその行使 

学長の職務は、学校教育法第 58 条により、大学の公務をつかさどり、教職員を統

督（包括的・大局的に監督）することと定められている。 

学則（大学、大学院）に定められた学長の職務は次の通りである。教授会の議長、

入学志願書の受付・入学志願者の選考・入学の許可、転再入学の許可、転入学者等の

既修得卖位の認定、卒業・修了の認定・学位の授与、休学・復学・転学・留学・退学

の許可、学生の除籍、研究生・科目等履修生・特別聴講生・外国人留学生の許可、学

生の賞罰、本学施設の管理・地域開放等。 

このほか、学則以外で定められている学長権限として重要なものに、学内委員会委

員長の指名、副学長・研究科長・学科長・主任教授の指名、教員の学外研修者の決定、

学内研究費の決定、倫理委員会への諮問等がある。 

これらの職務は、機関としての大学の執行代表者としてのものであり、いずれの権

限の行使も教授会又は研究科委員会の議を経ることとしている。 

さらに、学長は、学識経験者として学外の審議会等各種会議の委員等を務めている。 

 

   ② 副学長の権限の内容とその行使 

     学則に、「必要に応じ副学長を置く」とされているが、その権限内容については、

学内規定に特に明記されていない。また、県の「事務代決及び専決事務に関する規程」

にもその権限は明記されていない。 

     これまでの運用として、副学長は学長に直属し学長の意思決定に参画するものとさ

れている。 

 

   ③ 研究科長の権限とその行使 

     大学院学則、大学院研究科委員会規程等に定められた研究科長の権限は、次の通り

である。 

      ・研究科委員会の議長 

      ・修士論文の受付 

      ・研究科委員会での修士の学位授与に関する議決結果の学長への報告 



143 

 

      ・大学院教員資格審査会の議長 

     このほかの研究科事務に関する権限については、前項に記載したとおり学長に属し

ている。 

 

 （３）学長補佐体制の構成と活動 

    職務執行上、学長の補佐体制として、図 12－1 に記載しているとおり副学長を始め研

究科長、学科長、学生部長、附属図書館長及び事務局がある。 

    研究科長等の職務の概要を表１２－２に示した。 

 

      表 12－2  職務の概要 

職名 職務内容 

副学長 学長に直属し、学長の意思決定への参画 

研究科長 研究科委員会の議長、研究科に係る事務の管理 

学科長 学科会議の議長、学科に係る事務の管理 

学生部長 学生指導に関する事務の管理 

附属図書館長 附属図書館の管理 

事務局長 教務以外事務についての学長の代決者、事務局事務の管理 

 

３．意思決定 

 （１）大学の意思決定プロセスの確立状況とその運用 

本学運営に係る事案については、予算や県行政と密着する教職員定数等基本事項につ

いては県の指示に従っているが、教員会議又は学内委員会の議を経て、教授会が大学の

意思を決定している。軽易な事案については、教員会議、各種委員会、事務局に一任さ

れており、その結果は教授会に報告されている。 

なお、本学運営について、学外の有識者から意見を聞く制度は設けていない。 

 

 ４．評議会等全学的審議機関 

   本学には評議会等全学的審議機関を設けていない。 

 

 ５．教学組織と学校法人理事会との連携 

   本学は、県の機関であり学校法人理事会はない。 

 

６．法令遵守等 

 （１）関連法令等および学内規定の遵守 

    本学運営の基本を規定している学校教育法や大学設置基準、更には、看護師、理学療

法士、作業療法士資格付与のための専門教育内容を規定している保健師助産師看護師法

や保健師助産師看護師学校養成所指定規則等関係規程の遵守は、県職員として基本的な

姿勢となっており、事務局を中核として、学内規定も含め、適正な実施に努めている。 
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 （２）個人情報保護や不正行為防止等に関する取り組み 

    個人情報保護については、特に教職員に意識が高く、学生・教職員の個人情報保護に

努めており、小さな苦情にも、敏速に対応している。 

研究の倫理問題については、倫理審査規程により倫理委員会で学長の諮問を受け倫理

審査している。 

研究活動における捏造・改竄・盗用等に関する不正行為に対しては、研究活動におけ

る行動規範に関する規則等を定め、対応している。 

 

第３ 点検・評価 

 1．目標の到達度 

 （１）県との定期的な情報・意見交換 

    県の意向を知ることは、地域ニーズを把握するための重要な手段といえる。このため、

本学は、毎年度 5 月に、本学で、県の本学主管部署である健康福祉企画課と打ち合わせ

会を持ち、当該年度の重要案件について相互に情報や意見を交換し、共通の理解に立つ

ようにしている。打ち合わせ会の構成は、本学は学長・副学長・事務局で、健康福祉企

画課は課長、課長補佐、本学担当者となっている。ただし、この打ち合わせ会の構成員

が限られており、この拡大は検討課題となっている。これに加えて、年度の後半に、学

長が県の主管部長である健康福祉部長と会合を持ち、主に本学の懸案事項について県に

理解を求めている。 

    本年度の打ち合わせ会のテーマは、教育研究用設備の务化対策（更新の必要性、更新

計画）、独立行政法人移行への対応（交付金の算定方式、教職員体制等）、県立病院と

の連携強化等であった。昨年度の部長との会合のテーマは、教育研究用設備の务化対策、

県内リハビリテーション体制の強化等であった。 

    このほかにも、県とは、案件ごとに緊密に連絡を取り合っている。 

 

 （２）委員会機能の確保と透明性の確保 

    各委員会は、毎月定例会を開催し、教授会等から与えられたテーマについて調査審議

している。定例会の他、臨時の案件については、臨時委員会を開き対応している。例え

ば、2008年 6 月に発生した穿刺問題については、臨時に教務学生委員会を開き対応した。

案件をどの委員会に付託するかについては、毎月第 1 火曜日に開かれている総務運営委

員会で整理している。 

    委員会の活動実績（審議内容等）は、毎月第 2 火曜日に開かれる定例教授会に報告し、

教授会のチェックを受けている。教授会に出された資料及び教授会の結論は、学内 LAN

の掲示板に搭載され、学内の教職員は自由に知ることができる。 

    各委員会毎の作業量の多尐の差異は、認めれる。教務学生委員会の作業量が年間を見

渡すと最も多く、教務学委員会委員に大きな負担がかかっている。 
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    このようなことはあるが、各委員会はその役割を十分に果たしており、その活動の透

明性についても十分確保されていると評価できる。 

 

 （３）教授会・委員会審議の効率化 

    各委員会の審議は、委員の前向きな姿勢により、議事進行は円滑に進んでいる。 

毎月の定例教授会は、平均すると 2 時間強で終了しており、議長の議事進行により、

効率よく審議が進んでいると評価できる。かつ、教授会の資料等は LANにより学内に公

開しており、意思決定システムにおいて透明性を確保しているといえる。 

副学長の権限が曖昧であり、副学長は、時として学長代理と考えられることもある。 

 

 （４）学外者の意見聴取 

    地域ニーズを的確に把握するためには、県の他に、学外者の意見を聞くことは重要で

ある。しかし、このための制度は整備されていない。 

 

 ２．効果があがっている事項 

 （１）意思決定システム 

   県との情報・意見交換は円滑かつ効率よくなされている。 

   委員会や教授会も、学内規定に従い、透明性を保持しながらその機能を的確に果たして

いる。 

 

 （２）学長等の選任方法 

   現在の学長は、2005年度に行われた学長選考において現職の学長と競争し、交代してい

る。その選任方法はよく機能していると評価できる。 

 

 ３．改善が必要な事項 

   本学の意思決定システムがボトムアップ方式であること、重要な案件については県の意

向を確認する必要があることから、緊急な事態に対して、機動的に対応できないとの問題

を抱えている。 

 

第４ 改善方策 

 １．長所の伸張方法 

   県との情報・意見交換については、従来のやり方を踏襲していく。ただし、教員の参加

について、2009年度から拡大していく。 

   学長の選考については、2009年度から独立法人に移行するので、独立行政法人移行作業

の中で、法に準拠して決めていくことになる。 
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２．問題点の改善方法 

 （１）意思決定の迅速化・効率化 

     このことについては、独立法人移行の過程で解決していく。 

 

 （２）学外者の意見聴取 

    独立行政法人に移行すれば、学外理事・委員の就任、中期目標による大学運営の管理

や評価委員会による評価により、この問題は解決する。 
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第１３章 財務 

 

第１ 到達目標 

本学は、開学以来十分な予算措置が県よりなされてきているが、近年、県財政難により相

応の予算削減を強いられてきている。この状況に対応し、文部科学省研究費等の外部資金の

導入を図るため、科学研究費補助金取得を教員に働きかけることとする。 

加えて、本学教育研究の質を左右するような基盤的予算、特に教育研究設備の更新予算に

ついては、長期計画を立て確保していくこととする。 

予算の執行においては、これまで以上に効率化を追求する必要があることから、予算の執

行状況を随時に詳細に把握できるようにし、定期的にこれを公表し、予算執行計画を年度途

中でも修正できる体制をつくる。 

 

第２ 現状の説明 

 １．中・長期的な財務計画 

本県は、財政における財源不足が継続している中で「やまがた改革」を実施中であり、

毎年度「財政の中期展望」を見直している。 

本学の予算は、この「財政の中期展望」に制約されながら編成されている。本学独自の

中・長期的な財政計画は策定されていない。 

 

 ２．教育研究と財政 

   本学の予算は、「財政の中期展望」をもとに県財政課が作成した予算編成方針（シーリ

ング実施等）に基づき、事務局が、学科・教員から要望を取りまとめ、調整のうえ作成し

ている。事務局が学内調整を行う際は、各学科等からの所要額（教材費、非常勤講師、学

外実習等）を減額することはしていない。シーリングにより、全体的に予算要求を減額せ

ざるを得ないときは、事務局が管理している部分で調整している。 

   本学の予算は、授業料等収入を前提にして支出予算を編成しているが、編成の考え方は

次の通りである。授業料・入学料・入学考査料収入は、55%を一般職員費に 45%を事業費に

充当することとしている。さらに、事業費充当分は、65%を光熱水費等施設管理に 35%を教

材費・非常勤講師・大学院経費に充当することとしている。これらの調整は、2 月補正予

算で行っている。 

   県財政厳しい中ではあるが、本学が必要とする予算は、これまで確保されてきている。

しかし、第 10 章施設・設備で述べているように、開学時に整備された教育研究設備・機

器に一部老朽化が目立ってきていることや、新たな研究重要に対応するため、設備・機器

更新について計画的な予算確保が必要になっている。 

この 5 年間の歳入・歳出の当初予算の内訳を表 13－1 に示した。 
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表 13－1 当初予算内訳 

歳入                                  卖位；千円 

年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 

入学料 45,684 46,812 42,582 46,812 43,992 

授業料 189,452 207,836 219,514 214,123 214,802 

大学入学考査料 8,536 8,676 7,268 6,630 5,210 

入試センター負担金 3,939 3,750 3,783 3,244 3,228 

その他収入 8,204 7,860 10,467 10,009 10,124 

一般財源( 県負担)  766,283 691,305 655,529 587,147 612,698 

合 計 1,022,098 966,239 939,143 867,965 890,054 

  歳出 

     年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 

一般職員費 629,100 615,200 610,800 547,300 577,601 

報酬職員費 21,939 21,977 21,782 21,885 23,165 

管理運営費 152,319 148,918 140,819 138,103 133,107 

教務費 59,797 60,911 57,117 53,909 50,719 

研究費 70,870 64,888 58,350 58,620 55,482 

学外学習費 14,299 12,674 11,586 11,057 14,206 

学生厚生費 3,761 3,610 2,714 2,442 2,618 

教員宿舎管理費 54,836 35,871 35,889 34,102 33,156 

魅力ある県立大学 

推進事業費 
0 0 0 500 0 

施設・設備整備費 15,177 2,190 86 47 0 

合 計 1,022,098 966,239 939,143 867,965 890,054 

 

 

 ３．外部資金等 

 （１）文部科学省科学研究費 

    本研究費補助金の申請件数、採択件数等を表 13－2 に示した。 

 

表 13－2   文部科学省科学研究費申請・採択件数調べ     （卖位；件、千円） 

年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 

申請件数 14 18 22 14 12 

採択件数 1 1 3 1 1 

補助決定額( 年額)  1,600 1,200 4,700 700 1,000 
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（２）その他の外部資金 

    民間や公共関係組織からの奨学寄附金や受託研究費の実績はない。 

    文部科学省の「特色ある大学教育支援プログラム」等競争的助成制度への応募実績は

ない。 

 

 ４．予算編成と執行 

（１）予算の編成 

本学の予算・決算関係事務は、山形県の予算・決算処理システムで処理されている。 

新年度予算の要求においては、事務局が、研究費・教材費・非常勤講師委嘱計画・学

外実習経費等の所要額を各学科・委員会等から集約し、これに事務局が作成する管理運

営関係費所要額を加え、県より示される予算要求方針に基づき、学内調整し、本学の予

算要求書を作成している。このようにして要求書を県に提出し、県の査定と県議会の議

決を経て、本学の予算額は、県より示される。教授会には、予算要求方針を説明し、意

見を聞いている。さらに、県議会で議決された予算については、速やかに教授会に報告

している。 

補正予算については、各学科及び事務局等からの要求を受け、県と協議の上、教授会

の意見を聞き事務局で調整し、県に要求書を提出している。 

決算については、事務局が、予算の執行結果の計数をとりまとめ行っている。 

 

 （２）予算の配分と執行 

    予算執行のうち、会計事務は、地方自治法、山形県財務規則等の基準に従っており、

県の統一したシステムにより処理されている。このシステムは、コンピュータ化されて

いる。 

    さらに、支払は、県出納局が審査のうえ行っている。 

① 研究費 

個人研究費、共同研究費、海外研修費の効果的かつ適正な配分を行うため、教授会

は研究費配分委員会を設けている。研究費配分委員会委員は、総務運営委員会委員が

兼ねている。 

研究費配分委員会は、年度初めに、研究費の配分方針を定め、配当を受けた予算を

調整して、個人研究費、同研究費、海外研修費の各総額を決める。 

個人研究費の各教員への配分は、研究費配分員会が決めた職位毎配分額に従い一律

に行っている。共同研究費・海外研修費の配分は、委員会の意見を参考にして、学長

が教員からの申請を査定し、決めている。 

経理は、教員が作成した研究費支出伺を起点にして、事務局が行っている。 
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② 教務費、学外実習費、学生厚生費 

      教務費は、非常勤講師、学生募集、学生便覧等冊子作成、入学試験、教材費、大学

院等から構成されている。学外実習費は、臨床実習委託費や臨床実習指導経費等から

構成されている。学生厚生費は、学生・院生健康診断経費で占められている。 

教材費は、学科卖位に予算が定められ、学科からの購入要求に基づき、事務局が経

理している。非常勤講師は、基本的に教員が講師を手配し、事務局が経理している。

大学院院生指導経費は、研究指導教員の要求に基づき、事務局が経理している。これ

以外の教務費予算については、事務局が、委員会等と協議しながら、執行し、経理し

ている。 

学外実習費は、教員の要求に基づき経理しており、学生厚生費は、教務学生委員会

の指示のもと、事務局で経理している。 

 

③ 上記以外の管理運営費等予算 

事務局が、予算の管理を行い、執行・経理している。 

 

 ５．財務監査 

財務の執行状況は、県監査委員会により毎年度監査を受けている。このほか、不定期に

包括外部監査を受けている。特に、2004年度の包括外部監査では、複数の外部公認会計士

から旅費等について詳細な監査を受けている。これらの監査において、大きな指摘や指導

を受けた実績はない。 

   日常的な会計事務の執行については、県出納事務局の審査を受けている。 

 

第３ 点検・評価 

 １．目標の達成度 

（１）教育研究用設備の更新のための財源確保 

    このことについては、第 10 章施設・設備で、詳細に述べているとおりであり、目標

は達成されていない。 

 

（２）外部資金の取得 

    主な外部資金として、文部科学省科学研究費補助金と特色ある大学教育支援プログラ

ム等があるが、十分な取り組みができなかった。前者の科学研究費補助金については、

2007年度申請率 24%、採択率 8%であり、活動が極めて低調と評価せざるを得ない。 

 

（３）予算執行の効率化 

    予算の編成、執行、経理については、円滑になされてきていると評価できる。しかし、

近年の財政難により、いわゆる予算の事業間・節間流用の必要性が高まってきている。

それで、これに対応できるように、本学の予算執行状況が、随時に詳細に把握できる必
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要があるが、この体制になっていない。たとえば、研究費では、教員ごとに節別予算執

行残を随時に把握できない状況にある。 

 

 ２．効果があがっている事項 

   基本的に必要な予算は確保されている。 

 

 ３．改善が必要な事項 

 （１）教育研究用設備の更新のための財源確保 

    第 10 章施設・設備で説明している通りである。 

 

 （２）外部資金の取得 

    外部資金の取得は、十分な成果を上げることができなかった。 

 

第４ 改善方策 

 １．長所の伸張方法 

   財政難にはあるが、予算の確保については、ひきつづき努力し、節約に努めていく。 

   なお、予算の執行状況の的確な随時把握については、その手法を 2008年度に開発する

こととし、2009年度からの法人移行後の経理システムに取り組むこととする。 

 

 ２．問題点の改善方法 

 （１）教育研究用設備の更新のための財源確保 

第 10 章施設・設備で説明している通りである。 

 

 （２）外部資金の取得 

    県の財政難による研究費の十分な手当ては難しくなっていくことは明らかであり、外

部資金の取得の必要性は高まっている。 

このため、2009年度に向け、外部資金獲得に限らない研究支援体制を総合的に検討し

構築するため、事務局内に研究支援に係る部署・担当を配置する。さらに、2008年度に、

特に科学研究費補助金取得に向け、研修会の開催や事務局の申請フォロー強化等具体的

に環境を整備する。 
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第１４章 点検・評価 

                                          

 

第１ 到達目標 

  常に自己点検・評価を行い、本学の学部及び大学院の教育研究水準の向上を図り、社会的

使命を達成するために次のような目標を置く。 

・自己点検・評価体制を恒常的に行える体制を維持すること。 

・認証評価機関による評価を受けて大学運営の改善に活用すること。 

 

                                          

第２ 現状の説明 

 １．自己点検・評価 

   本学の自己点検・評価については、本学学則の第２条で「第１項 本学は、教育水準の

向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、本学の教育研究活動の状況その

他必要な事項について、自ら点検及び評価を行うものとする。 第 2 項 前項の点検及び

評価を行うため、本学に自己評価委員会を置く。」と定められ、山形県立保健医療大学自

己評価委員会規程の基に自己評価委員会がおかれ担当している。 

   本学の自己評価委員会の構成は、2007年度までは副学長、研究科長、各学科長、基礎教

育担当会議議長、各学科からの推薦に基づき学長が指名した者、事務局長で構成されてい

たが、2008年 4 月に、大学評価を受けるために、学生部長、図書館長を加えて、体制をよ

り強化した。大学院の自己評価・点検は、委員が大学院教員も併任していることから、大

学院の目的を遂行するための点検・評価も併せて行われている。本学の自己評価委員会、

自己点検・評価に関する事項の他に、ＦＤに関する事項もその所掌事項に加えられている。 

                                          

 ２. 自己点検・評価に対する学外者による検証 

   自己点検・評価に客観性を持たせ実効性をあげるためには、外部者による検証が重要で

ある。これに応えるため、本学は、「学長は、前条の自己評価結果報告書を学外に公表す

るとともに、本学以外の者による検証を行うよう努めるものとする。」（自己評価委員会

規程第９条）こととしている。しかし、この規定をもとにした体制は整備されていない。 

なお、現在、大学基準協会による評価を受けるための報告書を作成中である。 

   

 ３.  大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応 

   本学では文部科学省からの指摘事項および勧告はこれまでない。 

 

第３ 点検・評価 

 １．目標の達成度 

   自己点検・評価についてのこれまでの活動状況としては、2005年度に、2000年度から

2003年度の教員の研究業績について業績集に公表している。このほかに、自己点検・評価
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に関する研修会を開催しているが、自己評価に係る活動は活発といえるものではなく、本

学の設置目標を達成するための点検・評価機能は、極めて脆弱なものと評価せざるを得な

い。 

 

２．改善が必要な事項 

    現在、本学の組織をあげて、学校教育法第 69 条の 3 に規定する認証評価を申請するた

め、自己点検・評価結果報告書（本書）を作成している。この過程で、本学の現状を大学

基準協会が定めた基準等を基にして分析し、課題を整理した。この中で、特に、教員の

FD の強化・充実、大学院における組織的教育の確保等教育方法の改善、研究機能の強化

及び自己点検・評価体制の整備において、課題の大きさを認識したところである。これら

の課題については、容易に改善方策が立てられるものもあるが、大学院教育の充実等のよ

うに、今後の組織的・計画的改善を待たなければならないものもある。以上の大きく改善

を要する課題は、大学改革を目指した近年の大学院設置基準等改正の変化に、迅速に対応

していないことから発生している面が強い。 

加えて、学外者による評価については、体制としてほとんど整備されておらず、改善が

求められる。 

 

第４ 改善方策 

以上の課題に対して、第一段階として、現在行っている自己点検・評価作業の中で会得し

た自己点検・評価の手法を、学内に根付かせる。次の段階として、改善が 2009年度以降の

取り組みに残されたものについて、自己評価委員会を中核にして確実にその実行を管理して

いく。とともに、その改善結果についての検証を不断に続けていく。 

具体的には、自己評価委員会において、毎年度 5，9，1 月に改善方策の実行についての進

行管理を行う。この中で、5 月は、当該年度の改善計画を確認し、9 月は、今回の自己点検・

評価の枞組みで、学校教育法等の関係法規改正や新たな施策要綱等をも織り込みながら当該

年度について簡易な自己点検・評価を行う。2 月は、自己点検・評価の年度末総括を行い、

これと連動して次年度の地方独立行政法人年度計画・予算策定を行う。 

また、地方独立行政法人には、理事、経営審議会、教育研究審議会に複数の学外者が任命

されることになっており、本学運営に関する自己点検・評価は、さらに客観性と透明性を高

めることになる。 
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第１５章 情報公開・説明責任 

 

第１ 到達目標 

  本学は公的な教育・研究機関として、地域・社会に対し大きな使命と責任を有してお

り、個人情報保護に留意しつつ大学の保有する情報を広く社会に公開し、説明責任を図

る目的で次の目標を置く。 

・教育・研究に関わる情報が公開されていること。 

・情報公開請求へ対応できる体制を確立すること。 

・自己点検・評価結果が公開されていること。 

 

第２ 現状の説明 

 １．財政公開 

   本学の運営に関する経費は、山形県一般会計予算で手当てされていることから、設

置者である県の予算、決算、監査の結果の状況は県で公表されている。 

 

 ２．教育・研究に関わる情報公開 

   山形県立保健医療大学ホームページﾞ管理・運用規程のもとに委員会の委員の中から

ウエブサーバ管理者を教授会の同意を得て指名し運用を行っている。本学のホームペ

ージで、大学および大学院の概要、学科及び分野の紹介（実習施設、教員の主な研究、

業績）、公開講座に関する情報、入学試験情報、山形保健医療研究、公開講座情報を

公開している。 

 

 ３．情報公開請求へ対応 

   本学の情報公開に関しては、山形県立保健医療大学自己評価委員会規程の第９条に 

「学長は、前条の自己評価結果報告書を学外に公表するとともに、本学以外の者によ

る検証を行うよう努めるものとする。」と定められており、体制は整っている。 

                                          

 ４．自己点検・評価結果の公開 

   現在、認証評価機関である大学基準協会の評価を受けるべく作業中である。 

 

第３ 点検・評価 

 １．目標の達成度 

   本学の基本的情報に加え、入試関係の情報は、入学試験過去問題と個人情報以外は

すべてホームページで公開している。研究活動に関しては、本学の発行する学術雑誌

である「山県保 健医療研究」を電子化し、本学のホームページで閲覧できる。 
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 ２．効果が上がっている事項 

   本学の基本的情報に加え入試関係の情報は、試験問題と個人情報以外はすべてホー

ムページで公開しており評価できる。 

 

 ３．改善が必要な事項 

   ホームページで公開する情報をさらに充実するようにする。自己点検・評価の結果

を公開すること。 

 

第４ 改善方策 

  自己点検・評価報告書の公開は、大学評価を受けた後に速やかに、本学ホームページ

に掲載する。ホームページに掲載する情報は今後も増えていくが、見やすく、充実した

内容にするために、図書・情報委員会で定期的に検証していく。 

  加えて、独立行政法人に移行すれば、情報公開・説明責任については制度的に一層整

うことになる。 
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終章  

 

 山形県立保健医療大学は、山形県立保健医療短期大学を４年制大学へ改組して以来、2008年

で９年目となる。この間、一貫して「幅広い教養と豊かな人間性を備え、高度な知識と技能を

持ち、専門職としての理念に基づき行動できる人材を育成するとともに、地域に開かれた大学

として保健医療に関する教育・研究の成果を地域に還元し、もって、県民の健康と福祉の向上

に寄与する」ことを基本理念とし、その具体化のために努力を重ねてきた。本学は、2009年度

から公立大学法人となるが、この基本理念は、独立法人となっても変わることはない。 

 自己点検・評価は、法令で定められているように認証評価機関による評価を受けるための報

告書の作成が直接の目的であるが、報告書の作成過程で大学の現状を分析し、いいところは伸

ばし、改める必要のあるところは、どのように改革していくのかを明確にする手段としてふさ

わしいと考える。また、大学基準協会による自己点検・評価を受けることは、独立法人へ移行

する節目に、これまで本学が基本理念として歩んできた結果を、点検及び評価し、改善するこ

とで、独立法人になって、よりレベルの高い大学として、山形県民の保健医療福祉の向上に対

する期待に応えていくためにも適時である。 

 今回の自己点検・評価報告書は、自己評価委員会を中心に２年をかけて作成した。その過程

では、大学がどうあるべきかについて、多様な意見が出され、細部については、必ずしも全員

が一致しているわけではない。しかし、異なる意見が混在していることは、大学が真理探究の

場であることから、当然のことであり、大学としては健全なことである。本報告書は、まずは

改善できる可能性の高いのを集約することで、合意に達することができた。本報告書の各章に

示されている「到達目標」「現状の説明」「点検・評価」「改善方策」は、大学基準協会の示

す主要点検・評価項目にほぼ忠実に従う仕方で各基準に沿って行ってきた。本学の到達目標は、

大学とはどうあるべきかの将来像からみると、十分とは言えないが、現在、到達目標は、ほぼ

達成されている。これらの点は、本章の中でも効果があがっている事項と改善すべき点を提示

し、改善方法を示している。 

 大学の理念・目的を維持し、社会的評価を高め、受験生を集めるには、教育と研究が充実し

ていることが前提となる。そのための経費はいずれも増大することから、財政基盤がしっかり

していないと実現はできない。本学は県立大学であり、施設の充実や教職員の増員、研究費は、

基本的には県の財政事情に依存している。山形県の財政事情からみると本学は優遇されている

とはいえ、毎年予算が減額されており、大学の将来像からみると十分とは言えない。独立法人

では、学生の入学金、授業料は大きな収入であり、入学定員の確保と休学者をできるだけ尐な

くすることで収入を確保することが必要である。さらに、不足分は、科学研究費補助金等の外

部資金の獲得で補うことが必要であることから、外部資金の獲得に向けての対策を強化してい

かなければ、大学の本来の役割を果たすことが次第に困難になっていくと思われる。 

 急速に速度を上げつつある尐子高齢化社会で、より高度の知識と技能をもった医療人の育成

が要求されている現状で、本学がその期待に応えるには、今回の自己点検・評価報告書を卖な

る作文に終わらせてはならない。点検の結果明らかとなった課題については、その改善及び検

証について、地方独立行政法人化後にも確かな工程管理を行い、本報告書が、山形県民だけで
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なく、広く社会の期待に応えられる大学でありつづけるための基礎となることを確信して、自

己点検・評価報告書を終える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 

平成２０年度 自己評価委員会委員 

 

    安達幸世 

伊橋光二 

    熊谷 純 

    久米和興 

    齋藤ひろみ 

    菅原京子 

福田恵美子 

    藤井浩美 

    三和真人 

    八木 忍 

   山下隆夫 （委員長） 以上１１名 

 

平成２１年度 評価委員会委員  

 

安達幸世 

伊橋光二 

大平光子 （委員長） 

    熊谷 純 

    久米和興 

    菅原京子 

福田恵美子 

    藤井浩美 

    真壁 寿 

   山下隆夫       以上１０名 

（五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行 

公立大学法人 山形県立保健医療大学 

〒９９０－２２１２ 

  山形市上柳２６０番地 

TEL  ０２３－６８６－６６１１ 

FAX  ０２３－６８６－６６７４ 


